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第１編 総 論

第１章 町の責務、計画の位置づけ、構成等

１ 町の責務及び町国民保護計画の位置づけ

(1) 町の責務

町（町長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。）は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事

態（以下「武力攻撃事態等」という。）において、「武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律（平成１６年６月１８日法律第１１２号）（以下「国民保護法」という。）」

及び「国民の保護に関する基本指針（平成１７年３月閣議決定。以下「基本指針」という。）」

に基づき、自ら国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。）を的確かつ迅速に

実施し、町の区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する責務を有する。

(2) 酒々井町国民保護計画の位置づけ

町は、その責務にかんがみ、国民保護法第３５条の規定及び「千葉県国民保護計画（以下「県

国民保護計画」という。）」に基づき、町国民保護計画を作成する。

(3) 町国民保護計画に定める事項

この計画においては、町の区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、町が実施

する国民保護措置に関する事項等国民保護法第３５条第２項各号に掲げる事項及び「緊急対処

事態における国民保護措置に相当する措置（以下「緊急対処保護措置」という。）」に関する

事項等必要な事項を定める。

町は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を

的確かつ迅速に実施するため、以下のとおり、町の責務を明らかにするとともに、町の国民

の保護に関する計画（以下「町国民保護計画」という。」）の趣旨、構成等について定める。
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２ 町国民保護計画の構成

町国民保護計画は、以下の各編により構成する。

第１編 総 論

第２編 平素からの備え

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４編 緊急対処事態への対処

第５編 復旧等

資料編

３ 町国民保護計画の見直し、変更手続

(1) 町国民保護計画の見直し

町国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新たなシステ

ムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結果等を踏まえ、不

断の見直しを行う。

見直しに当たっては、酒々井町国民保護協議会（以下「町国民保護協議会」という。）の意

見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求めるものとする。

(2) 町国民保護計画の変更手続

町国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第３９条第３項の規定

に基づき、町国民保護協議会に諮問の上、千葉県知事（以下「知事」という。）と協議を行い、

町議会に報告し、公表するものとする。ただし、「武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律施行令（以下「国民保護法施行令」という。）」で定める軽微な変更につ

いては、町国民保護協議会への諮問及び知事への協議は要しない。
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第２章 国民保護措置に関する基本方針

１ 基本的人権の尊重

町は、国民保護措置の実施に当たり、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重すること

とし、救援のための物資の収用及び保管命令、救援のための土地、家屋及び物資の使用及び警戒

区域の設定による退去命令等の実施に際し、国民の自由と権利に制限が加えられるときであって

も、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。

２ 国民の権利利益の迅速な救済

町は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て、又は訴訟その他

の国民の権利利益の救済に係る手続きを、できる限り迅速に処理するよう努める。

このため、町は、これらの手続きを担当する課（局・所）を定めるなど必要な処理体制を確保

するとともに、手続きに関連する文書を、酒々井町文書管理規程（平成１３年酒々井町訓令第２

号）の定めるところにより、適切に保存することとする。

また、町は、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管す

る等配慮を払う。

３ 国民に対する情報提供

町は、武力攻撃事態等において、住民に対し、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、

被災情報その他の情報などの国民保護措置に関する正確な情報を、適時かつ適切な方法で提供す

る。

このため、あらゆる広報手段を活用するものとし、特に高齢者、障害者、外国人その他の情報

伝達に際し支援を要する者に対しても、確実に情報を伝達できるよう、必要な体制の整備に努め

るものとする。

なお、指定地方公共機関は、それぞれの広報手段を活用して、国民に迅速に国民保護措置に関

する情報を提供するよう努めることとされている。

４ 関係機関相互の連携協力の確保

町は、国、千葉県（以下「県」という。）、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定

地方公共機関と国民保護措置に関し、防災のための連携体制を踏まえ、広域に渡る避難や、ＮＢ

Ｃ攻撃（核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。以下同じ。）によ

る攻撃による災害に対応するための物資及び資機材の提供など武力攻撃事態等において特有の

事項にも対応できるよう、平素から相互の連携体制の整備に努める。

町は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項について、以

下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。
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５ 国民の協力

町は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、住民に

対し、避難誘導に必要な援助、救援に必要な援助、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の

武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に必要な援助について協力を要請する。この場合にお

いて、住民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとされていることに

かんがみ、町は、住民への協力要請に当たっては、強制しないよう配慮する。

また、町は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化及びボランティアへの支援に努める。

６ 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重

町は、日本赤十字社が実施する国民保護措置については、公正かつ中立な活動が行われている

こと等その特性にかんがみ、その自主性を尊重する。

また、町は、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置に

ついては、放送の自律を保障することにより、その言論その他表現の自由に特に配慮する。

指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関及び

指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意す

る。

７ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施

町は、国民保護措置の実施に当たっては、警報及び緊急通報の伝達や、避難誘導、救援などに

ついて、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の配慮を要する者（以下「要配

慮者」という。）及び旅行者等について留意する。

また、町は、国民保護措置を実施するに当たっては、外国人の安否情報の収集・提供、赤十字

標章や特殊標章等の交付などについて、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確

な実施を確保する。

８ 国民保護措置に従事する者等の安全の確保

町は、町並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する町の区域に係る国民保護措置に

ついてその内容に応じ、国及び県から入手した情報、武力攻撃災害の状況その他必要な情報の提

供を行うほか、緊急時の連絡及び応援の体制を確立すること等により、国民保護措置に従事する

者の安全の確保に十分に配慮するものとする。

また、町は、国民保護措置の実施に関し町民に協力を要請する場合には、協力する者に対し、

協力を的確かつ安全に実施するため、必要な情報を十分に提供すること等により、安全の確保に

十分に配慮する。
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等

１ 国民保護措置の全体の仕組み

町は、国民保護措置の実施に当たり、関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国民保護

法における町の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらかじめ把握しておく。
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２ 町の事務

※ 関係機関の連絡先 【資料編参照】

機関の名称 事務又は業務の大綱

町

１ 町国民保護計画の作成

２ 町国民保護協議会の設置、運営

３ 国民保護等連絡室及び国民保護（緊急対処事態）対策本部の設置、運営

４ 必要により、現地対策本部及び現地調整所の設置、運営

５ 組織の整備、訓練

６ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整その他

の住民の避難に関する措置の実施

７ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する

措置の実施

８ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理及び被災情報の収集その

他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施

９ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施

10 武力攻撃災害等の復旧に関する措置の実施
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第４章 町の地理的、社会的特徴

１ 位 置

町は、房総半島の北部にあって、北総台地のほぼ中央に位置し、北を成田市、東を八街市・富

里市、南及び西は佐倉市に、北西部は印旛沼をはさんで印西市に接している。

■町の地勢

２ 地 形

町の地形は、下総台地とこれを刻む樹枝状の谷（谷津）、印旛沼周辺の低地及び人工地形によ

って構成されている。

低地(谷津)は、町の北部では北側から北西に開き、印旛沼に向かっている。町の南部の谷は高

崎川となり、富里市から町域を横切って西へ流れ、谷津の水田等を形成しながら、佐倉市を経て

印旛沼に注いでいる。印旛沼に続く町の北西部は、干拓地で作られた水田となっており、台地と

の境である京成酒々井駅付近に自然堤防が形成されている。

町の中心部であるＪＲ酒々井駅周辺には、もとの地形を改変して住宅団地等が形成されている。

標高は、０．３メートル（印旛沼に続く低地水田）から３８メートル（台地部分：飯積地区）

であり、台地と低地の境には斜面が分布し、これらの一部は急傾斜地のために、風雨、地震等の

影響を受けやすい箇所となっている。

町は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、町の区域の地理的、社会的特性等の

把握に努め、その特性に応じた措置が行えるよう努めるものとする。
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３ 気 候

町は、気候較差（寒暖の差）が大きくなるなどの内陸性気候の特性がみられる。年間降水量の

平年値は、北部では１，４００～１，６００ミリメートル程度である。一方風については、秋か

ら冬にかけては北西風に、春から夏にかけては南西風に支配されることが多いが、夏から秋にか

けて北東風の頻度も高くなる。また風速においては、一般に風が強く、冬の季節風以外でも、台

風や低気圧又は寒冷前線の接近・通過の際には強風（突風）の吹くことが多い。

４ 人口分布

町の人口及び世帯数は、令和６年１０月１日現在、２０，０７８人、１０，００９世帯である。

人口の推移は、昭和４０年から増加し平成７年に２０，０１９人と２万人の大台を超えた後、

平成１２年に減少したが、ふじき野地区の住宅開発などにより平成１７年では再び増加し、２１，

３８５人となった。しかし、その後令和２年まで減少傾向が続いている。

それに対し、世帯数は令和２年に至るまで一貫して増加傾向を示している。

■人口、世帯数の推移 ［国勢調査、各年１０月１日現在］

５ 交 通

町は、県東部、千葉市、東京方面にアクセスしやすい交通の要衝である。

成田国際空港の１０キロメートル圏内に位置し、鉄道は、３線４駅、ＪＲ酒々井駅（成田線）、

ＪＲ南酒々井駅（総武本線）、京成酒々井駅、京成宗吾参道駅があり、道路も国道５１号、２９

６号が交差しているほか、県道が３路線、さらに東関東自動車道が町南部地域を通過しており、

平成２５年には酒々井インターチェンジが開設された。
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第５章 町国民保護計画が対象とする事態

１ 武力攻撃事態

町は、武力攻撃事態として、基本指針及び県国民保護計画において想定する以下に掲げる４類

型を対象とする。

※ 特殊な対応が必要となるＮＢＣ攻撃（核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器に

よる攻撃をいう。以下同じ。）の特徴等については、基本指針に記述されている。

町国民保護計画においては、以下のとおり、基本指針及び県国民保護計画において想定す

る武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象とする。

類 型 特 徴 留意点

着上陸侵攻
事前の準備が可能であり、戦闘予

想地域からの先行避難が必要

一般的に国民保護措置を実

施すべき地域が広範囲に及

ぶことを想定

ゲリラや特殊部隊による攻撃

事前にその活動を予測・察知する

ことが困難で、突発的に被害が生

じることを想定

攻撃当初は屋内に一時避難

させ、関係機関が安全措置

を講じつつ避難を実施

弾道ミサイル攻撃

発射された段階での攻撃目標の

特定は極めて困難で、発射後極め

て短時間で着弾

迅速な情報伝達等による被

害の局限化が重要であり、

地下又は堅ろうな建物内へ

の避難が中心

航空攻撃
航空機による爆撃であり、攻撃目

標の特定が困難

地下又は堅ろうな建物内へ

の避難等を広範囲に指示す

ることが必要
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２ 緊急対処事態

町は、緊急対処事態として、基本指針及び県国民保護計画において想定されている以下に揚げ

る事態を対象とする。

※ 上記の事態例の特徴等については、基本指針に記述されている。

分類 類 型 事態例

攻
撃
対
象
施
設
等

危険性を内在する物質を有する施設等に対

する攻撃が行われる事態

・石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等

の爆破

・危険物積載船への攻撃

・ダムの破壊

・原子力事業所等の破壊

多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に

対する攻撃が行われる事態

・大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破

・列車等の爆破

・政治経済活動の中枢（官公庁、議会、

金融市場、交通施設、空港、トンネ

ル、電力施設、通信施設等）に対す

る攻撃

攻
撃
手
段

多数の人を殺傷する特性を有する物質等に

よる攻撃が行われる事態

・ダーティボム（爆薬と放射性物質を組み合

わせたもの）等の爆発による放射能の拡散

・炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散

布

・市街地等におけるサリン等化学剤の大量

散布

・水源地に対する放射性物質、毒素等の混入

破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等

が行われる事態

・航空機等による多数の死傷者を伴う自爆

テロ
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第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 町における組織・体制の整備

１ 町の各課（局・所）における平素の業務

町の各課（局・所）は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備に係る業務を

行う。

(1) 町の各課（局・所）における平素の業務

町は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な組織及び

体制、職員の配置及び服務基準等の整備を図るため、以下のとおり、各課（局・所）の平素の

業務、職員の参集基準等について定める。

課等名 平素の業務

くらし安全

協働課

（国民保護担

当責任者：

くらし安全

協働課長）

・町国民保護協議会の運営に関すること。

・町国民保護計画の見直しに関すること。

・避難施設に関すること。

・非常通信体制の整備に関すること。

・国民保護に係る研修及び訓練に関すること。

・国民保護等連絡室、国民保護、若しくは緊急対処事態対策本部（以下「町

対策本部」という。）の設置及び運営に関すること。

・現地対策本部及び現地調整所の設置及び運営に関すること。

・警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること。

・自治会等への応援協力要請及び連絡調整に関すること。

・その他各課（局・所）に属しない武力攻撃災害対応体制の整備に関すること。

総務課
・特殊標章等の交付体制に関すること。

・国民保護に関する各課等及び機関の調整に関すること。

企画財政課

・避難者、物資等の輸送体制の整備に関すること。

・県内鉄道及び路線バスに関すること。

・報道機関との調整及び広報に関すること。
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(2) 国民保護に関する業務の総括、各課等間の調整、企画立案等については、くらし安全協働課

長（国民保護担当責任者）監督のもと、くらし安全協働課が行う。

課等名 平素の業務

税務住民課 ・安否情報及び被災情報の収集体制の整備に関すること。

健康福祉課

・避難行動要支援者の安全確保及び支援体制の整備に関すること。

・死体の処理並びに埋葬及び火葬に関すること。

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること。

文化観光課

経済環境課

農業委員会

事務局

・備蓄物資に関すること。

・救援物資に関すること。

・廃棄物処理に関すること。

・農林水産業施設等の災害対応体制の整備に関すること。

・危険物質の保安対策に関すること。

まちづくり課

・道路、橋梁に関すること。

・河川に関すること。

・公園施設に関すること。

上下水道課

・町営水道に関すること。

・下水道施設に関すること。

・武力攻撃災害時に係る飲料水の確保、供給に関すること。

こども課
・園児の安全、避難等に関すること。

・学校、教育施設の確保、調達に関すること。

学校教育課
・児童生徒の安全、避難等に関すること。

・学用品等の確保、調達に関すること。

生涯学習課
・文化財の保護に関すること。

・文教施設の確保、調達に関すること。

会計室 ・武力攻撃災害時に係る会計事務に関すること。

議会事務局 ・武力攻撃災害時に係る議会事務に関すること。
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２ 町職員の参集基準等

(1) 職員の迅速な参集体制の整備

町は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応に万全を期

するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員が迅速に参集できる体制を整備する。

(2) ２４時間即応体制の確立

町は、武力攻撃事態等が発生し、又はおそれがある場合において、事態の推移に応じて速や

かに対応するため、佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部（以下「消防組合」という。）と

の連携を図りつつ、くらし安全協働課職員を配置して、常時町長及び関係職員に連絡が取れる

２４時間即応体制を確保する。

(3) 町の体制及び職員の参集基準等

町は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、下記の体制を整備するとともに、その

参集基準を定める。

その際、町長の行う判断を常時補佐できる体制の整備に努める。

ア 職員参集基準

(ｱ) 情報収集体制は、くらし安全協働課長が設置し、速やかに町長に報告する。

(ｲ) 国民保護等連絡室体制は、町長が設置する。

(ｳ) 町対策本部体制は、内閣総理大臣の指定に基づき町長が設置する。

体 制 参 集 基 準

① 情報収集体制

酒々井町地域防災計画（以下「防災計画」という。）に

おける震災対策の配置基準の情報収集体制に準ずる。（く

らし安全協働課長、くらし安全協働課）

② 国民保護等連絡室体制

防災計画における風水害対策の配置基準の非常体制第

１配備に準ずる。

（町長、副町長、教育長、各課（局・所）長、各課（局・

所）長の指定する者）

③ 町国民保護（緊急対処事

態）対策本部体制
全職員
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イ 事態の状況に応じた初動体制

※ 事態の状況により、事態認定前、若しくは事態認定後に内閣総理大臣から、市町村対策

本部設置の指定がない場合に、全庁的な対応が必要な場合は、災害対策基本法に基づき、

防災計画に定める災害対策本部を設置することがある。

(4) 職員等への連絡手段の確保

町の職員は、常時、参集時の連絡手段として、携帯電話等を携行し、電話・職員参集メール

等による連絡手段を確保する。

(5) 職員等の参集が困難な場合の対応

町の職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合は、事態の状況に応じ、

職員自らの参集手段を確保するとともに、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員

として指定しておくものとする。なお、町国民保護（緊急対処事態）対策本部長（以下「町対

策本部長」という。）、町国民保護（緊急対処事態）対策副本部長（以下「町対策副本部長」

という。）の代替職員については、以下のとおりとする。

〇 町対策本部長及び町対策副本部長代替職員

事態の状況 体制の判断基準 体制

事態認定前

情報収集及び連絡調整等の対応が必要な場合 ①

社会情勢及び現場等からの情報により、多数の死傷者の発生

や建物が爆発するなど国における武力攻撃事態等の可能性の

ある事案に関する情報を把握した場合

②

事態認定後

町対策本部設置の

指定がない場合

情報収集及び連絡調整等の対応が必

要な場合
①

現場等からの情報により、多数の死傷

者の発生や建物が爆発するなど国にお

ける武力攻撃事態等の可能性のある事

案に関する情報を把握した場合

②

内閣総理大臣から、町対策本部設置の指定を受けた場合 ③

代替職員

（第１順位）

代替職員

（第２順位）

代替職員

（第３順位以降）

副町長 教育長

第３順位を総務課長とし、以下「酒々井町長の職務を代理

する吏員の順序を定める規則（昭和５２年規則第３号）」

に定める順序による



15

※ 町対策副本部長は副町長、教育長とし、代替職員は本部長の例にならう。

※ 町対策本部員（災害対策本部員と同じ構成とする。）の代替職員は、各本部員があら

かじめ指定しておくものとする。

(6) 職員の服務基準

町は、体制ごとに、参集した職員の行うべき事務分掌を定める。

(7) 交代要員等の確保

町は、町対策本部を設置した場合は、酒々井町業務継続計画（自然災害編）等防災に関する

体制を活用しつつ、その機能が確保されるよう、以下の項目について定める。

ア 交代要員の確保その他職員の配置

イ 食料、燃料等の備蓄

ウ 自家発電設備の確保

エ 仮眠設備等の確保 等

３ 消防機関の体制

(1) 消防組合との協力体制

消防組合に対し、国民保護措置における初動体制について町に通知するよう要請する。その

際、町は、消防組合の初動体制を踏まえ、緊密な連携を図り、協力体制の整備を図る。

(2) 消防団の充実・活性化の推進等

町は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、地域住民の消防団へ

の加入促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供及び施設設備の整備の支援等

の取組みを積極的に行い、消防団の充実・活性化を図る。

また、町は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施するとともに、

国民保護措置についての訓練に消防団の参加を要請する。

さらに、町職員及び消防組合の参集基準を参考に、消防団員の参集基準を定める。

４ 国民の権利利益の救済に係る手続等

(1) 国民の権利利益の迅速な救済

町は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民

保護措置に係る不服申立て、又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理

するため、住民からの問い合わせに対応するため、防災計画に準じた総合窓口を開設し、手続

項目ごとに、担当課が処理するものとする。

また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、国民の権利利益の救済のた

め迅速に対応する。
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〇 国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧

(2) 国民の権利利益に関する文書の保存

町は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の要請日時、場

所、協力者、要請者、内容等を記した書類等）を、酒々井町文書管理規程等の定めるところに

より、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻撃災害による

当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管する等の配慮を行う。

町は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民

保護措置に関して、不服申立て又は訴訟が提起されている場合は、その保存期間を延長する。

損失補償

（法第159条第1項）

特定物資の収用に関すること。（法第81条第2項）

特定物資の保管命令に関すること。（法第81条第3項）

土地等の使用に関すること。（法第82条）

応急公用負担に関すること。（法第113条第1項・5項）

損害補償

（法第160条）

国民への協力要請によるもの。

（法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1項）

不服申立てに関すること。（法第6条、175条）

訴訟に関すること。（法第6条、175条）
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第２ 関係機関との連携体制の整備

１ 基本的考え方

(1) 防災のための連携体制の活用

町は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災の連携体制を活用し、

関係機関との連携体制を整備する。

(2) 関係機関の計画との整合性の確保

町は、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係機関の連絡先

を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業務計画との整合性の確

保を図る。

(3) 関係機関相互の意思疎通

町は、避難、救援等の個別の課題に関して、関係機関との意見交換の場を設け、関係機関の

意思疎通を図り、人的ネットワークを構築する。

２ 県との連携

(1) 県の連絡先の把握等

町は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署（担当部局名、所在地、電話（ＦＡＸ）

番号、メールアドレス等）について把握するとともに、定期的に更新を行い、国民保護措置の

実施の要請等が円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図る。

(2) 県との情報共有

町は、警報の内容、経路や運送手段等の避難及び救援の方法等に関し、県との間で緊密な情

報の共有を図る。

(3) 町国民保護計画の県への協議

町は、県との国民保護計画の協議を通じて、県の行う国民保護措置と町の行う国民保護措置

との整合性の確保を図る。

(4) 佐倉警察署との連携

町は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態等において、道路の通行禁止措置等に関

町は、国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村、指定公共機関、指定地方公

共機関及びその他の関係機関と相互に連携協力するため、以下のとおり、関係機関との連携体

制の整備について定める。
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する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、佐倉警察署と必要な連携を図る。

(5) 自衛隊の部隊等の派遣要請等

ア 町は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認めるときは、知事に対して、自

衛隊の部隊等の派遣を要請するものとする（国民保護等派遣）。

要請を行う場合には、次の事項を明らかにするとともに、文書により行うものとする。

ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話その他の通信

手段により行うものとする。

(ｱ) 武力攻撃災害の状況及び派遣を要請する事由

(ｲ) 派遣を希望する期間

(ｳ) 派遣を希望する区域及び活動内容※

(ｴ) その他参考となるべき事項

※ 想定される自衛隊の国民保護措置の内容は次のとおり。

① 避難住民の誘導（誘導、集合場所での人員整理、避難状況の把握等）

② 避難住民等の救援（食品の給与及び飲料水の供給、医療の提供、被災者の捜索及び救

出等）

③ 武力攻撃災害への対処（被災状況の把握、人命救助活動、消防及び水防活動、ＮＢＣ

攻撃による汚染への対処等）

④ 武力攻撃災害の応急の復旧（危険な瓦礫の除去、施設等の応急復旧、汚染の除去等）

イ 町は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動及び治安出動（内閣総理大臣の

命令に基づく出動（自衛隊法第78条）及び知事の要請に基づく出動（自衛隊法第81条））

により町域に出動した部隊とも、町対策本部の連絡員等と連携して緊密な意思疎通を図るも

のとする。

ウ 町は、町域において国民保護等派遣を必要とするような状況が生じている場合において、

知事による国民保護等派遣の要請が迅速に行われない場合その他国民保護措置を円滑に実

施するため特に必要があると判断するときは、知事に対し、国民保護等派遣の要請を行うよ

う求めるものとする。

オ 町は、通信の途絶等により、知事に対し、国民保護等派遣の要請をするよう求めることが

できない場合において、特に必要があると判断するときは、その旨及び国民保護措置を円滑

に実施するため必要があると認める事項を防衛大臣に連絡するものとする。

３ 近隣市町村との連携

(1) 近隣市町村との連携

町は、近隣市町村の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握するとともに、近隣

市町村相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや、防災に関し締結され

ている市町村間の相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、武力攻撃災害の

防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等における近隣市町村相互の連携を図る。
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(2) 消防機関の連携体制の整備

町は、消防組合に対し、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近隣市町村の消防機関との

応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行い、消防機関

相互の連携を図るよう要請する。また、消防機関のＮＢＣ対応可能部隊数やＮＢＣ対応資機材

の保有状況を把握し、相互応援体制の整備を図るよう求める。

４ 指定公共機関等との連携

(1) 指定公共機関等の連絡先の把握

町は、町の区域を管轄する指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、指定公共機関等

の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把握しておく。

(2) 医療機関との連携

町は、武力攻撃事態等発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防組合とともに、

災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに、平素からの意

見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（公財）日本中毒情報センター等の専門的な

知見を有する機関との連携に努める。

(3) 関係機関との協定の締結等

町は、関係機関から物資及び資材の供給並びに避難住民の輸送等について必要な協力が得ら

れるよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、防災に準じた必要な連携体

制の整備を図る。

また、町は、町の区域内の事業所における防災対策への取組みに支援を行うとともに、民間

企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。

５ ボランティア団体等に対する支援

(1) 自主防災組織等に対する支援

町は、自主防災組織及び自治会等のリーダー等に対する研修等を行い、国民保護措置の周知

及び自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互、消防

団及び町等との間の連携が図られるよう配慮する。また、防災に関する訓練等との有機的な連

携を図りつつ国民保護措置についての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、

救援等のための施設設備の充実を図る。

(2) 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援

町は、防災の連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会その他のボランティア関係

団体等との連携を図り、武力攻撃事態等においてボランティア活動が円滑に行われるよう、そ

の活動環境の整備を図る。
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第３ 通信の確保

(1) 非常通信体制の整備

町は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、 重要通信の確保に関する対策の

推進を図るものとする。この場合において、 有線通信システム・無線通信システムの一体的

運用及び地域における通信連絡組織等により武力攻撃災害時における通信連絡機能の維持を

図るため、非常通信協議会（※）との連携 にも十分配慮するものとする。

※ 非常通信協議会

電波法第７４条第１項に規定される非常の場合の無線通信の円滑な運用を目的とした団

体で、非常通信の運用計画の策定や非常通信訓練の実施などを行っている。

(2) 非常通信体制の確保

町は、武力攻撃災害発生時において情報の収集、提供を確実に行うため、情報伝達ルートの

多重化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、防災体制を活用し、情報収集、連絡体

制の整備に努める。

このため、武力攻撃事態等における警報の伝達等に必要となる緊急情報ネットワークシステ

ム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）及び同報系（※）その他の防

災行政無線の的確な整備・運用に努め、県に準じて通信体制の整備等通信の確保に努める。

※ 同報系の防災行政無線

町役場と屋外拡声器や戸別受信機を結び、地域住民へ災害情報などを伝達する無線システ

ム

町は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、非常通信

体制の整備等による通信の確保について、以下のとおり定める。
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(3) 非常通信体制の確保に当たっての留意事項

町は、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信手段を活用

するとともに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行うものとする。

施

設

・

設

備

面

・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作

の習熟を含めた管理・運用体制の構築を図る。

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有線・

無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多重化等）、関連機器装置の二重化等の障

害発生時における情報収集体制の整備を図る。

・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間

の連携を図る。

・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な

非常通信設備を定期的に総点検する。

運

用

面

・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連

絡体制の整備を図る。

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎

への電源供給が絶たれた場合を想定した、非常用電源を利用した関係機関との実践

的通信訓練の実施を図る。

・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電

源の確保等の条件を設定した上で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の

通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後に評価を行い、必要に応じ

体制等の改善を行う。

・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時に

おける運用計画を定めるとともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用

移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通信を活用した運用方法

等についての十分な調整を図る。

・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。

・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場

合に備え、円滑に他の職員が代行できるような体制の構築を図る。

・国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとと

もに、高齢者、障害者、外国人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその

他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できるよ

う必要な検討を行い、体制の整備を図る。
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第４ 情報収集・提供等の体制整備

１ 基本的考え方

(1) 情報収集・提供のための体制の整備

町は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を収集又は整

理し、関係機関及び住民に対しこれらの情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を

整備する。

(2) 体制の整備に当たっての留意事項

体制の整備に際しては、防災体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理及び提供や、武力攻

撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意するものとする。

(3) 情報の共有

町は、国民保護措置の実施のため必要な情報の収集、整理及び更新に努めるとともに、関係

機関に円滑に利用されるよう、情報セキュリティーに留意しデータベース化等に努める。

２ 警報等の伝達に必要な準備

(1) 警報の伝達体制の整備

町は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係機関への伝達方法等について

あらかじめ定めておくとともに、住民及び関係機関に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に

説明や周知を図る。この場合において、民生委員児童委員や社会福祉協議会、国際交流協会等

との協力体制を構築するなど、要配慮者に対する伝達に留意する。（その際、民生委員児童委

員や社会福祉協議会との十分な協議の上、協力体制を確立する。）

(2) 防災行政無線の整備

町は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となる同報系その他の防災

行政無線の整備・運用に努める。

(3) 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の整備

町は、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、住民に迅速かつ確実に伝達するため、

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を整備・運用に努める。

町は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の通知及

び伝達、被災情報の収集・報告及び安否情報の収集・整理等を行うため必要な事項につい

て、以下のとおり定める。
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(4) 佐倉警察署との連携

町は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の内容の伝達を的確かつ迅速に行うため、

佐倉警察署との協力体制を構築する。

(5) 国民保護に係るサイレンの住民への周知

国民保護に係るサイレン音（「国民保護に係る警報のサイレンについて」平成１７年７月６

日付消防運第１７号。国民保護運用室長通知）については、訓練等の様々な機会を活用して住

民に十分な周知を図る。

(6) 要配慮者利用施設等に対する警報の伝達のための準備

町は、警報の伝達を行うにあたり、町の区域内に所在する保育園、幼稚園、学校、病院及び

社会福祉施設等（以下「要配慮者利用施設」という。）、駅、大規模集客施設、大規模集合住

宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設について、県との役割分担につ

いてあらかじめ定める。

(7) 民間事業者からの協力の確保

町は、県と連携して、特に昼間人口の多い地域における「共助」の活動の実施が期待される

民間事業者が、警報の内容の伝達や住民の避難誘導等を主体的に実施できるよう、各種の取組

みを推進する。その際、先進的な事業者の取組みをＰＲすること等により、協力が得られやす

くなるような環境の整備に努める。

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

(1) 安否情報の収集及び報告

ア 町は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民の安否情報の収集に関

して、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回

答の手続その他の必要な事項を定める省令（以下「安否情報省令」という。）第１条に規定

する様式第１号及び第２号により、安否情報を収集する。

ただし、やむを得ない場合は、町長が適当と認める方法によることができる。

イ 町は、住民の安否情報の報告に関して、安否情報システムを使用する。システムが使用で

きない場合は、安否情報省令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁

的記録を含む。）を、電子メールにて県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方法

によることができない場合は、口頭や電話での報告を行う。

※ 安否情報システム

武力攻撃事態等が発生した際に、被災住民の安否情報を収集・整理・提供するＬＧＷＡ

Ｎ回線を使用した総務省消防庁の情報照会システム。国民保護法に基づいて整備され、平

成２０年に運用を開始し、災害対応にも運用される。市区町村にて各地域の避難所、病院、

https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E6%85%8B-520294
https://kotobank.jp/word/%E5%8F%8E%E9%9B%86-526880
https://kotobank.jp/word/%E6%95%B4%E7%90%86-546621
https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%BA%81-79846#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95-499889#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A
https://kotobank.jp/word/%E9%81%8B%E7%94%A8-442773
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警察署から安否情報を収集・整理し、都道府県に報告する。都道府県は市区町村からの報

告内容を整理し、総務省消防庁に報告を行う。

国民は、行政の窓口にて安否情報の照会を行い、回答を得ることができる。

ウ 安否情報の収集・報告については、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」

という。）及び酒々井町個人情報保護条例（平成１６年１２月２０日条例第１１号）の規定

に基づき、住民の個人情報の取扱いに留意するものとする。

【収集・報告すべき情報】

(2) 安否情報収集のための体制整備

町は、収集した安否情報を円滑に整理、報告及び提供することができるよう、あらかじめ、

町の安否情報の整理担当者及び安否情報の回答責任者等を定めるとともに、職員に対し、必要

な研修・訓練を行う。また、県の安否情報収集体制（担当の配置や収集方法・収集先等）の確

認を行う。

１ 避難住民・負傷住民（様式第１号）

① 氏 名

② フリガナ

③ 出生の年月日

④ 男女の別

⑤ 住所（郵便番号を含む。）

⑥ 国 籍

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 負傷（疾病）の該当

⑨ 負傷又は疾病の状況

⑩ 現在の居所

⑪ 連絡先その他必要情報

⑫ 親族、同居者、知人及び第３者からの照会に対する同意

２ 死亡住民（様式第２号項目）

① 氏 名

② フリガナ

③ 出生の年月日

④ 男女の別

⑤ 住所（郵便番号を含む。）

⑥ 国 籍

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 死亡の日時、場所及び状況

⑨ 遺体が安置されている場所

⑩ 連絡先その他必要情報

⑪ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する同意
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(3) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握

町は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報を保

有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関について、統計資料等に基づいてあらかじめ

把握する。

４ 被災情報の収集・報告に必要な準備

(1) 情報収集・連絡体制の整備

町は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、情

報収集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を図る。

また、被災情報の収集・報告については、個人情報保護法及び酒々井町個人情報保護

条例の規定に基づき、被災者の個人情報の取扱いに留意するものとする。

(2) 担当者の育成

町は、情報収集・連絡に当たる担当者に対し、情報収集・連絡に対する正確性の確保等必要

な知識や理解を得るため研修や訓練を実施し担当者の育成に努める。

年 月 日に発生した○○○による被害（第 報）

年 月 日 時 分

酒 々 井 町

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域）

(1) 発生日時 年 月 日

(2) 発生場所 酒々井町 丁目 番 号（北緯 度、東経 度）

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要

３ 人的・物的被害状況

※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及び死亡時の概況を

一人ずつ記入

市町村名

人的被害 住家被害

その他
死 者

行 方

不明者

負傷者
全 壊 半 壊

重 傷 軽 傷

（人） （人） （人） （人） （棟） （棟）

酒々井町

市町村名 年月日 性 別 年 齢 概 況

被災情報の報告様式

(4) 担当者の育成
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第５ 研修及び訓練

１ 研 修

(1) 研修機関における研修の活用

町は、国民保護措置の知見を有する職員を育成するため、消防大学校、市町村職員中央研修

所、県自治研修センター及び県消防学校等の研修機関の研修等を有効に活用し、職員の研修機

会を確保する。

(2) 職員等の研修機会の確保

町は、職員に対して、国、県等が作成する国民保護に関する教材や資料等も活用し、多様な

方法により研修を行う。

また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対して国民保護措置に関する研

修等を行うとともに、国が作成するビデオ教材や国民保護ポータルサイト、オンライン研修等

も活用するなど多様な方法により研修を行う。

※ 内閣官房国民保護ポータルサイト

https://www.kokuminhogo.go.jp/

※ 総務省消防庁ホームページ

https://www.fdma.go.jp/

(3) 外部有識者等による研修

町は、職員等の研修の実施に当たっては、県、自衛隊、海上保安庁、警察及び消防の職員、

学識経験者等を講師に招くなど外部の人材について積極的に活用する。

２ 訓 練

(1) 町の訓練の実施

町は、近隣市町村、県、国等関係機関と協同するなどして、国民保護措置についての訓練を

実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。訓練の実施に当たっては、具体的な

事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、佐倉

警察署、自衛隊等との連携による、ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、

広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練等について、人口密

町職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、研修を通

じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓練を通じて武

力攻撃事態等における対処能力の向上に努める。このため、町における研修及び訓練につ

いて、以下のとおり定める。
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集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用いるな

ど実践的なものとするよう努める。

(2) 訓練の形態及び項目

訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加

者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練を実施する。

また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す訓練を実施する。

ア 町対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び町対策本部設置運営訓練

イ 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集訓練

ウ 避難誘導訓練及び救援訓練

(3) 訓練に当たっての留意事項

ア 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項目については、国民保護措置

についての訓練と防災訓練を有機的に連携させる。

イ 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当たり、自治

会、自主防災組織の協力を求めるとともに、特に要配慮者への的確な対応が図られるよう留

意する。

ウ 訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うとともに、参加者等から意見を

聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、国民保護計画の見直し作業等に反映する。

エ 町は、自治会、自主防災組織などと連携し、住民に対し広く訓練への参加を呼びかけ、国

民保護措置の普及啓発に資するよう努め、訓練の開催時期、場所等は、住民の参加が容易と

なるよう配慮する。

オ 町は、県と連携し、要配慮者利用施設、駅、大規模集客施設、大規模集合住宅、官公庁、

事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設の管理者に対し、防災計画及びマニュアル

等に準じて警報の内容の伝達及び避難誘導を適切に行うため必要となる訓練の実施を促す。

カ 町は、佐倉警察署と連携し、避難訓練時における交通規制等の実施について留意する。
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第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え

１ 避難に関する基本的事項

(1) 基礎的資料の収集

町は、迅速に避難住民の誘導を行うため、住宅地図、道路網のリスト、避難施設のリスト等

必要な基礎的資料を準備する。

〇 町対策本部の収集・整理すべき基礎的資料【資料編参照】

(2) 隣接市町村との連携の確保

町は、町の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接市町村と想定される避難

経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行い、また、訓練を行うこと等により、緊密

な連携を確保する。

(3) 要配慮者への配慮

町は、避難住民の誘導に当たっては、自ら避難することが困難な要配慮者の避難について、

防災の体制に準じ、避難行動要支援者名簿及び避難行動要支援者個別避難計画を活用しつつ、

要配慮者の避難対策を講じる。

その際、避難誘導時に、災害・福祉関係部局を中心とした横断的な「要配慮者支援班」を迅

速に設置できるよう職員の配置に留意する。

※ 避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法第４９条の１０において作成を義務づけられて

おり、避難行動要支援者の氏名や生年月日、住所、避難支援等を必要とする事由等を記載又

は記録するものとされている。

※ 避難行動要支援者個別避難計画は、災害対策基本法第４９条の１４において作成に努める

避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事項について、

以下のとおり定める

○ 酒々井町の住宅地図

○ 町内の道路網図

○ 輸送力のリスト

○ 避難施設のリスト

○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト

○ 関係機関（国、県、民間事業者等）の連絡先一覧、協定先一覧

○ 避難行動要支援者名簿（※）及び避難行動要支援者個別避難計画（※）
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ものとされており、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者

ごとに、避難支援等を実施するための計画を定めるものとされている。

※ 災害発生時に避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくため、町は、

避難行動要支援者及び避難行動要支援者個別避難計画の情報について、地域防災計画の定め

るところにより、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等の実施に携わる

関係者（避難支援等関係者）に提供することが求められている。

(4) 民間事業者からの協力の確保

町は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力が得られるよう、平素から、連携・

協力の関係を構築しておく。

(5) 学校や事業所との連携

町は、学校や大規模な事業所の避難に際し、時間的な余裕がない場合においては、学校や事

業所単位等で集団で避難すること等、平素から、各学校、事業所における避難実施要領につい

て、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。

２ 避難実施要領のパターンの作成

町は、教育委員会など町の各執行機関、消防組合、佐倉警察署及び自衛隊等の関係機関と緊密

な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、国民保護事案として想定される

事態の類型、規模や方法に伴う避難の形態ごとの、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ

作成する。

３ 救援に関する基本的事項

(1) 県との調整

町は、県から救援の一部の事務を町が行う場合や、町が県の行う救援を補助する場合は、町

の行う救援の活動内容や県との役割分担等について、あらかじめ県と調整しておく。

(2) 基礎的資料の準備等

町は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとともに、手続

き等に関する関係機関との連携体制を確保する。

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等

町は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行うとと

もに、避難住民や緊急物資の輸送を実施する体制の整備に努める。

(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握

町は、県が保有する住民の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を共有
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する。

【県と共有する県が保有する輸送力・輸送施設の情報】

(2) 運送経路の把握等

町は、武力攻撃事態等における避難住民や緊急物資の輸送を円滑に行うため、県が保有する

町の区域に係る運送経路の情報を共有する。

５ 避難施設の指定への協力

町は、県が行う避難施設の指定に際しては、施設の収容人数、構造、保有設備等の必要な情報

を提供するなど県に協力する。

町は、県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、県と共有すると

ともに、県と連携して住民に周知する。

６ 生活関連等施設の把握等

(1) 生活関連等施設の把握等

町は、町の区域内に所在する生活関連等施設について、県を通じて把握するとともに、県と

の連絡態勢を整備する。

また、町は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」（平成１７年８月２９日閣副安

危第３６４号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官通知）に基づき、その

管理に係る生活関連等施設の安全確保措置の実施について定める。

１ 輸送力に関する情報

(1) 保有車両等(鉄道、定期・路線バス、船舶等)の数、定員

(2) 本社及び支社の所在地、連絡先、連絡方法等

２ 輸送施設に関する情報

(1) 道路（路線名、起点・終点、車線数、管理者の連絡先等）

(2) 鉄道（路線名、終始点駅名、路線図、管理者の連絡先等）

(3) 港湾（港湾名、係留施設数、管理者の連絡先等）

(4) 飛行場（飛行場名、滑走路の本数、管理者の連絡先等）
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〇 生活関連等施設の種類及び所管省庁

(2) 町が管理する公共施設等における警戒

町は、公共施設、公共交通機関等について、特に情勢が緊迫している場合等において、必要

に応じ、生活関連等施設の対応を考慮して、県の措置に準じて警戒等の措置を実施する。この

際、佐倉警察署等との連携を図る。

国民保護

法施行令
各号 施 設 の 種 類 所管省庁名

第２７条

１号 発電所、変電所
経済産業省

２号 ガス工作物

３号 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 厚生労働省

４号 鉄道施設、軌道施設 国土交通省

５号 電気通信事業用交換設備
総務省

６号 放送用無線設備

７号 水域施設、係留施設

国土交通省
８号

滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安

施設

９号 ダム
国土交通省

農林水産省

第２８条

１号 危険物 総務省消防庁

２号 毒劇物（毒物及び劇物取締法） 厚生労働省

３号 火薬類
経済産業省

４号 高圧ガス

５号 核燃料物質（汚染物質を含む。）

原子力規制委員会６号 核原料物質

７号 放射性同位元素（汚染物質を含む。）

８号 毒劇薬（薬事法）
厚生労働省

農林水産省

９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省

10号 生物剤、毒素
各省庁

（主務大臣）

11号 毒性物質 経済産業省
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第３章 物資及び資材の備蓄、整備

１ 町における備蓄

(1) 防災備蓄品との関係

住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材は、防災備蓄品と共通することから、原

則として、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄を兼ねるとともに、その把握に努め、

武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材は、調達体制を整備する。

(2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材（※）

国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服、放射線測定装置等の資機材安定ヨウ

素剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等は、必要に応じて、国がその整備や整備の促進に努め

ることとされ、町は、国及び県の整備の状況等も踏まえ、県と連携しつつ対応する。

※ 国民保護措置のために特に必要な物資及び資材の例

安定ヨウ素剤、天然痘ワクチン、化学防護服、放射線測定装置、放射性物質等による汚染

の拡大を防止するための除染器具等

(3) 県等との連携

町は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備について、県と密接

に連携して対応する。

また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、必要な物資及び資材を調達するこ

とができるよう、他の市町村等や事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結

するなど、必要な体制を整備する。

(4) 平素からの住民自らの備蓄について

県及び町が備蓄している物資や資材のみでは限界があるため、町は県と協力しつつ、住民が

平素から自ら備蓄をするよう啓発活動を行う。

町が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、 以下のとおり定め

る。
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２ 町が管理する施設及び設備の整備及び点検等

(1) 施設及び設備の整備及び点検

町は、国民保護措置の実施に当たり、町が管理する施設及び設備について、整備し、又は点

検する。

(2) ライフライン施設の機能の確保

町が管理する上下水道施設等の施設について、防災体制を活用し、系統の多重化、拠点の分

散、代替施設の整備等による代替性等の確保に努めるものとし、また事業者のライフライン施

設の被害状況の把握や緊急時の供給方法等について、あらかじめ具体的な検討を行うものとす

る。

(3) 復旧のための各種資料等の整備等

町は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の成果、不動

産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について、既存のデータ等を活

用し整備し、その適切な保存を図り、バックアップ体制を整備するよう努める。
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第４章 要配慮者の支援体制の整備

１ 要配慮者に関する配慮

町は県と協力し、要配慮者について、次のとおり配慮するものとする。

(1) 要配慮者の安否確認及び必要な支援の内容の把握

(2) 生活支援のための人材確保

(3) 要配慮者の実情に応じた情報の提供

(4) 粉ミルクや柔らかい食品など特別な食材を必要とする者に対する当該食品の確保及び提供

(5) 病状あるいは障害の状況等に応じた介助用品または補装具の確保又は提供

(6) 避難施設、又は居宅への必要な資機材の設置配布

(7) 避難施設、又は居宅への相談員の巡回による生活状況の確認及び健康相談の実施

(8) 要配慮者について、優先的な避難施設の確保、健康状態等の把握に努め、状況に応じて社会

福祉施設等への受入れ要請の実施

２ 社会福祉施設等における備え

社会福祉施設等の管理者は、防災体制に準じ武力攻撃災害に対する施設設備の整備に努めると

ともに、夜間を含めた緊急連絡体制及び施設等の職員の役割分担についてあらかじめ定める。

また、施設の職員及び入所者等に対する訓練を実施するなどして武力攻撃災害に関する知識の

普及啓発を行う。

３ 児童生徒等の避難時の配慮

学校、幼稚園及び保育園等の管理者は、児童生徒、園児等を施設外に避難させる場合は、教職

員等が引率して集団で避難させ、状況に応じて保護者への連絡及び引き渡しを行うなど、あらか

じめ対策を講ずるよう努める。

４ 外国人に対しての配慮

町は、県の行う外国人に対する武力攻撃災害に関する知識の普及啓発に協力し、配慮するもの

とする。

高齢者、障害者、乳幼児及び外国人といった要配慮者は、武力攻撃事態の際は自ら避難

することが困難、又は障害が生じることがあるため、要配慮者に対する避難、救援、情報

伝達などの体制の整備について、以下のとおり定める。
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第５章 国民保護に関する啓発

１ 国民保護措置に関する啓発

(1) 啓発の方法

町は、国及び県と連携しつつ、住民に対し、広報紙、パンフレット、テレビ、インターネッ

ト等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続的に広報活動を行うととも

に、住民向けの研修会、講演会等を実施する。また、要配慮者に対しては、点字や外国語を使

用した広報媒体を使用するなど実態に応じた方法により広報活動を行う。その際、国民保護措

置に関して功労のあった者の表彰などにより、国民保護に関する住民への啓発を図る。

(2) 防災に関する啓発との連携

町は、国民保護措置に関する啓発の実施に当たっては、防災の啓発活動と連携し、消防団及び

自主防災組織の特性も活かしながら住民へ国民保護に関する理解の促進を図る。

(3) 学校における教育

町教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、児童生徒の安全の確保及び災害対応能力育成

のため、安全教育や自他の生命を尊重する精神、ボランティア精神の養成等のための教育を行

う。

２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発

町は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合や不審物等を発見した場合は、町、管理者への通報

することついて、または、弾道ミサイル攻撃の場合や地域でテロが発生した場合の住民がとるべ

き行動について、国が作成する各種資料（内閣官房作成の「武力攻撃やテロなどから身を守るた

めに」など）を活用し、住民に対し周知するよう努める。

また、町は、日本赤十字社千葉県支部、県、消防組合などとともに、傷病者の応急手当につい

て普及に努める。

武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正しい知識を

身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動するため、国民保護の意義や仕組みについて、

あらゆる機会を通じ、研修等を行い、国民保護に関する理解の促進を図るため、以下のとおり

定める。
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第３編 武力攻撃事態等への対処

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

１ 事態認定前における町国民保護等連絡室等の設置及び初動措置

(1) 情報収集体制

町は、住民、消防組合、佐倉警察署及びその他の情報により、緊急事態の発生を把握した場

合は、情報収集を行い、直ちにその旨を、町長へ報告するとともに、県及び関係機関等へ連絡

する。また、第一報に続き、被害の概要、経過、措置等に関する続報についても町長へ報告す

るものとする。情報収集体制への移行は、事案発生場所が遠隔地であるなど直接本町との関連

度が低い場合においても、社会情勢及び事案の発生の可能性がある場合は、必要により設置す

る。

(2) 町国民保護等連絡室の設置

ア 町は、多数の死傷者が発生し、建物が爆発するなど国における武力攻撃事態等の認定につ

ながる可能性のある事案に関する情報を把握した場合は、速やかに、県及び佐倉警察署に連

絡を行うとともに、町として的確かつ迅速に対処するため、町国民保護等連絡室を設置する。

町は、多数の死傷者の発生又は建造物が破壊される等の被害が発生した場合、その発生当初は、

原因が明らかではないことが多く、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定前の段階において、住

民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において被害への初動対処が必要となる。

また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報

が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、体制を強化することも必

要である。

このため、被害発生時の初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に収集・分析を行

い、その被害に応じた応急活動を行うため、町の初動体制について、以下のとおり定める。
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イ 町国民保護等連絡室の構成等

※ 各課（局・所）長は、あらかじめ参集する職員を指定するものとする。

※ 住民からの通報、県からの連絡その他の情報により、当該事案の発生を把握した場合は、

直ちにその旨を町長及びくらし安全協働課長に報告するものとする。

また、消防組合は、通報を受けた場合の町との情報伝達の体制を町と協議の上、確立する。

ウ 町国民保護等連絡室は、消防組合、佐倉警察署及びその他関係機関を通じて当該事案に関

する情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関及び指定地方公共機関等の関係機関に

対して迅速に情報提供を行うとともに、町国民保護等連絡室の設置を県へ連絡する。

この際、町国民保護等連絡室は、迅速な情報の収集及び提供のため、現場の消防組合との

通信を確保する。

(3) 初動措置の確保

町は、町国民保護等連絡室において、各種の連絡調整を行うとともに、現場の消防組合によ

る消防法に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域の設定、あるいは救助・救急の活動状況を踏

まえ、必要により、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の応

急措置を行う。また、町は、国、県等から入手した情報を消防組合等へ提供するとともに、必

要な要請を行う。

町は、警察官職務執行法、国民保護法等に基づき、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設

定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。

また、政府による事態認定後、町に対して、町国民保護、若しくは町緊急対処事態対策本部の

設置の指定がされない場合であっても必要がある場合は、災害対策基本法に基づき、退避の指

示、警戒区域の設定及び県を通じて対策本部設置の指定の要請などの措置等を行う。

町国民保護等連絡室 関係機関

県

消防組合

佐倉警察署

自衛隊

その他関係機関

連絡室長（町長）

参集室員

・ 副町長、教育長

・ くらし安全協働課長

・ くらし安全協働課

・ 各課（局・所）長

・ 各課（局・所）長が指定す

る者

・迅速な情報収

集・分析

・国民保護等連絡

室の設置報告

・必要に応じ連絡

員等の派遣を要

請
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(4) 関係機関への支援の要請

町は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、県や他の市

町村等に対し支援を要請する。

(5) 対策本部への移行に要する調整

町国民保護等連絡室を設置した後に政府において事態認定が行われ、町に対し、町国民保護、

若しくは町緊急対処事態対策本部を設置すべき市町村の指定の通知があった場合については、

直ちに町国民保護、若しくは町緊急対処事態対策本部を設置して新たな体制に移行するととも

に、町国民保護等連絡室は廃止する。

※ 災害対策基本法との関係について

災害対策基本法は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態に対処することを想定した法律では

ないが、多数の人を殺傷する行為等の事案に伴い、災害対策基本法に基づき大規模事故災害

として災害対策本部が設置し対処している場合において、その後、政府において事態認定が

行われ、町が対策本部を設置すべき市町村の指定があった場合は、直ちに町国民保護、若し

くは町緊急対処事態対策本部を設置し、災害対策本部を廃止するものとする。また、町対策

本部長は、町国民保護、若しくは町緊急対処事態対策本部に移行した旨を関係機関等に対し

周知徹底する。

町国民保護、若しくは町緊急対処事態対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく避難の

指示等の措置を講じている場合は、既に講じた措置に代えて、改めて国民保護法に基づく所

要の措置を講ずるなど必要な調整を行うものとする。

※１ 事態認定と対策本部設置指定は、同時の場合も多いと思われるが、事態に応じて追加で本部

設置指定する場合は、事態認定と本部設置指定のタイミングがずれることになる。
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※２ 災害対策基本法、災害対策基本法施行令上の災害とは、自然災害のほか、大規模な火事若

しくは爆発、放射性物質の大量放出及びその他の大規模な事故の被害と定めており、町地域

防災計画では大規模事故災害応急対策計画に定めている。

２ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応

町は、県を通じて国から、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があった場合や武力攻撃事態

等の認定が行われたが町に関して対策本部を設置すべき指定がなかった場合等において、町長が

不測の事態に備えた即応体制を強化すべきと判断した場合には、情報収集体制に移行し、または、

町国民保護等連絡室を設置して、即応体制の強化を図る。

この場合において、町は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の確認、関係機関との通信・

連絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状況の確認等を行い、町の区域において事案が発生し

た場合に迅速に対応できるよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。
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第２章 町国民保護対策本部の設置等

１ 町対策本部の設置

(1) 町対策本部の設置の手順

町対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。

① 町対策本部を設置の指定

町長は、内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知事を通じて市町村対策本部を設置

すべき市町村の指定の通知を受ける。

② 町長による町対策本部の設置

町対策本部の設置の指定を受けた町長は、直ちに町対策本部を設置する。事前に国民保護

等連絡室、若しくは災害対策本部を設置していた場合は、町対策本部に切り替えるものとす

る。

③ 職員の参集

町対策本部事務局は、職員に対し、防災体制の連絡網を活用し、町対策本部に参集を連絡す

る。

④ 町対策本部の開設

町対策本部事務局は、酒々井町役場分庁舎２階第２多目的室に町対策本部を開設するとと

もに、町対策本部に必要な各種通信システムの設置、資機材の配置等必要な準備を開始する。

その際、特に、関係機関との通信の確保に留意する。

町は、町対策本部を設置したときは、町議会に設置を連絡する。

⑤ 交代要員等の確保

町は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自家発電設備

及び仮眠設備の確保等を行う。

⑥ 本部の代替機能の確保

町は、役場庁舎が被災した場合等、町対策本部を庁舎内に設置できない場合に備え、町対

策本部の予備施設をあらかじめ指定する。なお、事態の状況に応じ、町長の判断により下記

の順位を変更することを妨げるものではない。また、町の区域外への避難が必要で、町の区

域内に町対策本部を設置することができない場合には、知事と町対策本部の設置場所につい

て協議を行う。

町国民保護対策本部（以下「町対策本部」という。）を迅速に設置するため、その設置

手順や組織、機能等について、以下のとおり定める。
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〇 代替施設順位

次に掲げる施設で、町対策本部の予備施設を指定する。

(2) 町対策本部を設置すべき市町村の指定の要請等

町長は、町対策本部を設置すべき市町村の指定がない場合において、町における国民保護措

置を総合的に推進するために必要があると認める場合には、知事を経由して内閣総理大臣に対

し、町対策本部を設置すべき市町村の指定を行うよう要請する。

(3) 町対策本部の組織構成及び機能

町対策本部の組織構成及び各組織の機能は、以下のとおりとする。

町対策本部の組織構成図

※ 町対策本部における決定内容等を踏まえて、各部において措置を実施するものとする。

（町対策本部は、各部から支援要員を派遣して、円滑な連絡調整を図る。）

〔第１順位〕 保健センター集団指導室

〔第２順位〕 中央公民館

〔第３順位〕 その他の町有施設
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(4) 町対策本部事務局の組織及び事務分掌

(5) 町の各部における武力攻撃事態等における業務

班 名 分掌事務

事務局

（くらし安

全協働課）

・町対策本部会議の運営に関する事項

・町が行う国民保護措置に関する調整

・情報通信班が収集した情報に基づき、町対策本部長の重要な意思決定に係る

補佐

・町対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示

・県への緊急消防援助隊の派遣要請

・県を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に

関する事項

・配備体制の指示伝達、職員の動員

・関係機関との連絡系統の確立

・武力攻撃災害情報の把握

・警報及び緊急通報の伝達に関すること。

・自治会等との連絡調整

・ボランティア等との連絡調整

部名 責任者 班名 担当課等 主な活動内容

総
務
部

(統括)総務課長

総務課長 総務班

総務課

会計室

議会事務局

１ 通信機能確保と管理

２ 応援の受け入れ及び掌握

３ 特殊標章等の交付に関すること。

４ 以下の情報に関する国、県、他の市町村

等関係機関からの情報収集、整理及び集

約

○ 被災情報

○ 避難や救援の実施状況

○ 災害への対応状況

○ 安否情報

○ その他統括班等から収集を依頼され

た情報

５ 町対策本部の活動状況や実施した国民

保護措置等の記録

６ 町対策本部員や町対策本部職員のロー

テーション管理

７ 町対策本部員の食料の調達等庶務に関
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する事項

８ 他の市町村に対する応援の求め、県へ

の受入等広域応援に関する事項

企画財政課長 企画財政班 企画財政課

１ 武力攻撃災害関係予算、義援金の管理

２ 使用可能な車両の把握

３ 被災状況や町対策本部における活動内容の

公表、報道機関との連絡調整、記者会見等対外

的な広報活動

民
生
部

(統括)税務住民課長

税務住民課長 税務住民班 税務住民課
１ 被災者の調査、確認、安否情報の把握

２ 固定資産の被害状況把握

健康福祉課長 健康福祉班 健康福祉課

１ 社会福祉施設、医療機関の被害状況の調

査・報告

２ 避難行動要支援者の避難・支援

３ 医療班の編成、医療救護所の開設・管理

４ 防疫・公衆衛生の確保

経
済
建
設
部

(統括) 経済環境課長

経済環境課長 経済環境班

文化観光課

経済環境課

農業委員会

事務局

１ 食料・生活物資の確保

２ 農・工・商業の被害状況の調査・報告

まちづくり課長 まちづくり班 まちづくり課

１ 避難誘導、避難路の安全確保

２ 緊急輸送道路の確保

３ 道路・河川施設等の被害状況の調査・応

急復旧

上下水道課長 上下水道班 上下水道課

１ 上下水道施設の被害状況の調査、応急復

旧

２ 応急給水

教
育
部

(統括)教育次長

こども課長 こども班 こども課

１ 学校教育施設等の被害状況調査及び応急

復旧

２ 園児の避難・安全確保

学校教育課長 学校教育班
学校教育課

給食センター
児童生徒の避難・安全確保

生涯学習課長 生涯学習班

生涯学習課

中央公民館

プリミエール

酒々井

１ 社会教育施設、文化財等の被害状況、調

査及び応急復旧
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(6) 町対策本部における広報

町は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜や混乱を防ぐために、住民に適時適切な情報提

供や行政相談を行うため、町対策本部における広報広聴体制を整備する。

【町対策本部における広報体制】

ア 広報責任者の設置

武力攻撃事態等において住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、広報を一元的に行

う「広報責任者」として副町長を充てる。

イ 広報手段

広報紙、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓口の開設、インターネットホーム

ページ等のほか様々な広報手段を活用して、住民等に迅速に提供できる体制を整備する。

ウ 留意事項

(ｱ) 広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、また、広報の時機を逸するこ

とのないよう迅速に対応する。

(ｲ) 町対策本部において重要な方針を決定した場合など広報する情報の重要性等に応じて、

町長自ら記者会見を行う。

(ｳ) 県と連携した広報体制を構築する。

(7) 町現地対策本部の設置

町は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との

連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、町対策本部の事務の一

部を行うため、町現地対策本部を設置する。

町現地対策本部長や町現地対策本部員は、町対策副本部長、町対策本部員その他の職員のう

ちから町対策本部長が指名する者をもって充てる。

(8) 現地調整所の設置

町は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる

要員の安全を確保するため、現場における関係機関（県、消防組合、佐倉警察署、自衛隊及び

医療機関等）の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整所を設置する。ま

た、関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員を派遣し、関係機関との情報共有

及び活動調整を行う。

各部各班共通

１ 避難施設の開設・安全管理

２ 住民の避難誘導

３ 住民の行政相談窓口

４ 他班の応援・協力
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ア 現地調整所の組織編成例

イ 現地調整所の性格について

(ｱ) 現地調整所は、現場に到着した関係機関が原則として各々の付与された権限の範囲内に

おいて情報共有や活動調整を行い、現場における連携した対応を可能とするために設置す

るものである。

(ｲ) 現地調整所は、事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に設置するこ

とから、あらかじめ決められた一定の施設や場所に置かれるのではなく、むしろ、現場の

活動上の便宜から最も適した場所に、テント等を用いて設置することが一般である。

(ｳ) 現地調整所においては、現場レベルにおける各機関の代表者が、定時又は随時に会合を

開くことで、連携の強化を図ることが必要である。現地調整所の設置により、町は、消防

組合による消火活動及び救助・救急活動の実施及び退避の指示、警戒区域の設定等の権限

行使を行う際に、その判断に資する情報収集を行うことにより、現場での関係機関全体の

活動を踏まえた国民保護措置の実施や権限を行使することが可能となる。また、現地調整

所における最新の情報について、各現場で活動する職員で共有させ、その活動上の安全の

確保に生かすことが可能となる。

(ｴ) 現地調整所については、必要と判断した場合には、町における国民保護措置を総合的に

推進する役割を担う町が積極的に設置することが必要であるが、他の対処に当たる機関が

既に設置している場合には、町の職員を積極的に参画させることが必要である。（このた

め、現場に先着した関係機関が先に設置することもあり得るが、その場合においても、町

は、関係機関による連携が円滑に行われるよう、主体的に調整に当たることが必要である。）

(9) 町対策本部長の権限

町対策本部長は、町の区域における国民保護措置を総合的に推進するため、各種の国民保護

措置の実施に当たっては、次に掲げる権限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な

実施を図る。

町

国

民

保

護

対

策

本

部

酒
々
井
町
現
地
対
策
本
部

現 地 調 整 所

○各機関の機能や能力（人員、装備等）に応じて次の活動が
効果的に行われるよう調整する。
消火・救助・救急・交通の規制・原因物質の除去、汚染等

○各機関の連携体制を構築する。
○相互の情報により、必要な警戒区域を設定する。
○情報共有するもののうち、特に活動する隊員の安全に関
する情報は、常に最新のものとなるよう努める。

・情報の共有

・活動内容の調整
県

自衛隊警 察

町

消 防 医療機関

・ 現地の対応状況の報告
・ 関係機関から入手した情報の報告

・ 国、県等から提供された情報の伝達
・ 現地調整所への職員派遣
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ア 町の区域内の国民保護措置に関する総合調整

町対策本部長は、町の区域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要がある

と認めるときは、町が実施する国民保護措置に関する総合調整を行う。

イ 県対策本部長に対する総合調整の要請

町対策本部長は、県対策本部長に対して、県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が

実施する国民保護措置に関して所要の総合調整を行うよう要請する。また、町対策本部長は、

県対策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民保

護措置に関する総合調整を行うよう要請することを求める。

この場合において、町対策本部長は、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関

等、要請の趣旨を明らかにする。

ウ 情報の提供の求め

町対策本部長は、県対策本部長に対し、町の区域に係る国民保護措置の実施に関し総合調

整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を求める。

エ 国民保護措置に係る実施状況の報告又は資料の求め町対策本部長は、総合調整を行うに際

して、当該総合調整の関係機関に対し、町の区域に係る国民保護措置の実施の状況について

報告又は資料の提出を求める。

オ 町教育委員会に対する措置の実施の求め

町対策本部長は、町教育委員会に対し、町の区域に係る国民保護措置を実施するため必要

な限度において、必要な措置を講ずるよう求める。

この場合において、町対策本部長は、措置の実施を要請する理由、要請する措置の内容等、

当該求めの趣旨を明らかにして行う。

(10) 町対策本部の廃止

町は、内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知事を経由して市町村対策本部を設置す

べき市町村の指定の解除を受けたときは、遅滞なく、町対策本部を廃止する。

２ 通信の確保

(1) 情報通信手段の確保

町は、携帯電話、移動系町防災行政無線等の移動系通信回線、インターネット、ＬＧＷＡＮ

（総合行政ネットワーク）、同報系無線等の固定系通信回線の利用及び臨時回線の設定等によ

り、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域及び避難先地域等との情報通信手

段を確保する。

(2) 情報通信手段の機能確認

町は、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業

を行い、要員を直ちに現場に配置する。また、総務省にその状況を連絡する。
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(3) 通信輻輳により生じる混信等の対策

町は、武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等を防止するため、通信運用要員

を避難先地域等に配置し、無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保する。
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第３章 関係機関相互の連携

１ 国・県の対策本部との連携

(1) 国・県の対策本部との連携

町は、県の対策本部及び国の対策本部と各種の調整や情報共有を行うことにより、密接な連

携を図る。

(2) 国・県の現地対策本部との連携

町は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本

部との緊密な連携を図る。また、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で現地対策本部を設

置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。

国の現地対策本部長が、武力攻撃事態等合同対策協議会を開催する場合には、当該協議会へ

参加し、国民保護措置に関する情報の交換や相互協力に努める。

２ 県、指定行政機関又は指定地方行政機関等への措置要請等

(1) 県への措置要請町は、町の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要が

あると認めるときは、知事その他県の執行機関に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実

施に関し必要な要請を行う。この際、要請する理由、活動内容等を具体的に明らかにして行う。

(2) 県に対する指定行政機関又は指定地方行政機関への措置要請

町は、町の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認め

るときは、県に対し、指定行政機関又は指定地方行政機関への要請を行うよう求める。

(3) 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請

町は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係する指

定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要

請を行う。この際、当該機関の業務内容を考慮し、要請する理由や活動内容等をできる限り明

らかにする。

町は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町村、指定公共機関

及び指定地方公共機関その他関係機関と相互に密接に連携するために必要な事項について、

以下のとおり定める。
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３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等

(1) 町は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊

の部隊等の派遣の要請（国民保護等派遣）を行うよう要請する。また、通信の途絶等により知

事に対する自衛隊の部隊等の派遣の要請の求めができない場合は、自衛隊千葉地方協力本部長、

又は町国民保護協議会委員たる隊員を通じて、陸上自衛隊東部方面総監を介し、防衛大臣に連

絡する。

その際、県国民保護計画第２章第３ ３（１）アに準じ、次の事項を明らかにする。

ア 武力攻撃災害の状況及び派遣を要請する事由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

エ その他参考となるべき事項

※ 想定される自衛隊の国民保護措置の内容は、次のとおり。

〇 避難住民の誘導（誘導、集合場所での人員整理、避難状況の把握）

〇 避難住民等の救援（食品及び飲料水の供給、医療の提供、被災者の捜索及び救出等）

〇 武力攻撃災害への対処（被災状況の把握、人命救助活動、消防及び水防活動、ＮＢＣ攻

撃による汚染への対処等）

〇 武力攻撃災害の応急の復旧（危険な瓦礫の除去、施設等の応急復旧、汚染の除去等）

(2) 町長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊、又は防衛出動及び治安出動（内閣総理大臣の命

令に基づく出動（自衛隊法第７８条）及び知事の要請に基づく出動（自衛隊法第８１条））に

より出動した部隊と、町対策本部及び現地調整所において緊密な連絡調整を行う。

４ 他の市町村等に対する応援の要求、事務の委託

(1) 他の市町村等への応援の要求

ア 町は、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにし

たうえで、他の市町村等に対して応援を求める。

イ 応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締結されている場合は、その相

互応援協定等に基づき応援を求める。

(2) 県への応援の要求

町は、必要があると認めるときは、知事等に対し応援を求める。この際、応援を求める理由、

活動内容等を具体的に明らかにする。
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(3) 事務の一部の委託

ア 町が、国民保護措置の実施のため、事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託すると

きは、平素からの調整内容を踏まえ、以下の事項を明らかにして委託を行う。

(ｱ) 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

(ｲ) 委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項

イ 他の地方公共団体に対して事務の委託を行った場合、町は、上記事項を公示するとともに、

県に届け出る。

また、事務の委託又は委託に係る事務の変更、若しくは事務の廃止を行った場合は、町は

その内容を速やかに議会に報告する。

５ 指定行政機関等に対する職員の派遣要請

(1) 町は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機関又は指定地方行政機関、

若しくは特定指定公共機関（指定公共機関である行政執行法人をいう。）に対し、当該機関の

職員の派遣の要請を行う。また、必要があるときは、地方自治法の規定に基づき、他の地方公

共団体に対し、職員の派遣を求める。

(2) 町は、指定行政機関等への要請を行うときは、県を経由して行う。ただし、人命の救助等のた

めに緊急を要する場合は、直接要請を行う。また、要請等を行っても必要な職員の派遣が行わ

れない場合などにおいて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、県を経由して総務大

臣に対し、当該職員の派遣について、あっせんを求める。

６ 町の行う応援等

(1) 他の市町村に対して行う応援等

ア 町は、他の市町村から応援の求めがあった場合は、求められた応援を実施することができ

ない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合

を除き、必要な応援を行う。

イ 他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、町長は、所定の事項を議会

に報告するとともに、町は公示を行い、県に届け出る。

(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等

町は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う国民保護措置の実施について労務、施設、

設備又は物資の確保についての応援を求められた場合には、求められた応援を実施することが

できない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場

合を除き、必要な応援を行う。
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７ ボランティア団体等に対する支援等

(1) 自主防災組織等に対する支援

町は、自主防災組織による警報の内容の伝達、自主防災組織や区・自治会長等の地域のリー

ダーとなる住民による避難住民の誘導等の実施に関する協力について、その安全を十分に確保

し、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織等に対する必要な

支援を行う。

(2) ボランティア活動への支援等

町は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必

要があることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、その可否を判断する。

また、町は、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と連携して、ボランティア関

係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランテ

ィアへの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、町役場庁舎等に臨時に設置されるボラ

ンティアセンター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果

的な活用を図る。

(3) 民間からの救援物資の受入れ

町は、県や関係機関等と連携し、国民、企業等からの救援物資について、受入れを希望する

ものを把握し、また、救援物資の受入れ、仕分け、避難施設への配送等の体制の整備等を図る。

８ 住民への協力要請

町は、国民保護法の規定により、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合には、

住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。この場合において、要請を受けて協力する

者の安全の確保に十分に配慮する。

なお、住民による協力は住民の自発的な意思に委ねられるものであるので、要請に当たり強制

しないよう配慮する。

(1) 避難住民の誘導

(2) 避難住民等の救援

(3) 消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置

(4) 保健衛生の確保
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第４章 警報の伝達及び住民の避難誘導

第１ 警報の伝達等

１ 警報の伝達等

(1) 警報の内容の伝達

町は、県から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法（伝達先、

手段、伝達順位）により、速やかに住民及び関係団体（消防団、自治会、社会福祉協議会、商

工会、要配慮者利用施設など）に警報の内容を伝達する。

なお、その伝達手段は以下のとおりとする。

ア 防災行政無線及びサイレン

イ 自治会、消防団、自主防災組織等を通じての伝達

ウ 広報車両による伝達

エ 町のホームページ、ＳＮＳ等

オ その他の手段

(2) 警報の内容の通知

ア 町は、町の執行機関（教育委員会等）及び関係機関に対し、警報の内容を通知する。

イ 町は、警報発令時の報道発表については速やかに行うとともに、町のホームページ

（https://www.town.shisui.chiba.jp）に警報の内容を掲載する。

※ 町長から関係機関への警報の通知・伝達の仕組みを図示すれば、下記のとおり。

町は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、使用可能な

あらゆる媒体や手段を駆使して正確な情報を適時かつ的確な方法により、警報の迅速かつ的

確な通知及び伝達に必要な事項について、以下のとおり定める。

町長から関係機関への警報の通知・伝達

通 知

通 知

通知（1）①

(②)①

町の執行機関

伝達（1）①

伝 達

国の対策本部長による警報の発令

知事（県対策本部）

総務大臣（消防庁）

その他の関係機関
町長（町対策本部）

※武力攻撃が迫り又は現に武力攻撃が発生したと認められる
地域に該当する場合は特に優先して通知

住 民
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２ 警報の内容の伝達方法

(1) 警報の内容の伝達方法は、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－ｎｅｔ）、全国瞬時警報

システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等により、地方公共団体に伝達される。

町は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と連携している情報伝達手段等により、以

下のとおり情報を伝達する。

ア 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に町が含まれる場合

原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚

起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周知する。

イ 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に町が含まれない場

合

(ｱ) 原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページへの掲等の手段により、

周知を図る。

(ｲ) 町長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。また、広報

車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、区、自治会等への協力依頼などの防災行政

無線による伝達以外の方法も活用する。

※ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）によって情報が伝達されなかった場合におい

ては、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－ｎｅｔ）によって伝達された情報をホーム

ページ等に掲載する等により、周知を図る。

(2) 町は、消防組合、又は自主防災組織等の協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容

を伝達することができるよう、体制を整備する。この場合において、消防組合に対して保有す

る車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うよう要請するとともに、消防団は、平

素からの地域との密接なつながりを活かし、要配慮者等への個別の伝達を行うなど、それぞれ

の特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。

また、町は、佐倉警察署の交番、パトカー等の勤務員による拡声機や標示を活用した警報の

内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、佐倉警察署と緊密な連携を図る。

(3) 警報の内容の伝達においては、特に、要配慮者に対する伝達に配慮するものとし、避難行動

要支援者名簿及び避難行動要支援者個別支援計画を活用し、要配慮者に迅速に正しい情報が伝

達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。

(4) 警報の解除の伝達については、原則として、サイレンは使用しないこととする。

３ 緊急通報の伝達及び通知

緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則として警報の伝達・通知方法

と同様とする。
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第２ 避難住民の誘導等

１ 避難の指示の通知・伝達

(1) 町は、知事が避難の指示を迅速かつ的確に行えるよう、事態の状況を踏まえ、被災情報や現

場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報

を迅速に県に提供する。

(2) 町は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じて、その内容を、

住民に対して迅速に伝達する。

避難の指示の通知・伝達の流れについては下図のとおり。

伝 達

通 知

通知

通知

通 知
町の執行機関

総務大臣（消防庁）

伝 達

町長（町対策本部）
※武力攻撃が迫り又は現に武力攻
撃が発生したと認められる地域に
該当する場合は特に優先して通知

町長から関係機関への避難の指示の通知・伝達

知事（県対策本部）

住 民

その他の関係機関

避難実施要領作成

避 難 の 指 示

避難措置の指示

国の対策本部長による

避難措置の指示の発令

町は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うことと

なる。町が住民の生命、身体及び財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスである

ことから、避難の指示の住民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について、以下のとおり定

める。
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２ 避難実施要領の策定

(1) 避難実施要領の策定

町長は、避難の指示を受けた場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターン

（資料編参照）を参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成して、県、

各執行機関、消防組合、佐倉警察署、自衛隊等の関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実

施要領を策定する。

その際、避難実施要領の通知・伝達が速やかに行えるよう留意する。

避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施

要領の内容を修正する。

(2) 避難実施要領に定める事項（法定事項）

ア 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項

イ 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導

に関する事項

ウ 避難の実施に関し必要な事項

(3) 避難実施要領作成の際の主な留意事項

ア 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位

避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治会、町内会、事務所等、地

域の実情に応じた適切な避難の実施単位を記載する。

イ 避難先

避難先の住所及び施設名を可能な限り具体的に記載する。

ウ 一時集合場所及び集合方法

避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等の住所及び場所名を可能な限

り具体的に明示するとともに、集合場所への交通手段を記載する。

エ 集合時間

避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時間を可能な限り具体的に記

載する。

オ 集合に当たっての留意事項

集合後の町内会内や近隣住民間での安否確認、要配慮者のうち避難行動要支援者への配慮

事項等、集合に当たっての避難住民の留意すべき事項を記載する。

カ 避難の手段及び避難の経路

集合後に実施する避難誘導の交通手段を明示するとともに、避難誘導の開始時間及び避難

経路等、避難誘導の詳細を可能な限り具体的に記載する

キ 市町村職員、消防職団員の配置等

避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよう、関係市町村職員、消防職団員の配置及

び担当業務を明示するとともに、その連絡先等を記載する。



56

ク 要配慮者への対応

要配慮者の避難誘導を円滑に実施するために、これらの者への対応方法を記載する。

ケ 要避難地域における残留者の確認

要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載する。

コ 避難誘導中の食料等の支援

避難誘導中に避難住民へ、食料・水・医療・情報等を的確かつ迅速に提供できるよう、そ

れら支援内容を記載する。

サ 避難住民の携行品、服装

避難住民の誘導を円滑に実施できるような必要最低限の携行品、服装について記載する。

シ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等

問題が発生した際の緊急連絡先を記述する。

避難実施要領の一例

○月○日○時現在

千葉県酒々井町長

〇 ○ ○ ○

避難実施要領（案）

１ 避難の経路、避難の手段その他避難の方法

町における住民の避難は、次の方法で行うものとする。

(1) 〇○地区の住民は、Ａ県Ａ市Ａ１地区にある市立○○小学校体育館を避難先として、○日○時に

住民の避難を開始する。

(2) 避難経路及び避難手段

ア 避難の手段（バス・鉄道・船舶・その他）

(ｱ) バスの場合

〇○地区の住民は、町立〇○〇小学校グラウンドに集合する。その際、○日○時を目途に、

できるだけ自治会、事業所等の単位で行動すること。集合後は、○○バス会社の用意したバス

により、国道○○号を利用して、Ａ県Ａ市立○○小学校体育館に避難する。

(ｲ) 鉄道の場合

〇○地区の住民は、○○鉄道△△線ＡＡ駅前広場に集合する。その際○日○時○分を目途に、

できるだけ自治会、事業所等の単位で行動し、ＡＡ駅までの経路としては、できるだけ国道○

○号又はＡＡ通りを使用すること。集合後は、○日○時○分発Ａ県Ａ市Ａ１駅行きの電車で避

難する。Ａ市Ａ１駅到着後は、Ａ市職員及び町職員の誘導に従って、主に徒歩で市立○○小学

校体育館に避難する。

(ｳ) 船舶の場合

〇○地区の住民は、町立〇○〇小学校グラウンドに集合する。その際、○日○時を目

途に、できるだけ自治会、事業所等の単位で行動すること。集合後は、○○バス会社の用意し

たバスにより、国道○○号を利用して、Ｂ市Ｂ港に移動する。到着後は、○日○時○分発Ａ市

Ａ１港行きの、○○汽船が所有するフェリー○○号に乗船する。
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(4) 避難実施要領の策定の際における考慮事項

避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。

ア 避難の指示の内容の確認

地域ごとの避難の時期、優先度、避難の形態

・・・・以下略・・・

(3) △△地区の住民は、Ａ県Ａ市立○○中学校体育館を避難先として、○日○時○分を目途に住民の

避難を開始する。

・・・・以下略・・・

２ 避難住民の誘導の実施方法

(1) 職員の役割分担

避難住民の避難誘導が円滑に行えるよう、以下に示す要員及びその責任者等について、職員等の

割り振りを行う。

(2) 残留者の確認

町で指定した避難の実施時間の後、すみやかに、避難を指示した地区に残留者がいないか確認す

る。（時間的余裕がある場合は、各世帯に声をかける。）

(3) 避難行動要支援者に対する避難誘導

誘導に当たっては、傷病者、障害者、高齢者、幼児等を優先的に避難を行う。また、自主防災組

織や自治会など地域住民にも、福祉関係者との連携の下、職員等の行う避難誘導の実施への協力を

要請する。

３ その他避難の実施に関し必要な事項

(1) 携行品は、数日分の飲料水や食料品、生活用品、救急医薬品、ラジオ、懐中電灯等、必要なもの

を入れた非常持出品だけとし，身軽に動けるようにする。

(2) 服装は、身軽で動きやすいものとし、帽子や頭巾で頭を保護し、靴は底の丈夫な履きなれた運動

靴を履くようにする。

(3) 避難誘導から離脱してしまった場合などの、緊急時の連絡先は以下のとおりとする。

ＴＥＬ、ＦＡＸ、メールアドレス

・・・・以下略・・・

区 分 責任者 担当部班

町対策本部要員

住民への周知要員

避難誘導要員

現地連絡要員

避難施設運営要員

水、食料等支援要員
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イ 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析）

特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も考慮

ウ 避難住民の概数把握

エ 誘導の手段の把握

屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運送事業者である指定地方公共機関等によ

る運送）

オ 輸送手段の確保の調整（※ 輸送手段が必要な場合）

県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定

カ 要配慮者の避難方法の決定

避難行動要支援者個別支援計画、要配慮者支援班の設置

キ 避難経路や交通規制の調整

具体的な避難経路、関係警察署との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路

の状況に係る道路管理者との調整

ク 職員の配置

各地域への職員の割り当て及び現地派遣職員の選定。特に町の区域内に避難施設を開設す

る場合は、防災計画における避難所担当職員に準じて割り当てを行うが、町の区域外に開設

する場合は、開設箇所・数及び避難者数を考慮し職員配置を決定する。

ケ 関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保）

コ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整

県対策本部との調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応

※ 国の対策本部長による利用指針の調整

自衛隊及び米軍の行動と国民保護措置の実施について、道路、港湾施設、飛行場施設等に

おける利用のニーズが競合する場合には、町は、国の対策本部による「利用指針」の策定に

係る調整が開始されるように、県を通じて、国の対策本部に早急に現場の状況等を連絡する。

この場合において、町は、県を通じた国の対策本部による意見聴取（武力攻撃事態等にお

ける特定公共施設等の利用に関する法律第６条第３項等）及び国の対策本部からの情報提供

の求め（同法第６条第４項等）に適切に対応できるよう、避難の現状、施設の利用の必要性

や緊急性等について、町の意見や関連する情報をまとめる。

(5) 避難実施要領の内容の伝達等

町は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達

する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的

確に伝達するように努める。

また、町は、直ちに、その内容を町の他の執行機関、消防組合、消防団、佐倉警察署及び自

衛隊千葉地方協力本部並びにその他の関係機関に通知する。

さらに、町は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。
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３ 避難住民の誘導

(1) 町長による避難住民の誘導

町は、避難実施要領で定めるところにより、町の職員及び消防団等により、避難住民を誘導

する。その際、原則自治会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。ただし、緊急の場合に

は、この限りではない。なお、消防組合に対し、誘導の際の必要な措置を要請するなど、必要

な連携を図るものとする。

また、町は、避難経路の要所に職員を配置して、各種の連絡調整を行うとともに、行政機関

の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。

職員は、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、毅然とした態度での活

動を行い、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行する。

なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあるこ

とから、避難誘導員が、避難経路の要所において、夜間照明（投光器具、車のヘッドライト等）

を配備するなど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。

(2) 消防機関の活動

消防組合に対し、消火活動及び救助・救急活動の状況を考慮し、町の定める避難実施要領に

基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとと

通知

提供

※（前掲）

避難の指示

の通知・伝達

伝達

通知

通知

通知

通 知
町の執行機関

総務大臣（消防庁）

伝 達

町長（町対策本部）

※武力攻撃が迫り又は現に武力攻
撃が発生したと認められる地域に
該当する場合は特に優先して通知

町から関係機関への避難実施要領の通知・伝達

国の対策本部長による避難措置の指示の発令

知事（県対策本部）

住 民

その他の関係機関

消 防 組 合

通 知
報道関係者

佐 倉 警 察 署
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もに、要配慮者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の

誘導を行うよう要請する。

消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防組合と連携しつつ、自主防災組織、

自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、要配慮者に関する情報の確認や要避難地

域内残留者の確認等担当する地域のつながりを活かした活動を行う。

(3) 避難誘導を行う関係機関との連携

町は、町の職員及び消防組合では十分な対応が困難であると認めるときは、佐倉警察署長等

又は国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対して、警察官又は自衛官による

避難住民の誘導を要請する。

また、警察官又は自衛官が避難住民の誘導を行う場合は、その時点における事態の状況や避

難誘導の状況に照らして、交通規制等関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の

調整を行う。

これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、町

は、事態の規模・状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。

(4) 自主防災組織等に対する協力の要請

町は、避難住民の誘導に当たっては、区長・自治会長や自主防災組織等の地域においてリー

ダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請する。また、必

要に応じて要配慮者の避難支援、食糧配給などの協力を要請する。

(5) 誘導時における食品の配給等の実施や情報の提供

町は、避難住民の誘導に当たっては、県と連携して、食品、飲料水の供給、医療の提供及び

その他の便宜を図る。

町は、避難住民の心理状態を配慮し、避難住民に対して、必要な情報を適時適切に提供する。

その際、避難住民の不安の軽減のために、可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の対応

についての情報を提供する。

(6) 要配慮者への配慮

町長は、要配慮者の避難を万全に行うため、要配慮支援班を設置し、社会福祉協議会、民生

委員、介護保険制度関係者及び障害者団体等と協力して、要配慮者への連絡、運送手段の確保

を的確に行うものとする。

また、ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的なものにとどまる

ことも多く、また突発的に発生し時間的余裕がなく、移動の際に攻撃に巻き込まれる可能性が

高い場合は、安全な屋内への避難を考慮する。

(7) 大規模集客施設等における避難

町は、大規模集客施設等の施設管理者等と連携し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在す

る者等についても、避難等の国民保護措置が円滑に実施できるよう必要な対策をとる。
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(8) 残留者等への対応

避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関する情報に基

づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態

が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。

(9) 避難施設等における安全確保等

町は、佐倉警察署が行う被災地、避難施設等における犯罪の予防のための活動に必要な協力

を行うとともに、佐倉警察署と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の安全確保

と不安の軽減に努める。

(10) 動物の保護等に関する配慮

町は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方につ

いて（平成１７年８月３１日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産

局畜産部畜産企画課通知）」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を講ずるよう努め

る。

ア 危険動物等の逸走対策

イ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等

(11) 通行禁止措置の周知

町は、町の管理する道路の通行禁止等の措置を行ったときは、佐倉警察署と協力して、直ち

に、住民等に周知徹底を図るよう努める。

(12) 県に対する要請等

町は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、

必要な支援の要請を行う。

その際、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に留意する。

また、避難住民の誘導に係る資源配分について他の市町村と競合するなど広域的な調整が必

要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。

町は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があったときは、その指示の内容を

踏まえて、適切な措置を講ずる。

(13) 避難住民の輸送運送

町は、避難住民の輸送が必要な場合において、県との調整により、運送事業者である指定公

共機関又は指定地方公共機関に対して、避難住民の輸送を要請する。

町は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに

応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては、県を通じて国の対策本部に対し、指定地

方公共機関にあっては、県対策本部に、その旨を通知する。
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(14) 避難住民の復帰のための措置

町は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を作成し、避難住民を復

帰させるため必要な措置を講じる。

４ 避難に当たって配慮する事項

(1) 弾道ミサイルによる攻撃の場合

ア 弾道ミサイルは極めて短時間で我が国に着弾することが予測されることから、町は、国及

び県の協力を得つつ、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミ

サイル落下時の行動について平素から周知に努めるとともに、弾道ミサイル攻撃に伴う警報

の発令の場合には、当初は屋内避難が指示されることから、警報と同時に、住民を屋内に避

難させることが必要である。

このため、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設に避難させる。

〇 弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ

・ 弾道ミサイルの発射が差し迫っている時

国の対策本部長が、警報を発令、避難措置を指示

（その他、記者会見等による国民への情報提供）

・ 実際に弾道ミサイルが発射された時

国の対策本部長がその都度警報を発令

イ 着弾直後については、その弾頭の種類や被害の状況が判明するまで屋内から屋外に出るこ

とは危険を伴うことから、屋内避難を継続するとともに、被害内容が判明後、国からの避難

措置の指示の内容を踏まえ、他の安全な地域への避難を行うなど避難誘導を行う。

ウ 急襲的に航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイルの場合と同様の対応をとるも

のとする。

※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で

攻撃目標を特定することは極めて困難であり、また、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じ

る者）の意図等により攻撃目標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイルの精度によ

り、実際の着弾地点は変わってくる。

このため、町は、弾道ミサイル発射時に住民が適切な行動をとることができるよう全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動について

国の対策本部長 警報の発令、避難措置の指示

知 事 避難の指示

町 長 警報、避難の指示の伝達

避難実施要領の策定

避難誘導の実施
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平素から周知に努めるとともに、弾道ミサイルが発射された場合には、すべての市町村に着

弾の可能性があり得るものとして、対応を考える必要がある。

また、急襲的に航空攻撃が行われる場合についても、同様の対応をとるものとする。

(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合

ア ゲリラ・特殊部隊による攻撃において、国の対策本部長による避難措置の指示及び知事に

よる避難の指示が行われた場合は、早急に避難の指示の伝達を行い、要避難地域からの避難

を迅速に実施する。この場合において、移動の安全が確保されない場合は、身体への直接の

被害を避けるために、屋内に一時的に避難させる避難措置の指示もある。

イ ゲリラによる急襲的な攻撃により、国の対策本部長による避難措置の指示及び知事

による避難の指示を待ついとまがない場合には、当該攻撃が行われた現場における被害の状

況により、緊急通報の発令、退避の指示（※）、警戒区域の設定等を行い、危険な地域への

一般住民の立入禁止を徹底する。

※ 退避の指示について

退避の指示は、武力攻撃災害に伴う目前の危険を一時的に避けるため緊急の必要がある場

合に、地域の実情に精通している市町村長が独自の判断で住民を一時的に退避させるもの。

（知事にもこの権限が付与されている。）

ウ ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合は、攻撃の排除活動と並行して行

われることが多いことから、現場の佐倉警察署、自衛隊等からの情報収集や調整を行い、住

民を要避難地域の外に避難させる。この際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危害が

及ぶおそれがある地域については、一時的に屋内に避難させ、移動の安全が確保された後、

避難先に誘導する。

エ 避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防組合、県、佐倉警察署、自衛隊等の

関係機関の意見を踏まえて、避難の方法を策定する。また、事態の変化等に機敏に対応する

ため、現場における関係機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な措置を実

施できるよう、現地調整所を設けて活動調整を行う。

オ 避難に比較的時間に余裕がある場合の対応

「一時避難場所までの移動」から「一時避難場所からのバス等の輸送手段を用いた移動」

等の手順を検討する。

カ 突発的に事案が発生した場合の住民等の対応

当初の段階では、住民個々がその判断により危険回避のための行動を取るとともに、佐倉

警察署、消防組合、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各地域における屋内避難や移動に

よる避難を決定する。

特に初動時には、住民や滞在者の自主的な避難が主体となることから、平素から、

住民に対して緊急時の避難要領の検討について啓発を図る。
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(3) 着上陸侵攻や航空機攻撃の場合

大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空機攻撃の本格的な侵略事態に伴う避難

は、事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、県の区域

を越える避難に伴う我が国全体としての調整等が必要となるため、国の総合的な方針としての

具体的な避難措置の指示を待って対応することが必要となる。

したがって、町は、国の総合的な方針に基づく避難措置の指示及び県の避難の指示を踏まえ

避難実施要領を策定し対応することを基本とし、大規模な避難に伴う混乱発生の防止や住民の

避難のための輸送力の調整に平素から努めるものとする。

また、佐倉警察署は、住民の避難に伴い、避難経路の確保と秩序だった避難のため、適宜交

通規制を行うものとする。

(4) 住民の避難

住民を実際に避難させる必要が生じた場合、基本指針においては、国の対策本部長は、あら

かじめ避難の準備ができる場合を除いて、まず直ちに近傍の屋内施設に避難するよう避難措置

の指示を行い、その後の事態の推移に応じて適切な指示を行うなど、混乱発生の防止に努める

ものとされている。

町は、国の対策本部長の避難措置の指示と知事の避難の指示に基づき、避難先地域への避難

の誘導を行う。

(5) 大規模集客施設や旅客輸送関連施設における避難

町は、県、施設管理者等と連携し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等について、

避難等の国民保護措置が円滑に実施できるよう必要な対策をとるものとする。

(6) ＮＢＣ攻撃の場合

町は、ＮＢＣ攻撃の場合の避難においては、国、県の攻撃の特性に応じた避難措置の指示、

県の避難措置の指示の内容を踏まえ、避難誘導する者に防護服を着用させる等安全を図るため

の措置を講ずることや風下方向を避けて避難を行うことなどに留意して避難誘導を行うもの

とする。

(7) 町による避難誘導の状況の報告

町は、避難実施要領の策定後においては、住民の避難誘導の状況を、逐次県に報告するもの

とする。

また住民の避難誘導に関係する警察機関に対して協力を要請するものとする。

(8) 避難住民の誘導の支援や補助の要請

町は、避難住民の誘導状況を把握した上で、必要と判断する場合には、県に対して食料、飲

料水、医療及び情報等の提供について適切なを要請を行う。

特に、町が県の区域を越えて避難住民の誘導を行う場合には、県に避難住民の誘導の補助に

ついて要請を行うものとする。
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(9) 国の是正措置に係る対応

町は、避難住民の誘導に関する措置に係る国の是正措置に伴う県の是正指示が行われた場合

は、避難住民の誘導が円滑に行われるよう、県に対して避難住民の誘導の補助等の要請を行う。
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第５章 救 援

１ 救援の実施

(1) 救援の実施

町は、知事から実施すべき措置の内容及び期間の通知があったときは、次に掲げる措置のう

ちで実施する救援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。

ア 収容施設の供与

イ 食品・飲料水及び生活必需品等の給与又は貸与

ウ 医療の提供及び助産

エ 被災者の捜索及び救出

オ 埋葬及び火葬

カ 電話その他の通信設備の提供

キ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理

ク 学用品の給与

ケ 死体の捜索及び処理

コ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常生活に著し

い支障を及ぼしているものの除去

(2) 救援の補助

町は、上記で実施することとされた措置を除き、知事が実施する措置の補助を行う。

２ 関係機関との連携

(1) 県への要請

町は、事務の委任を受けた場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知

事に対して国及び他の県に支援を求めるよう、具体的な支援内容を示して要請する。

(2) 他の市町村との連携

町は、事務の委任を受けた場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知

事に対し、県内の他の市町村との調整を行うよう要請する。

(3) 日本赤十字社との連携

町は、事務の委任を受けた場合において、知事が日本赤十字社に委託した救援の措置又はそ

の応援の内容を踏まえ、日本赤十字社と連携しながら救援の措置を実施する。

町は、県と連携して、避難先地域や被災地において、避難住民や被災者の生命、身体及び

財産を保護するために実施する救援の措置について、以下のとおり定める。
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(4) 緊急物資の運送の要請

町長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を要

請する場合は、避難住民の輸送に準じて行う。また、その運送方法、経路等については、県国

民保護計画に基づき県と調整を行うとともに、その状況を関係避難所へ連絡する。

３ 救援の内容

(1) 救援の基準等

町は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による救援の程度及び方法の基準」（平成２５年内閣府省告示第２２９号。以下「救

援の程度及び基準」という。）及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。

町は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合に

は、知事に対し、内閣総理大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。

(2) 救援における県との連携

町は、知事が集約し、所有している資料の提供を求めるなどにより平素から準備した基礎的

な資料を参考にしつつ、町対策本部内に集約された情報をもとに、救援に関する措置を実施す

る。また、県と連携して、ＮＢＣ攻撃による特殊な医療活動の実施に留意する。

(3) 救援の内容

町は、県国民保護計画により県と市町村が連携し協力して行う救援の実施に際しては、それ

ぞれ次の点に留意して行う。

ア 収容施設の供与

(ｱ) 避難所の決定方法

ａ 避難所の決定

町は、県と調整し、あらかじめ指定された避難施設その他の適切な場所を避難所に決

定する。

ｂ 公営住宅の貸与

町は県と連携して、公営住宅について、必要に応じ避難住民等に貸与するものとする。

ｃ 応急仮設住宅等の供与

町は県と連携して、建設業関係団体と協力しながら、被災住民に対して応急仮設住宅

等を供与するものとする。

なお、応急仮設住宅等の建設に必要な資機材が不足し、調達が困難な場合には、町は、

国、県に資機材の調達について支援を求めるものとする。

(ｲ) 避難施設の管理者への通知

町の区域内の避難施設の管理者への通知は、県の指示に基づき、町が行うものとする。

ただし、県が管理する施設への通知は県が行う。

(ｳ) 収容施設の運営、維持管理

ａ 避難所の運営
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避難所の運営は、町の防災計画に定めるマニュアルに準じて、救援を行うため配置さ

れた町及び県の職員が責任者となって、当該施設職員、ボランティア、自主防災組織及

び避難住民等の協力を得て運営するものとする。

ｂ 応急仮設住宅等の維持管理

応急仮設住宅等の維持管理は、原則として町が県の委託を受け、行うものとする。

ｃ 避難住民等のプライバシーの確保への配慮

町及び県は、収容施設における避難住民等のプライバシーの確保について配慮するも

のとする。

イ 食料品・飲料水の供給及び生活必需品の供給又は貸与

(ｱ) 供給計画の策定

町は県と連携して、避難住民等の基本的な生活を確保するため、食料品・飲料水の供給

及び生活必需品の供給又は貸与を実施するものとする。

避難所においては、救援に必要な食料品・飲料水・生活必需品の必要数量を算出し、不

足分を適宜県に報告するものとする。

町は、県の策定した供給計画に基づき、避難住民等の救援に必要な量を把握し、以下の

内容について、食料品・飲料水・生活必需品の供給計画を定めるものとする。

ａ 備蓄物資から使用する量

ｂ 県内外からの応援物資の量

ｃ 物資の保管、売り渡しの要請量、要請業者

ｄ 食料品、生活必需品等の物資集積地

ｅ 物資集積地までの運送方法、運送体制

ｆ 物資集積地から避難施設への運送方法、運送体制

ｇ 拠点給水、車両給水の実施

ｈ その他必要な事項

(ｲ) 町の物資集積地

町の物資集積地は、地域防災計画に定める食糧・物資集配拠点とする。

(ｳ) 飲料水の供給

町は、避難所において飲料水が不足する場合においては、供給計画に基づき応援の調整

を図り、県等の協力の下で拠点給水又は車両給水を実施する。

(ｴ) 応援物資の仕分け

町は、地域防災計画に定める体制に基づき、応援物資を仕分けするものとする。

(ｵ) 救援物資の運送方法等

ａ 運送方法

町は、武力攻撃事態等の状況、地域の交通や運送物資の優先順位を考慮の上、最も適

した運送手段を選択する。また、町は県と調整の上、運送事業者である指定公共機関及

び指定地方公共機関に対して、物資集積地への運送、物資集積地から避難所までの運送

について要請する。

ｂ 運送実施状況の把握方法

(a) 町又は県から要請を受けた運送事業者は、運送車両の出発時間と到着時間について、
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逐次町又は県対策本部へ報告を行う。

(b) 町は県と連携して、運送車両の出発時間と到着時間、救援物資の品目、数量につい

て、把握する。

(c) 町は、運送状況について、関係する避難所に連絡を行う。

(ｶ) 救援物資運送路の確保

ａ 国の対策本部との調整

町は県と連携して、救援物資の運送道路を決定する際には、県を通じて国の対策本部

と必要な調整を行うこととする。

ｂ 救援物資運送路の決定

町は、県の特定物資の保管場所から町物資集積地までの運送路及び町物資集積地から

避難所など救援を行う場所までの運送路について県と調整を行う。

(ｷ) 受入を希望する救援物資情報の発信

町は、自主防災組織やボランティア団体等の協力を得ながら、避難住民等が希望する救

援物資を把握し、その内容のリスト及び送り先、運送方法について、住民に公表するよう

努めるものとする。

(ｸ) 県への支援要請

町は、供給すべき物資が不足し、調達が困難な場合には、知事に物資の調達について支

援を求めるものとする。

ウ 医療の提供及び助産

(ｱ) 救急救助、傷病者の搬送

ａ 消防組合の活動

(a) 出動の優先順位の基準

武力攻撃災害等発生時には、国、県からその状況について的確に情報を収集し、武

力攻撃災害の程度に準じて優先順位を定め、出動を行うものとする。ただし、状況の

変化に応じて適宜再配置を行う。

(b) 救急救助活動の優先順位の基準

救急救助活動を行うにあたっては、以下の事項について考慮の上、優先順位を決定

して救急救助活動を実施していくものとする。

〇 トリアージ（治療の優先順位による患者の振り分け）を実施して、救命の処置を

必要とする重症者を優先する。

〇 要配慮者を優先する。

〇 同時に多数の救急救助が必要となる場合は、武力攻撃災害発生現場付近を優先す

る。

〇 武力攻撃災害発生現場付近以外で、同時に多数の救急救助が必要となる場合は、

より多くの人命を救護できる現場を優先する。

(c) 応援の要請

消防組合で対処することが困難と認められる場合には、他の消防機関に応援を求め

る。
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ｂ 傷病者搬送の手順

(a) 傷病者搬送の判定

医療班又は傷病者を最初に受け入れた医療機関は、トリアージ（治療の優先順位に

よる患者の振り分け）の結果を踏まえ、後方医療施設に搬送する必要があるか否か判

断する。

(b) 傷病者搬送の要請

〇 医療班又は傷病者を最初に受け入れた医療機関は、消防組合に傷病者の搬送を要

請する。

〇 消防組合だけで対応できない場合には、他の消防機関及び民間の患者等搬送事業

者に対して搬送を要請する。

〇 町は、県を通じて重篤患者など緊急治療が必要な場合は、ドクターヘリコプター

を手配するとともに、必要に応じて県警察、海上保安庁、自衛隊に対してもヘリコ

プターによる搬送の要請を行う。

(c) 傷病者の後方医療施設への搬送

傷病者搬送の要請を受けた町、県、消防機関その他関係機関は、あらかじめ定めた

搬送先順位に基づき、県が収容先医療機関の受け入れ体制を確認した上、搬送する。

(ｲ) 医療班の編成と医療資機材の調達

ａ 医療班の編成手順と派遣方法

町は県及び各医療機関と連携して、医療班を編成する。

ｂ 医療資機材等の要請

医療班の使用する医療資機材が不足する場合においては、県に調達を要請する。

(ｳ) 救護所の設置

医療班は、あらかじめ定める方法により、救護所を設置する。

(ｴ) 後方医療体制の確立

ａ 災害拠点病院との連携

医療班は、災害拠点病院と連携しながら初期医療活動を行うものとする。

ｂ 災害協力病院等

町は、町医師会の協力を得て、傷病者や難病患者、人工透析患者の治療、収容に当た

る病院等の確保を図る。

エ 被災者の捜索及び救出

(ｱ) 被災情報の把握

町は、被災情報の把握、捜索・救出の状況、安否情報について、情報収集等に努めるも

のとする。

(ｲ) 被災地における捜索・救出の実施

町は、町対策本部で集約した被災情報に基づき、消防組合、佐倉警察署、県、自治会、

自主防災組織及びボランティア団体と協力し、救急救助活動を実施する。

(ｳ) 応援要請

ａ 消防組合だけで対応できない場合には、他の消防機関に対して応援を要請するものと

する。
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ｂ 町は、被災状況が甚大であり、本町だけでは対応が困難と認めるときは、知事に対し

て国民保護法第１７条及び第１８条に基づき、応援要請を行う。また、必要と認めると

きには、県を通じて防衛大臣に対して、自衛隊の部隊等の国民保護等派遣を要請するも

のとする。

(ｴ) 救助資機材の調達

町は、自らが保有している救助資機材では対応が困難と認める場合には、県に救助資機

材の調達を要請するものとする。

オ 死体の捜索、処理及び埋葬・火葬

(ｱ) 関係機関との連携

町は、消防組合、佐倉警察署、県及び自衛隊と相互に連携しながら、武力攻撃事態等に

おいて発生した死体の捜索、処理、埋葬・火葬を適切に実施する。

なお、佐倉警察署が行う身元の確認等に協力するものとする。

(ｲ) 死体の捜索

町は、消防組合、佐倉警察署、県及び自衛隊などの関係機関の協力のもと、死体の捜索

を実施するものとする。

ただし、ＮＢＣ攻撃災害により死体に付着した危険物質の洗浄が必要な場合には、消防

組合、佐倉警察署及び自衛隊など専門知識を有する機関に協力を依頼する。

(ｳ) 死体の処理

発見した死体については、以下の手順により処理する。

ａ 一時保管

町は県と連携して、検視（見分）検案前の死体、所持品及び発見状況に関する書類と

ともに死体の一時保管を行う。

ｂ 検視（見分）・検案

警察官は、医師立ち会いの元、検視（見分）を行い、医師は検案を行う。また、必要

に応じ検案医師により、死体の洗浄、縫合及び消毒などの処置を行う。

【検視】

捜査機関が、死亡が犯罪に起因するか否かを判断するために死体の状況を調べる

処分

【見分】

捜査機関が、不自然な死亡の状況を明らかにするために死体の状況を調べる処分

【検案】

医師が死体の外表から検査し、死亡の確認と死因の究明を行う処分

ｃ 身元確認作業

町は、死体の状況により身元の特定ができない場合、県と連携して医師又は歯科医師

に身元確認に必要な検査を要請する。

ｄ 死体の輸送

町は、検視・見分及び検案を終えた死体を、消防組合、佐倉警察署及び葬祭業取扱業
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者などの協力を得て死体収容所へ輸送し、収容する。

ｅ 死体収容所（安置所）の開設

町は県と連携して、被害現場付近の適当な場所（寺院、公共施設及び公園など収容に

適切な場所）に死体の収容所を開設し、死体を収容、整理し、埋葬・火葬前の一時保管

を行う。死体収容のための施設がない場合は、テントなどを準備し、必要な器具（納棺

用具等）を確保する。また、死体収容所（安置所）には、必要に応じて検視、見分、検

案を行うための検視所を併設する。

ｆ 遺留品等の整理

町は県と連携して、収容した死体の遺留品などの整理を行う。

(ｴ) 埋葬・火葬対策

ａ 被害状況の把握

町は、死者数を県に報告する。

ｂ 埋葬・火葬の実施

(a) 町は県と連携して、火葬を実施する。

(b) 町のみでの火葬の実施が困難な場合には、県に対して、受け入れ可能な火葬場での

火葬の実施を要請する。

(c) 広域火葬が必要な場合の事務処理は、「千葉県広域火葬計画」に準ずるものとする。

カ 電話その他の通信設備の提供

町は県と連携して、電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関の協力を得

て、収容施設で保有する電話その他の通信設備等の状況把握、電気通信事業者等との設置工

事の実施等を含めた調整、電話その他の通信設備等の設置箇所の選定、聴覚障害者等への対

応を行うものとする。

キ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理

町は、県と連携して武力攻撃災害により住宅が被災した自己の資力では応急修理できない

者に対する必要最小限の修理に協力するものとする。

ク 学用品の給与

町は、県と連携して武力攻撃災害により、就学上必要な学用品を喪失又は損傷した就学上

支障のある児童・生徒に対する教科書、文房具、通学用品の支給に協力するものとする。

ケ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木の除去

町は、県と連携して武力攻撃災害により、住宅及びその周辺に土石や竹木等が堆積し、自

己の資力では除去できず、日常生活に著しい支障を受けている者に対する必要最小限の除去

に協力するものとする。

４ 医療活動等を実施する際に特に留意すべき事項

核攻撃等、生物剤による攻撃、化学剤による攻撃の場合には、県又は関係機関による消毒・除

染の実施状況のほか、それぞれ下記に掲げる点に留意して医療活動等を実施するものとする。

(1) 核攻撃等の場合の医療活動
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ア 医療関係者等からなる医療救護班による被ばく医療活動の実施

イ 内閣総理大臣が関係大臣等（文部科学大臣、原子力規制委員会、厚生労働大臣）を指揮し、

関係大臣等の求めにより被ばく医療派遣チームが派遣された場合、その指導のもと、トリア

ージ（治療の優先順位による患者の振り分け）の実施

ウ 被ばくの程度に応じた医療の実施

エ 患者の除染による被ばく防止や防護服の着用などの防護措置の実施

(2) 生物剤による攻撃の場合の医療活動

ア 病状等が既知の疾病と明らかに異なる感染症又は重篤な感染症の患者の感染症指定医療

機関等への移送及び入院措置の実施

イ 必要に応じたワクチンの接種や防護服の着用などの防護措置の実施

ウ 国からの協力要請に応じた医療救護班の編成や医療活動の実施

(3) 化学剤による攻撃の場合の医療活動

ア 国からの協力要請に応じた医療救護班の編成や医療活動の実施

イ 患者の除染による二次被害の防止や防護服の着用などの防護措置の実施
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第６章 安否情報の収集・提供

※ 安否情報の収集、整理及び提供の流れは、下記のとおり。

１ 安否情報の収集

(1) 安否情報の収集

町は、避難施設等において避難住民から任意で収集した情報、平素から把握している医療機

関、町が管理する学校等からの情報、佐倉警察署への照会などにより、安否情報の収集を行う

とともに、住民基本台帳、外国人登録原票等、町が平素から行政事務のために保有する情報等

を活用して行う。

(2) 安否情報収集の協力要請

町は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲

安否情報収集・整理・提供の流れ

国 民収 集 項 目
1 避難住民(負傷した住民も同様)
① 氏 名
② フリガナ
③ 出生の年月日
④ 男女の別
⑤ 住所（郵便番号を含む）
⑥ 国 籍
⑦ ①～⑥のほか、個人を識別するた
めの情報（前各号のいずれかに掲げ
る情報が不明である場合において、
当該情報に代えて個人を識別するこ
とができるものに限る。）
⑧ 負傷（疾病）の該当
⑨ 負傷又は疾病の状況
⑩ 現在の居所
⑪ 連絡先その他必要情報
⑫ 親族・同居者への回答の希望
⑬ 知人への回答の希望
⑭ 親族・同居者・知人以外の者への回
答又は公表の同意

２ 死亡した住民
（上記①～⑦に加えて）
⑧ 死亡の日時、場所及び状況
⑨ 遺体が安置されている場所
⑩ 連絡先その他必要情報
⑪ ①～⑩を親族・同居者・知人以外の
者からの照会に対する回答への同意

町 長

･安否情報の収集・整理
･安否情報の回答
･県知事への報告

総務大臣(消防庁)

･安否情報の整理
･安否情報の回答

避難施設・関係機関等

･避難誘導の際の安否情報の収集
･避難所における避難住民名簿等作成

県警察

･警察署等関係機関からの
安否情報収集

照会･回答 照会･回答 照会･回答

県知事

･安否情報の収集・整理
･安否情報の回答
･総務大臣への報告

収集
・メール
・ＦＡＸ

報告
・ｼｽﾃﾑ

・ﾒー ﾙ

・FAX

報告
・ｼｽﾃﾑ

・ﾒー ﾙ

・FAX

収集に協力
・メール
・ＦＡＸ

※システムとは、安否情報システムによる安否情報の入力をいう。

町は、安否情報の収集及び提供に当たっては、国民保護措置の実施状況を考慮の上、その緊

急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答に

ついて必要な事項を、以下のとおり定める。
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において、安否情報の提供への協力を要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範囲内で行

われるものであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。

(3) 安否情報の整理

町は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図

るよう努める。この場合において、重複している情報や真偽が定かでない情報についても、そ

の旨がわかるように整理する。

２ 県に対する報告

町は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報システムを使用する。システムが使用

できない場合は、安否情報省令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的

記録を含む。）を、電子メールにて県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方法による

ことができない場合は、口頭や電話での報告を行う。

３ 安否情報の照会に対する回答

(1) 安否情報の照会の受付

ア 町は、安否情報の照会窓口、電話、ＦＡＸ及びメールアドレスについて、町対策本部を設置

すると同時に住民に周知する。

イ 住民からの安否情報の照会については、原則として町対策本部に設置する対応窓口に、安

否情報省令第３条に規定する様式第４号に必要事項を記載した書面を提出することにより受

け付ける。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が

遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、電

子メールなどでの照会も受け付ける。

(2) 安否情報の回答

ア 町は、当該照会に係る者の安否情報を保有する場合には、安否情報の照会を行う者の身分

証明書の確認等により本人確認を行うことにより、当該照会が不当な目的によるものではな

く、また、照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがないと

認めるときは、安否情報省令第４条に規定する様式第５号により、当該照会に係る者が避難

住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷しているか否かの別を回答

する。

イ 町は、照会に係る者の同意があるとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、照会

をしようとする者が必要とする安否情報に応じ、必要と考えられる安否情報項目を様式第５

号により回答する。

ウ 町は、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相手の氏名や

連絡先等を記録する。
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(3) 個人の情報の保護への配慮

ア 安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取扱いについては十分留意すべきこと

を職員に周知徹底するなど、安否情報データの管理を徹底する。

イ 安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷又は疾

病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、

安否情報回答責任者が判断する。

４ 日本赤十字社に対する協力

町は、日本赤十字社千葉県支部の要請があったときは、当該要請に応じ、その保有する外国人

に関する安否情報を提供する。

当該安否情報の提供に当たっても、個人の情報の保護に配慮しつつ、情報の提供を行う。
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第７章 武力攻撃災害への対処

第１ 武力攻撃災害への対処

１ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方

(1) 武力攻撃災害への対処

町は、国や県等の関係機関と協力して、町の区域に係る武力攻撃災害への対処のために必要

な措置を講ずる。

(2) 知事への措置要請

町は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、武力攻撃により多数の死

者が発生した場合や、ＮＢＣ攻撃による災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門

知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合など、町が武力攻撃災害を防除し、

又は軽減することが困難であると認めるときは、知事に対し、必要な措置の実施を要請する。

(3) 対処に当たる職員の安全の確保

町は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や防護服の着用

等の安全の確保のための措置を講ずる。

２ 武力攻撃災害の兆候の通報

町は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発

見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者からの直接の通報又は消防組合から通知を受けたと

きは、佐倉警察署の協力を得つつ、事実関係の確認を行い、必要があると認めるときは、知事に

通知するものとする。また、兆候の性質により、必要な関係機関に対し通知する。

町は、武力攻撃災害への対処においては、災害現場における対応とともに、特殊な武力攻撃

災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら関係機関との連携のもとで活動を行う必

要があり、武力攻撃災害への対処に関する基本的な事項を、以下のとおり定める。
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第２ 応急措置等

１ 退避の指示

(1) 退避の指示

ア 町は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要がある

と認めるときは、住民に対し退避の指示を行う。

この場合において、退避の指示に際し、必要により現地調整所を設置、若しくは関係機関

により設置されている場合には、職員を早急に派遣し、関係機関との情報の共有や活動内容

の調整を行う。

※ 退避の指示について

退避の指示は、武力攻撃災害に伴う目前の危険を一時的に避けるため、特に必要がある場

合に地域の実情に精通している町長が独自の判断で住民を一時的に退避させるものである。

ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合に、住民に危険が及ぶことを防止するため、県対策本

部長による避難の指示を待ついとまがない場合は、町は、被害発生の現場からの情報により、

その緊急性等を勘案して付近の住民に退避の指示をする。

※ 退避の指示（一例）

イ 屋内退避の指示

町は、住民に退避の指示を行う場合において、その場から移動するよりも、屋内に留まる

方がより危険性が少ないと考えられるときには、「屋内への退避」を指示する。「屋内への

退避」は、次の場合に行うものとする。

(ｱ) ＮＢＣ攻撃と判断される場合において、住民が何ら防護手段なく移動するよりも、屋内

の外気から接触が少ない場所に留まる方がより危険性が少ないと考えられるとき。

(ｲ) 敵のゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の実態等についての情報がない場合に

おいて、屋外で移動するよりも屋内に留まる方が不要の攻撃に巻き込まれるおそれが少な

町は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要がある

と認めるときに、自らの判断に基づき、退避の指示や警戒区域の設定を行う措置の実施に必

要な事項について、以下のとおり定める。

● ○○地区、△△地区の住民については、外での移動に危険が生じるため、近隣

の堅牢な建物など屋内に一時退避すること。

● ○○地区、△△地区地区の住民については、○○地区の△△ （一時）避難場

所へ退避すること。
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いと考えられるとき。

(2) 退避の指示に伴う措置等

ア 町は、退避の指示を行ったときは、町防災行政無線、広報車、町ホームページ、ＳＮＳ等

により速やかに住民に伝達するとともに、放送事業者に対してその内容を連絡する。また、

退避の指示の内容等について、知事に通知を行う。

退避の必要がなくなり、指示を解除した場合も同様に伝達等を行う。

イ 町は、知事、警察官等から退避の指示の通知を受けた場合は、退避の指示を行った理由、

指示の内容等について情報の共有を図り、退避の実施に伴い必要な活動について調整を行う。

(3) 安全の確保等

ア 町は、退避の指示を住民に伝達する町の職員に対して、二次被害が生じないよう国及び県

からの情報や町で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報

を共有するほか、消防組合、佐倉警察署などと現地調整所等において連携を密にし、活動時

の安全の確保に配慮する。

イ 町の職員及び消防職団員が退避の指示に係る地域において活動する際は、必要に応じて警

察官等の意見を聞くなど安全確認を行った上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を

入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、また、地域からの退避方法等の確認を行う。

ウ 町は、退避の指示に従事する町の職員に対して、武力攻撃事態等においては、必ず特殊標

章等を交付し、着用させるものとする。

２ 警戒区域の設定

(1) 警戒区域の設定

町は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民からの

通報内容、関係機関からの情報提供、現地調整所等における関係機関の助言等から判断し、住

民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域の設

定を行う。

※ 警戒区域の設定について

警戒区域の設定は、武力攻撃災害に伴う目前の危険を避けるため、特に必要がある場合は、

退避の指示と同様に、地域の実情に精通している町の判断で一時的な立入制限区域を設ける

ものである。

警戒区域は、一定の区域をロープ等で明示し、当該区域内への立入制限等への違反につい

ては、罰則を科して履行を担保する点で退避の指示とは異なるものである。

(2) 警戒区域の設定に伴う措置等

ア 町は、警戒区域の設定に際しては、町対策本部に集約された情報のほか、現地調整所にお

ける佐倉警察署、自衛隊等からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。



80

また、事態の状況の変化により、警戒区域の範囲の変更等を行う。

ＮＢＣ攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装備等を有

する機関に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を設定する。

イ 町は、警戒区域の設定に当たっては、ロープ、標示板等で区域を明示し、町防災行政無線、

広報車、町ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、住民に広報・周知する。また、放送事業者に対

してその内容を連絡する。

武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該区域への立入りを制

限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。

ウ 警戒区域内では、交通の要所に職員を配置し、消防組合、佐倉警察署等と連携して、車両

及び住民が立ち入らないよう必要な措置を講ずるとともに、不測の事態に迅速に対応できる

よう現地調整所等における関係機関との情報共有にもとづき、緊急時の連絡体制を確保する。

エ 町は、知事、警察官、自衛官から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた場合は、警戒区

域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域設定に伴い必要な活動

について調整を行う。

(3) 安全の確保

町は、警戒区域の設定を行った場合についても、退避の指示の場合と同様、区域内で活動す

る職員の安全の確保を図る。

３ 応急公用負担等

(1) 町の事前措置

町は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害を拡大させるおそれがあ

ると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害拡大防止のために必要

な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示する。

(2) 応急公用負担

町は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、

次に掲げる措置を講ずる。

ア 他人の土地、建物その他の工作物の一時使用

イ 土石、竹木その他の物件の使用若しくは収用

ウ 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置

の実施の支障となるものの除去その他必要な措置

（工作物等を除去したときは、保管）

４ 消防に関する措置等

(1) 町が行う措置

町は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻撃等や被害
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情報の早急な把握に努めるとともに、消防組合、佐倉警察署等と連携し、効率的かつ安全な活

動が行われるよう必要な措置を講じる。

(2) 消防機関の活動

消防組合は、国民保護法、消防組織法、消防法及びその他の法令に基づき、武力攻撃災害か

ら住民を保護するため、消防職団員の活動上の安全確保に配慮しつつ、消火活動及び救助・救

急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、軽減する。

この場合において、町は、消防組合に対し、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力

攻撃災害への対処を行うことを要請するとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下

で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。

(3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請

町は、町の区域内の消防力のみをもってしては対処できないと判断した場合は、知事又は他

の市町村長に対し、相互応援協定等に基づく消防の応援要請を行う。

(4) 緊急消防援助隊等の応援要請

町は、前項による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は武力攻撃災

害の規模等により必要と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本

的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運用要綱に基づき、知事を通じ又は、必要に応じ、

直接に消防庁長官に対し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要

請する。

(5) 消防の応援の受入れ体制の確立

町は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示により緊急消防援助隊の出

動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行なわれるよう、

知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、進出拠点等に関する調整や指揮体

制の確立を図るなど消防の応援の受入れに関して必要な事項の調整を行う。

(6) 消防の相互応援に関する出動

町は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請があった場合及び消防庁長

官による緊急消防援助隊等の出動指示があった場合に伴う消防の応援を迅速かつ円滑に実施す

るために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、知事との連絡体制を確保するとともに、消防組

合と連携し、出動可能な消防部隊の把握を行うなど、消防の応援出動等のための必要な措置を

行う。

(7) 医療機関との連携

町は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリアージの実施等

について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。
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(8) 安全の確保

ア 町は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対し、二次被害を生じることがないよ

う、国対策本部及び県対策本部からの情報を町対策本部に集約し、全ての最新情報を提供す

るとともに、佐倉警察署との連携した活動体制を確立するなど、安全の確保のための必要な

措置を行う。

イ 町は、必要により現地に職員を派遣し、消防組合、佐倉警察署、自衛隊等と共に現地調整

所を設けて、各機関の情報の共有、連絡調整にあたらせるとともに、町対策本部との連絡を

確保させるなど安全の確保のための必要な措置を行う。

ウ 町が被災地でない場合、町は、知事又は消防庁長官から消防の応援等の指示を受けたとき

は、武力攻撃の状況及び予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機材、設備、

薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提供及び支援を行う。

エ 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場においては、消防

組合と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。

オ 町は、特に現場で活動する消防団員等に対し、必ず特殊標章等を交付し着用させるものと

する。
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第３ 生活関連等施設における災害への対処等

１ 生活関連等施設の安全確保

(1) 生活関連等施設の状況の把握

町は、町対策本部を設置した場合においては、町内に所在する生活関連等施設の安全に関す

る情報、各施設における対応状況等の必要な情報を収集する。

(2) 消防組合に対する支援要請

町は、生活関連等施設の管理者から支援の要請があったときは、消防組合に対し、指導、助

言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行うよう要請

する。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。

(3) 町が管理する施設の安全の確保

町は、町が管理する生活関連等施設について、当該施設の管理者としての立場から、安全確

保のために必要な措置を行う。

この場合において、町は、必要に応じ、消防組合、佐倉警察署その他の行政機関に対し、支

援を求める。

また、このほか、生活関連等施設以外の町が管理する施設についても、生活関連等施設にお

ける対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の措置を講ずる。

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除

(1) 危険物質等に関する措置命令

町は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるとき

は、消防組合に対し、危険物質等の取扱者に武力攻撃災害発生防止のための措置を講ずべきこ

とを命ずるよう要請する。

なお、避難住民の輸送などの措置において当該物質等が必要となる場合は、関係機関と町対

策本部で所要の調整を行う。

危険物質等に関する措置については、消防組合の管理者が命ずることができる。

対象及び措置は、以下のとおり。

ア 対 象

消防法第１１条第１項第１号に規定する消防本部等所在市町村の区域に設置される消防法

町は、生活関連等施設などの特殊な対応が必要となる施設について、国の方針に基づき必要な

対処が行えるよう、国、県その他の関係機関と連携した町の対処に関して、以下のとおり定める。
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第２条第７項の危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）又は一の消

防本部等所在町の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うもの（国

民保護法施行令第２９条）

イ 措 置

(ｱ) 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限（消防法第１２条の３）

(ｲ) 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限（国民保護

法第１０３条第３項第２号）

(ｳ) 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄（国民保護法第１０３条第３項第３号）

(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告

町は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるときは、警備の強化を求める。

また、前項の措置を講ずるために必要があると認める場合は、危険物質等の取扱者から危険

物質等の管理の状況について報告を求める。

(3) 町による事前措置

町は、武力攻撃災害が発生した場合、被害を拡大させる恐れがある設備又は物件の所有者や

管理者に対して、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、設備・物件の除去、

その他必要な措置を講じることを指示することができる。
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第４ ＮＢＣ攻撃による災害への対処等

１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処

町は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を踏まえた

対応を行うことを基本とし、特に対処の現場における初動的な応急措置を講ずる。

(1) 応急措置の実施

町は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に応じて、現場

及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指示し、又は警戒区域を

設定する。

町は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因物質の特

定、被災者の救助等の活動を行う。

(2) 国の方針に基づく措置の実施

町は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる場合にお

いては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく各省庁における活動内容について、県

を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。

(3) 関係機関との連携

町は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、町対策本部において、消防組合、佐倉警察署、自衛隊、

医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する情

報を共有し、必要な対処を行う。

その際、必要により現地調整所を設置し又は職員を派遣して、現場における関係機関の活動

調整の円滑化を図るとともに、町は、現地調整所の職員から最新の情報をもとに、県に対して

必要な資機材や応援等の要請を行う。

(4) 町長の権限

町長は、知事より汚染の拡大を防止するため協力の要請があったときは、措置の実施に当た

り、佐倉警察署等関係機関と調整しつつ、国民保護法第１０８条第１項に掲げる権限を行使す

る。

町は、ＮＢＣ攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずるに

当たり必要な事項について、以下のとおり定める。
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町は、上記表中の第１号から第４号までに掲げる権限を行使するときは、当該措置の名あて

人に対し、国民保護施行令第３１条に定める次の表に掲げる事項を通知する。ただし、差し迫

った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人

（上記表中の占有者、管理者等）に通知する。

上記表中第５号及び第６号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の表に掲げる事

項を掲示する。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。

(5) 要員の安全の確保

町は、ＮＢＣ攻撃を受けた場合、武力攻撃災害の状況等の情報を現地調整所や県から積極的

な収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ずる要員の安全の確保

に配慮する。

対 象 物 件 等 措 置

１ 号 飲食物、衣類、寝具その他の物件

占有者に対し、以下を命ずる。

・移動の制限

・移動の禁止

・廃棄

２ 号 生活の用に供する水

管理者に対し、以下を命ずる。

・使用の制限又は禁止

・給水の制限又は禁止

３ 号 死 体
・移動の制限

・移動の禁止

４ 号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 ・廃棄

５ 号 建 物

・立入りの制限

・立入りの禁止

・封鎖

６ 号 場 所
・交通の制限

・交通の遮断

１． 当該措置を講ずる旨

２． 当該措置を講ずる理由

３．

当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記表中第５号及び

第６号に掲げる権限を行使する場合にあっては、当該措置の対象となる建物又は

場所）

４． 当該措置を講ずる時期

５． 当該措置の内容
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２ 汚染原因に応じた対応

町は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連携の下、それぞれ次の点に

留意して措置を講ずる。

(1) 核攻撃等の場合

町は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助する

ため、汚染の範囲特定に資する被災情報を県に直ちに報告する。

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を行いつつ、活

動を実施させる。

(2) 生物剤による攻撃の場合

町は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う汚染の原因物質の

特定等に資する情報収集などの活動を行う。また、必要に応じ関係機関による消毒等の措置の

要請、支援を行う。

※ 生物剤を用いた攻撃の場合における留意事項

天然痘等の生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、また、発症する

までの潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布されたと判明したときには既

に被害が拡大している可能性がある。生物剤を用いた攻撃については、こうした特殊性にか

んがみ、特に留意が必要である。

このため、町の国民保護担当部署においては、生物剤を用いた攻撃の特殊性に留意しつつ、

生物剤の散布等による攻撃の状況について、通常の被害の状況等の把握の方法とは異なる点

にかんがみ、保健衛生担当部署等と緊密な連絡を取り合い、厚生労働省を中心とした一元的

情報収集、データ解析等サーベイランス（疾病監視）による感染源及び汚染地域への作業に

協力することとする。

(3) 化学剤による攻撃の場合

町は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う原因物質の特定、

汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集などの活動を行う。
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第８章 被災情報の収集及び報告

１ 被災情報の収集

(1) 町は、電話、町防災行政無線その他の通信手段により、武力攻撃災害が発生した日時及び場

所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報につ

いて収集する。

(2) 町は、情報収集に当たっては消防組合、佐倉警察署等との連絡を密にするとともに、特に消

防機関は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用した情報の収集を

行う。

２ 被災情報の報告

(1) 町は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災害等即報要領（昭和５９

年１０月１５日付消防災第２６７号消防庁長官通知）に基づき、電子メール、ＦＡＸ等により

直ちに被災情報の第一報を報告する。

(2) 町は、第一報を消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集に努めるとともに、収集した情

報についてあらかじめ定めた様式に従い、電子メール、ＦＡＸ等により県が指定する時間に県

に対し報告する。

なお、新たに重大な被害が発生した場合など、町長が必要と判断した場合には、直ちに、火

災・災害等即報要領に基づき、県及び消防庁に報告する。

町は、被災情報を収集するとともに、知事に報告することとされていることから、被災情報

の収集及び報告に当たり必要な事項について、以下のとおり定める。
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第９章 保健衛生の確保その他の措置

１ 保健衛生の確保

町は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、防災計

画に準じて、次に掲げる措置を実施する。

(1) 保健衛生対策

町は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者による健康相談、指導等を実

施する。また、精神科医等の専門家の協力を得て、被災者の心のケアの問題に対応するものと

する。この際、特に要配慮者の心身双方の健康状態への配慮を行う。

(2) 防疫対策

町は、避難住民等の生活環境の悪化、病原体に対する抵抗力の低下による感染症等の発生を

防ぐため、県等と連携し感染症予防のための啓発、健康診断及び消毒等の措置を実施する。

(3) 食品衛生確保対策

町は、避難先地域における食中毒等の防止をするため、県と連携し、食品等の衛生確保のた

めの措置を実施する。

(4) 飲料水衛生確保対策

ア 町は、避難先地域における感染症等の防止をするため、県と連携し、飲料水確保、飲料水

の衛生確保のための措置及び飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等についての住民に

対して情報提供を実施する。

イ 町は、地域防災計画の定めに準じて、水道水の供給体制を整備する。

ウ 町は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能力の不足、又は予想される場合

については、県に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を行う。

(5) 栄養指導対策

町は、避難先地域の住民の健康維持のため、栄養管理、栄養相談及び指導を県と連携し実施

する。

町は、避難施設等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適

切かつ迅速に行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項につ

いて、以下のとおり定める。
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(6) 環境衛生対策

ア ごみ、がれき、産業廃棄物処理

町は、武力攻撃災害発生時においては、その特殊性に配慮しながら、「酒々井町災害廃棄

物処理計画」に基づき廃棄物対策を実施していくものとする。

イ し尿処理

(ｱ) 町が行う措置

町は、し尿を衛生的に処理するため、し尿施設の速やかな復旧を実施する。また、収集

運搬車両を確保して円滑な収集・運搬に努め、避難住民等の生活に支障が生じることがな

いよう努めるものとする。

(ｲ) 避難施設等への仮設(簡易)トイレの設置

町は県の協力のもと、仮設(簡易)トイレを速やかに設置するとともに、十分な衛生管理

を行うこととする。

(ｳ) 広域的な支援・協力

町は、し尿処理を実施するに当たって、収集・運搬及び処理に必要な人員、車両や処理

施設が不足すると認められる場合には、県に対して支援を要請するものとする。

２ 廃棄物の処理

(1) 廃棄物処理の特例

ア 町は、環境大臣が指定する特例地域においては、県と連携し廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律に基づく廃棄物処理業の許可を受けていない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定

める特例基準に定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせる。

イ 町は、前項により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準に適合し

ない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたことが判明したときは、速やかにその者に対し、

期限を定めて廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他の必要な措置を講ずべきこと

を指示するなど、特例基準に従うよう指導する。

(2) 廃棄物処理対策

ア 町は、防災計画に準じて、「震災廃棄物対策指針」（平成１０年厚生省生活衛生局作成）

等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。

イ 町は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足する、又は

不足すると予想される場合については、県に対して他の市町村との応援等にかかる要請を行

う。
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第１０章 国民生活の安定に関する措置

１ 生活関連物資等の価格安定

町は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは

役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資等」という。）の適切な供給

を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために県等の関係機関が実施する

措置に協力する。

２ 避難住民等の生活安定等

(1) 被災児童生徒等に対する教育

町教育委員会は、県教育委員会と連携し、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じな

いようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、被災による生

活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助等を行うとともに、避難住民等が被災地に復帰する際

の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。

(2) 公的徴収金の減免等

町は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、町税に関する申

告、申請及び請求等の書類、納付または納入に関する期間の延長並びに町税(延滞金を含む)の

徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。

３ 生活基盤等の確保

(1) 水の安定的な供給

町は、水道事業者として消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃

事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。

(2) 公共的施設の適切な管理

町は、町の管理する道路、公共的施設を適切に管理する。

町は、武力攻撃事態等における国民生活の安定に関する措置について、以下のとおり定める。
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第１１章 特殊標章等の交付及び管理

※ 特殊標章等の意義について

１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加

議定書（第一追加議定書）において規定される国際的な特殊標章等は、国民保護措置に係る職

務、業務又は協力（以下「職務等」という。）を行う者及びこれらの者が行う職務等に使用さ

れる場所若しくは車両、船舶、航空機等（以下「場所等」という。）を識別するために使用す

ることができ、それらは、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書の規定に従って保護される。

１ 特殊標章等

(1) 特殊標章

第一追加議定書第６６条３に規定される国際的な特殊標章（オレンジ色地に青の正三角形）

(2) 身分証明書

第一追加議定書第６６条３に規定される身分証明書（様式のひな型は下記のとおり。）

(3) 識別対象

国民保護措置に係る職務等を行う者、国民保護措置に係る協力等のために使用される場所等

町は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書（以下「特

殊標章等」という。）を交付及び管理するため、特殊標章等の適切な交付及び管理に必要な事項

について、以下のとおり定める。
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２ 特殊標章等の交付及び管理

町長は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン（平成１７年

８月２日閣副安危第３２１号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態

法制担当）通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対

し、特殊標章等を交付及び使用させる。

(1) 町の職員で国民保護措置に係る職務を行う者

(2) 消防団長及び消防団員

(3) 町長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(4) 町長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

３ 特殊標章等に係る普及啓発

町は、国、県及びその他関係機関と協力しつつ、特殊標章等及び赤十字標章等の意義及びその

使用に当たっての濫用防止について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努める。
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第４編 緊急対処事態への備えと対処

第１章 総 論

第１ 基本的考え方

町は、武力攻撃に準じる大規模テロ等の緊急対処事態においては、基本指針を踏まえ、警報の通知

及び伝達を除き武力攻撃事態におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等における対処に準じて緊急対

処保護措置を行うこととなる。

一方、今日の安全保障環境に係る国の見解は、従来のような国家間における軍事的対立を中心とし

た問題のみならず、米国の９．１１テロにみられるとおり、国際テロ組織などの非国家主体が重大な

脅威であるとしている。

このため、本編では近年高まっている大規模テロの脅威が我が国にも及んでいる現状、並びに、緊

急対処事態においては、発生当初は災害と区別できないことや発生した事態に対して多様な対応が考

えられるため、より詳細に記述することとする。

第２ 事態想定ごとの被害概要

緊急対処事態に係る事態想定ごとの被害概要は、以下のとおりである。

１ 攻撃対象施設等による分類

(1) 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態

町は、武力攻撃に準じる大規模テロ等の緊急対処事態においても、国民保護措置に準じて適

切に緊急対処保護措置を講じ、対処する必要がある。そのための平素からの備えと対処につい

て基本的な考え方を以下のとおり定める。

事態例 被害の概要

石油コンビナート、可燃

性ガス貯蔵施設等の爆破

・爆発及び火災の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ラ

イフライン等が被災し、社会経済活動に支障が生じる。

危険物積載船への攻撃
・危険物の拡散による沿岸住民への被害が発生するとともに、港湾及

び航路の閉塞、海洋資源の汚染等社会経済活動に支障が生じる。

ダムの破壊 ・ダムが破壊された場合には、下流に及ぼす被害は多大なものとなる。

近隣県の原子力事業所等

の破壊

・大量の放射性物質が放出され、周辺住民が被ばくする。

・汚染された飲食物を摂取した住民が被ばくする。
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(2) 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態

２ 攻撃手段による分類

(1) 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態

事態例 被害の概要

大規模集客施設、ターミ

ナル駅等の爆破
・大規模集客施設、ターミナル駅等で爆破が行われたとき、爆破による

人的被害が発生し、施設が崩壊したときには人的被害は多大なものと

なる。列車等の爆破

政治経済活動の中枢※

に対する攻撃

※庁舎、金融機関、交通施

設、空港、トンネル、電力

施設、通信施設等

・施設等の破壊等により、政治行政や社会経済活動に支障が生じる。

・行政機能の低下により事態対処の遅延が生ずる。

・行政サービスの停止、電気・通信・交通障害、物流停滞等により国民

生活が圧迫される。

・物価、金融相場の乱高下及び対外的信用低下により経済損失が生ず

る。

事態例 被害の概要

＜放射性物質＞

〇ダーティボム等の爆発

による放射能の拡散

○水源地に対する放射性

物質の混入

・ダーティボムの爆発による被害は、爆弾の破片及び飛び散った物体

による被害並びに熱及び炎、また、放射性物質による被ばくや、汚染

による被害及び不安が生じることである。

・ダーティボムの爆発により放射線被ばくや放射性物質により汚染

が起きると急性障害や発がんを含む晩発障害が起きることがある。

・小型爆弾の特徴については、核兵器の特徴と同様である。まず、核

爆発によって爆心地周辺においては、熱線、爆風及び中性子線やガン

マ線が発生し、物質の燃焼、建造物の破壊、被ばくや放射性物質によ

る汚染の被害を短期間にもたらすほか、中性子線により放射化された

建築物や土壌から放射線が発生し、放射性物質を含んだ降下物が風下

方向に拡散し、被害範囲を拡大させる。

・水源地に対する放射性物質の混入による被害は、放射性物質による

内部被ばくや社会的不安を引き起こすことである。

＜生物剤・毒素＞

〇炭疽菌等生物剤の航空

機等による大量散布

○水源地に対する毒素等

の混入

・生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、発症

するまでの潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布さ

れたと判明したときには、既に被害が拡大している可能性がある。

・生物剤による被害は、使用される生物剤の特性、特にヒトからヒト

への感染力、ワクチンの有無、既知かどうか等により被害の範囲が異

なるが、ヒトを媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合には、二

次感染により被害が拡大することが考えられる。

・水源地に対する毒素等の混入による被害は、汚染による健康被害及

び不安が生じることである。
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(2) 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態

＜化学剤＞

〇市街地等におけるサリ

ン等化学剤の大量散布

・一般に化学剤は、地形、気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、

空気より重いサリン等の神経剤は下をはうように広がり人的被害を

もたらす。

事態例 被害の概要

〇航空機等による多数の

死傷者を伴う自爆テロ

・主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり、施設の規模によって

被害の大きさが変わる。

・攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害も予想される。

・爆発、火災等の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ラ

イフライン等が被災し、社会経済活動に支障が生ずる。
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第３ 平素からの備え

１ 関係機関との連携

町は、県と連携を図り、放射性物質、生物剤、化学剤等原因物質の特定・分析、影響評価、防

護、多数の被害者の救急搬送、住民の避難、医療措置、除染・防疫、無害化等の緊急対処保護措

置の実施に必要な協力を得る。また、大規模なテロ等の発生時に、迅速かつ的確に医療の提供を

行うため、多数傷病者の円滑な搬送や医療機関の受け入れ体制の強化に努める。

あわせて、消防組合、佐倉警察署、自衛隊及び県等との危機管理・防災に係る様々な会議も活

用し、関係機関との連絡体制や発生時の実動面等の強化に努めるものとする。

２ 町が管理する公共施設における警戒

町は、その管理に係る公共施設等について、特に情勢が緊迫している場合等において、必要に

応じ、来場者確認の徹底等の不審者対策、消防組合、佐倉警察署等への定期的巡回依頼と連絡体

制の確認、職員及び警備員による見回り・点検、ポスターや館内放送等による利用者への広報啓

発など、警戒等の措置を実施し、施設の種別等に応じた予防対策を講ずることが重要である。

３ 対処マニュアル等の整備及び留意点

町は、緊急対処事態において、迅速な対応を図るため、対処マニュアルや緊急連絡体制の整備

を進め、必要に応じ、県及び関係機関と共有する。

なお、既存マニュアルの修正や新規作成を行うときには、特に以下の措置等について留意する

ものとする。

(1) 多数の被害者の救助、救急搬送、救急医療等の人命救助に関する措置

(2) 放射性物質、生物剤、化学剤等原因物質の特定・分析及び影響評価等に関する措置

(3) 放射性物質、生物剤、化学剤等の除染、防疫、無害化等に関する措置

(4) 国が想定している「現地調整所」の具体的運営や位置付け

４ 成田国際空港における備え

成田国際空港における緊急対処事態への備えについては、武力攻撃事態等への備え及び防災計

画第３章大規模事故災害応急対策計画第４節航空機事故災害対策計画に準ずるとともに、関係機

関との連携に努めるものとする。

緊急対処保護措置を講ずるため、武力攻撃事態に準じて平素から備えるほか、ＮＢＣテロ及

び爆発物を使用したテロを念頭に必要な事項について、以下のとおり定める。
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第２章 緊急対処事態への対処

第１ 事態認定前の対処

１ 情報連絡体制

町は、消防組合、佐倉警察署等からの連絡その他の情報により、緊急事態の発生を把握した場

合は、直ちにその旨を、町長へ報告するとともに、他の関係課（局・所 ）へ連絡し、県、関係

機関及び県を通じて国へ速やかに連絡する。

また、第一報に続き、事件の概要、経過、措置等に関する続報についても町長へ速やかに迅速

に報告するものとする。

２ 国民保護等連絡室の設置

(1) 町は、感染症の異常な発生や大規模集客施設、駅等の爆破など国における緊急対処事態の認

定につながる可能性のある事案に関する情報を入手した場合においては、情報収集・分析を迅

速に行うため、国民保護等連絡室を速やかに設置する。国民保護等連絡室は、武力攻撃事態に

おける国民保護等連絡室の要員により構成する。

なお、国民保護等連絡室は、政府において事態認定が行われたが、事案発生場所が町の区域

外であるなど町との直接関連度が低い場合は、必要により設置する。

(2) 国民保護等連絡室は、消防組合、佐倉警察署及び自衛隊等の関係機関を通じて当該事案に係

る情報収集に努め、国、県、指定公共機関及び指定地方公共機関等の関係機関に対して速やか

に情報提供を行う。

(3) 情報分析の結果、緊急対処事態に該当しないことが判明した場合は、国民保護等連絡室を廃

止する。

町は、武力攻撃事態と同様に、緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の

生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となることが

想定される。

そのため、初動体制を確立し、県及び関係機関等からの情報等を迅速に集約・分析して、そ

の被害の態様に応じた応急活動を行うなど、事態認定前の対処について、以下のとおり定める。
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３ 国の指定による町緊急対処事態対策本部に移行する場合の調整

(1) 国民保護等連絡室の廃止

町は、国民保護等連絡室を設置した後に、国において事態認定が行われ、町に対し緊急対処

事態対策本部（以下「町対策本部」という。）を設置すべき市町村の指定の通知があった場合

に、直ちに町対策本部を設置して新たな体制に移行するとともに、国民保護等連絡室を廃止す

るものとする。

(2) 事故災害対策本部からの移行

町が、事態を大規模事故として判断し、または、多数の人を殺傷する行為等の事案に伴い発

生した災害に対処するため、災害対策基本法に基づく事故災害対策本部を設置した場合におい

て、その後、国において事態認定が行われ、緊急対処事態対策本部を設置すべき市町村の指定

の通知があった場合には、町は、直ちに町対策本部を設置し、事故災害対策本部を廃止するも

のとする。

なお、町対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく避難の指示等の措置が講じられている

場合には、すでに講じられた措置に代えて、改めて国民保護法に基づく所要の措置を講ずるな

ど必要な調整を行うものとする。

第２ 町対策本部の設置の手順等

１ 町対策本部の設置手順

町対策本部の設置

町長は、国から、県を通じて市町村緊急対処事態対策本部を設置すべき指定の通知を受けた

場合、直ちに町対策本部を設置する。

次の項目については、町国民保護対策本部を設置する場合に準ずるものとする。

(1) 町対策本部を設置すべき市町村の指定の要請等

(2) 町対策本部の組織構成及び機能

(3) 町対策本部における広報等

(4) 町現地対策本部現地調整所及び現地対策本部の設置

(5) 町対策本部長の権限

(6) 町対策本部の廃止

(7) 通信の確保

町が、緊急対処事態における町対策本部を設置する場合の手順等について、以下のとおり定め

る。
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第３ 関係機関相互の連携と主な役割

１ 初動時における連携の基本モデルと主な役割

緊急対処事態認定前後における関係機関相互の連携形態は、武力攻撃事態における連携に準じ

るものとするが、特に初動対応で重要となるのは、町と消防組合及び佐倉警察署等の現地対処機

関との連携である。

初動時における現地対処関係機関の主な役割は以下のとおりと想定されており、基本的な連携

モデルは、次のとおり想定される。

(1) 緊急対処事態の認定につながる可能性のある事案（以下「緊急対処事態認定可能性事案」と

いう。）発生時の主な関係機関の役割

町が、緊急対処事態における事態認定前後において、特に重要となる初動時の関係機関相互

の連携について、以下のとおり定める。

町 情報収集、情報提供など

県 情報収集、情報提供及び健康相談など

佐倉警察署
情報収集、情報提供、現場の保存、立入禁止区域等の設定、原因物質の特定、避難

誘導、救助、交通規制及び捜査活動など

消防組合
情報収集、情報提供、簡易検知、救助、避難誘導、立入禁止区域等の設定、一次除

染、救急搬送におけるトリアージ、救急搬送、消火活動など

医療機関 救急医療、トリアージ及び二次除染など

自衛隊 捜索、救出及び除染など
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(2) 緊急対処事態認定前後の関係機関連携モデル

※ 「緊急対処事態」の形態は、いわゆるＮＢＣテロや爆発物を使用したテロなど様々であるが、上に示

している連携モデルは、事案発生時の各関係機関との連携のイメージを総括的に図示したものである。

※ 各関係機関の総合調整は、基本的には現地付近に設置される現地調整所と現地対策本部にて行う。
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２ 使用物質別の相互連携モデルと主な役割

大規模テロなど緊急対処事態認定可能性事案において使用される物質は様々であり、その物質

の性質類型ごとの現地対処関係機関の主な役割は以下のとおり想定されており、連携モデル及び

発生時の連絡系統図は、以下のとおり想定される。

(1) 放射性物質が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下「放射性物質テロ等」という。）

ア 放射性物質テロ等発生時の主な関係機関の役割

町 情報収集、情報提供及び避難誘導など

国 情報収集、情報提供、専門家の派遣及びモニタリングなど

県 情報収集、情報提供、健康相談及びモニタリングなど

警 察
情報収集、情報提供、現場の保存、立入禁止区域等の設定、避難誘導、救助、交

通規制及び捜査活動など

消 防
情報収集、情報提供、簡易検知、救助、避難誘導、立入禁止区域等の設定、救急

搬送及び消火活動など

医療機関 救急医療、トリアージ及び除染など

自衛隊 捜索、救出及び除染など
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イ 放射性物質テロ等発生時の関係機関連携モデル

※ 放射性物質テロの事例としては、大規模な被害が想定されるものとしては、輸送中の放射性物質の近

くでトラック爆弾（大量の爆発物を積んだ大型車）を爆破させるというようなことが挙げられる。
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(2) 生物剤が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下「生物テロ等」という。）

ア 生物テロ等発生時の主な関係機関の役割

町 情報収集、情報提供など

県
情報収集、情報提供、健康相談、感染経路等の調査、生物剤の検出、ワクチン接

種（医療機関と協力）及び（可能な範囲で）地域・施設の除染、消毒など

警 察
情報収集、情報提供、現場の保存、立入禁止区域等の設定、避難誘導、救助、交

通規制、原因物質の特定等及び捜査活動など

消 防
情報収集、情報提供、簡易検知、救助、避難誘導、立入禁止消防区域等の設定、

被害者の除染（生物剤を含んだ物質を散布されたときなど）及び救急搬送など

医療機関 救急医療、健康福祉センター（保健所）への届け出など

自衛隊 捜索、救出及び除染など
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イ 生物テロ等発生時の関係機関連携モデル

※ ヒトや動物を媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合は、攻撃が行われた時期、場所等の

特定が通常困難であることに留意する。
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(3) 化学剤が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下「化学テロ等」という。）

ア 化学テロ等発生時の主な関係機関の役割

町 情報収集、情報提供など

県 情報収集、情報提供及び健康相談など

警 察
情報収集、情報提供、現場の保存、立入禁止区域等の設定、

交通規制、原因物質の特定等、捜査活動など

消 防
情報収集、情報提供、簡易検知、救助、立入禁止区域等の設定、被害者の一次除

染、救急搬送におけるトリアージ及び救急搬送など

医療機関 救急医療、トリアージ及び被害者の二次除染など

自衛隊 捜索、救出及び除染など
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イ 化学テロ等発生時の関係機関連携モデル

※ （公財）日本中毒情報センター

テロに使用された物質に関する助言を行う。（除染剤、除染方法、処理方法など）
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(4) 爆発物が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下「爆発物テロ等」という。）

ア 爆発物テロ等発生時の主な関係機関の役割

町 情報収集、情報提供など

県 情報収集、情報提供、健康相談及び自衛隊派遣要請など

警 察
情報収集、情報提供、現場の保存、救助、避難誘導、立入禁止区域等の設定、交

通規制及び捜査活動など

消 防
情報収集、情報提供、救助、避難誘導、立入禁止区域等の設定、救急搬送におけ

るトリアージ、救急搬送及び消火活動など

医療機関 救急医療、トリアージなど

自衛隊 捜索、救出など
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イ 爆発物テロ等発生時の関係機関連携モデル
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第４ 緊急対処事態への対処上の留意点

１ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達

緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案

して、警報の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏まえ、町は、緊急対処事

態における警報については、通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関、当該地域に所在す

る施設の管理者及び当該地域をその業務の範囲とする指定地方公共機関等に対し県と連携し通

知及び伝達を行う。

なお、緊急対処事態における警報の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態

等における警報の通知及び伝達に準じて、これを行う。

２ 赤十字標章等の標章の取扱い

赤十字標章等及び特殊標章等は、国際的な武力紛争において使用されるものであることから、

武力攻撃事態等における赤十字標章等の標章に関する法の規定は、国際的な武力紛争ではない緊

急対処事態には準用されていないので留意する。

３ 国民経済上の措置の取扱い

武力攻撃事態が長期にわたる場合を前提とした、国民経済上の措置に関する規定(生活関連物

資等の価格の安定、金銭債務の支払猶予等に関する規定）は、長期にわたるものと想定していな

い緊急対処事態には準用されていないので留意する。

４ 重要施設に係る緊急対処事態における災害への対処

成田国際空港に係る緊急対処事態における災害への対処については、武力攻撃災害への対処に

準じて行うものとする。

緊急対処事態は、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想

定されるため、原則として、武力攻撃事態等への対処に準じて行うこととされており、その取

扱い上の留意すべき点について、以下のとおり定める。
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第５編 復旧等

第１章 応急の復旧

１ 基本的考え方

(1) 町が管理する施設及び設備の緊急点検等

町は、武力攻撃災害等が発生した場合には、職員等従事者の安全の確保をした上でその管理

する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災

者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う。

(2) 通信機器の応急の復旧

町は、武力攻撃災害等の発生により、防災行政無線等関係機関との通信機器に被害が発生し

た場合には、予備機器への切り替え等を行うとともに、保守要員により速やかな復旧措置を講

ずる。また、復旧措置を講じてもなお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関との連

絡を行うものとし、直ちに県及び総務省にその状況を連絡する。

(3) 県に対する支援要請

町は、応急の復旧のための措置を講ずるに当たり必要があると認める場合には、県に対し、

それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他必要な措置に関し支援を求める。

２ 公共的施設の応急の復旧

(1) 町が管理するライフライン施設の応急の復旧

町は、武力攻撃災害等が発生した場合には、町が管理するライフライン施設について、速や

かに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための措置を講ず

る。

(2) 町が管理する施設の応急の復旧

町は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路等及び施設について、速やかに

被害の状況を把握し、その状況を県に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物の除去

その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講ずる。

町は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害及び緊急対処事態（以下「武力攻

撃災害等」という。）が発生したときは、一時的な修繕や補修など応急の復旧のため必要な措

置を講じることとし、応急の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。
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第２章 武力攻撃災害等の復旧

１ 国における所要の法制の整備等

武力攻撃災害等が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要

の法制が整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害等が発生したときは、本格的な復旧

に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することとされており、町は、武力攻撃

災害等の復旧について、国が示す方針にしたがって県と連携して実施する。

２ 町が管理する施設及び設備の復旧

町は、武力攻撃災害等により町の管理する施設及び設備が被災した場合は、被災の状況、周辺

地域の状況等に応じて迅速な復旧を行う。また、必要があると判断するときは、地域の実情等に

応じ、県と連携して、当面の復旧の方向を定める。

町は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害等による被害が発生したときは、

武力攻撃災害等の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。
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第３章 国民保護措置等に要した費用の支弁等

１ 国民保護措置等に要した費用の支弁、国への負担金の請求

(1) 国に対する負担金の請求方法

町が国民保護措置等の実施に要した費用で町が支弁したものについては、国民保護法により

原則として国が負担することとされていることから、別途国が定めるところにより、国に対し

負担金の請求を行う。

(2) 関係書類の保管

町は、武力攻撃事態等において、国民保護措置等の実施に要する費用の支出に当たっては、

その支出額を証明する書類等を保管する。

２ 損失補償、実費弁償及び損害補償

(1) 損失補償

町は、国民保護法に基づく土地等の一部使用等の行政処分を行った結果、通常生ずべき損失

については、国民保護法施行令に定める手続等に従い、補償を行う。

(2) 実費弁償

町は、国民保護法に基づいて行った医療の実施の要請又は指示に従って医療を行う医療関係

者に対しては、国民保護法施行令で定める基準に従い、その実費を弁償する。

(3) 損害補償

町は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を受けて協力をした者がそのた

めに死傷したときは、国民保護法施行令に定める手続等に従い、損害補償を行う。

町が国民保護措置及び緊急対処保護措置(以下「国民保護措置等」という。）の実施に要した

費用については、原則として国が負担することとされており、国民保護措置等に要した費用の

支弁等に関する手続等に必要な事項について、以下のとおり定める。
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３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん

町は、県の対策本部の総合調整、避難住民の誘導若しくは避難住民の輸送に係る指示をした場

合において、総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって損失を受けたときは、国民保護法

施行令に定める手続に従い、県に対して損失の請求を行う。

ただし、町の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。

４ その他の国民保護措置等に要した費用の支弁等

(1) 損失補償及び損害補償

国民保護法に基づき町が行う損失補償及び損害補償の手続等については、県国民保護計画に

準じて定めるものとする。

(2) 県が町の国民保護措置を代行した場合の費用の支弁

町が武力攻撃災害により事務の実施が困難となった場合において、国民保護措置等が実施さ

れた場合の費用については県が支弁する。

(3) 町が救援の事務を行った場合の費用の支弁

国民保護法第７６条第１項の規定により救援に関する事務を町が行った際の費用は、県が支

弁する。

なお、県が当該費用を支弁するいとまがないときは、町が一時的に立て替え支弁をすること

ができるものとする。

その他、町が国民保護措置等の実施に要した費用の支弁等は、県国民保護計画に準じるもの

とする。

５ 他の市町村の応援を受けた場合の費用の支弁

町は、国民保護措置等の実施において他の市町村等の応援を受けた際は、応援に要した費用を

支弁するものとする。

なお、当該応援を受けて費用を支弁するいとまがないときは、応援をした市町村等に費用の一

時立て替え支弁を求めるものとする。
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１ 条例、要綱等

(1) 酒々井町国民保護協議会条例

平成１８年６月２０日

条 例 第 ２ ０ 号

（趣旨）

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号）第４０条第８項の規定により、酒々井町国民保護協

議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（委員及び専門委員）

第２条 協議会の委員の定数は、２５人以内とする。

２ 専門委員は、その者の任命に係る専門の事項に関する調査が終了したときは、解

任されるものとする。

（会長の職務代理）

第３条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代

理する。

（会議)

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。

(部会)

第５条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する者が、その職務を代理する。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（令和４年条例第２号）

この条例は、公布の日から施行する。
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(2) 酒々井町国民保護対策本部及び酒々井町緊急対処事態対策本部条例

平成１８年６月２０日

条 例 第 ２ １ 号

（趣旨）

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号。以下「法」という。)第３１条及び法第１８３条にお

いて準用する法第３１条の規定により、酒々井町国民保護対策本部及び酒々井町緊

急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 酒々井町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、酒々井町国民保

護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。

２ 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の

事務を整理する。

３ 対策本部の本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、対策本部の

事務に従事する。

４ 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

５ 前項の職員は、本町の職員のうちから、町長が任命する。

（会議）

第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要

に応じ、対策本部の会議（次項において「会議」という。）を招集する。

２ 本部長は、法第２８条第６項の規定により、国の職員その他本町の職員以外の者

を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

（部）

第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（現地対策本部）

第５条 現地対策本部に、現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副

本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

２ 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長(対策

本部が設置されていないときは、町長)が定める。

（準用）

第７条 第２条から前条までの規定は、酒々井町緊急対処事態対策本部について準用

する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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(3) 酒々井町の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

令和４年２月１日

酒々井町告示第１７号

（趣旨）

第１条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）及び「赤十字標章等及

び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」（平成１７年８月２日閣副

安危第３２１号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態

法制企画担当）通知）に基づき、町の武力攻撃事態等における特殊標章等（国民保

護法第１５８条第１項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。）の交付に関

する基準、手続等必要な事項を定めるものとする。

（定義及び様式）

第２条 この要綱において「特殊標章」とは、別表で定めるところにより、腕章、帽

章、旗及び車両章とする。

２ この要綱において「身分証明書」の様式は、別図のとおりとする。

（交付の対象者）

第３条 町長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第１６条の規定に基づき、町

長が実施する国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。）に係る職務

等を行う者として、次に定める者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。

（１） 町の職員で国民保護措置に係る職務を行う者

（２） 消防団長及び消防団員

（３） 町長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

（４） 町長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

（交付の手続）

第４条 町長は、前条第１号及び第２号に掲げる者に対し、特殊標章等の交付をした

者に関する台帳（別記第１号様式）に登録し、特殊標章等を作成して交付する。

２ 町長は、前条第３号及び第４号に掲げる者に対し、原則として当該対象者からの

特殊標章等に係る交付申請書（別記第２号様式）による申請に基づき、その内容を

適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳（別記第１号様式）

に登録し、特殊標章等を作成して交付する。

（腕章及び帽章の交付）

第５条 町長は、第３条第１号又は第２号に掲げる者のうち、武力攻撃事態等におい

て行うこととされる国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、町長が必要と認め

るものに対し、平時において、第２条第１項で規定する腕章及び帽章（以下「腕章

等」という。）を交付するものとする。

２ 町長は、第３条第１号及び第２号に掲げる者（前項において掲げる者を除く。）並

びに第３号及び第４号に掲げる者に対し、武力攻撃事態等において、腕章等を交付

するものとする。
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（旗及び車両章の交付）

第６条 町長は、前条の規定に基づき、腕章等を交付する場合において、必要に応じ、

国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両、船

舶、航空機等（以下「場所等」という。）を識別させるため、場所等ごとに第２条第

１項で規定する旗又は車両章をあわせて、交付するものとする。

（訓練における使用）

第７条 町長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第

３条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。

２ 町長は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与する場合、必要に応じ、場所等ごと

に旗又は車両章をあわせて貸与することができるものとする。

（特殊標章の特例交付）

第８条 町長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついと

まがないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができ

るものとする。

２ 前項の場合において、町長が必要と認めるときに、特殊標章を交付した者に対し

て、返納を求めるものとする。

（特殊標章の再交付）

第９条 町長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失した場合又は使用に

堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書（別記第３

号様式）により、速やかに町長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。

２ 前項の規定により、再交付を受ける場合（紛失した場合を除く。）は、汚損又は破

損した特殊標章を返納しなければならない。

（身分証明書の交付）

第１０条 町長は、第５条第１項の規定により、腕章等を交付した者に対し、第２条

第２項で規定する身分証明書（以下「身分証明書」という。）を交付するものとする。

２ 町長は、第５条第２項の規定により、腕章等を交付した者に対し、身分証明書を

交付するものとする。

（身分証明書の携帯）

第１１条 町長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要がある

ときは、身分証明書を携帯するものとする。

（身分証明書の再交付）

第１２条 町長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失した場合又は

使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書

（別記第４号様式）により速やかに町長に申請し、身分証明書の再交付を受けるも

のとする。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。

２ 前項の規定により、再交付を受ける場合（紛失した場合を除く。）は、汚損又は破

損した身分証明書を返納しなければならない。

（有効期間及び更新）

第１３条 第１０条第１項の規定により、町長が交付する身分証明書の有効期間は、

交付された者が身分を失ったときまでとする。

２ 第１０条第２項の規定により、町長が武力攻撃事態等において交付する身分証明
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書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、町長が必

要と認める期間とする。

３ 身分証明書の更新手続は、第４条の規定に準じて行うものとする。

（保管）

第１４条 町長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。

２ 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っ

ている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管

するものとする。

（返納）

第１５条 町長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由

があったときは、特殊標章等を返納しなければならない。

（濫用の禁止）

第１６条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与

してはならない。

２ 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っ

ている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用しては

ならない。

３ 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら

国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

（周知）

第１７条 町長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機

会を捉え、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじ

め周知を図るものとする。

（雑則）

第１８条 この要綱に定めるもののほか特殊標章等の様式等については、「赤十字標

章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」に定めるところによ

る。

第１９条 町における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、総務課が行うもの

とする。

附 則

この告示は、令和４年２月１日から施行する。
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別表（第２条関係）

区 分
表 示

制 式
位 置 形 状

腕 章 左腕に表示 ① オレンジ色地に青色の正三

腕章角形とする。

② 三角形の一の角が垂直に上

を向いている。

③ 三角形のいずれの角もオレ

ンジ色地の縁に接していな

い。

※ 一連の登録番号を表面右下

すみに付する。

（例：酒々井町１）

帽 章

帽子（ヘルメッ

トを含む。）の

前部中央に表示

旗

施設の平面に展

張、掲揚又は表

示、船舶に掲揚

又は表示

車両章

車両の両側面及

び後面に表示

航空機の両側面

に表示
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別記

第１号様式(第４条関係）

特殊標章等の交付をした者に関する台帳

証明書

番 号
氏名（漢字） 氏名（ローマ字） 生年月日 資 格

交付等の
年 月 日

有効期間の
満了日 身 長 眼の色 頭髪の色 血液型 その他の特徴等 標章の使用 返納日 備 考

記載例

１
国民 保護男 Hogoo Kokumin 1975/6/18 町職員 2021/6/18 2022/6/18 173 茶 黒 O(Rh+)

帽子、衣類用

×各１
2022/6/10

所属：

避難誘導要員

２

３

７
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第２号様式（第４条関係）

特殊標章に係る交付申請書

年 月 日

酒々井町長 殿

私は、国民保護法第１５８条の規定に基づき、特殊標章の交付を以下のとおり申

請します。

氏名：（漢 字）

（ローマ字）

生年月日（西暦）

年 月 日

申請者の連絡先

住 所：〒

電話番号：

E - m a i l：

識別のための情報（身分証明書の交付のみ記載）

身 長： ㎝ 眼の色：

頭髪の色： 血液型： （Ｒｈ因子 ）

標章を使用する衣服、場所、車両、船舶、航空機等の概要及び使用する標章の数

等（身分証明書の交付の場合のみ記載）

（許可権者使用欄）

資 格：

証明書番号： 交付等の年月日：

有効期間の満了日：

返 納 日：
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第３号様式（第９条関係）

特殊標章再交付申請書

備 考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ ※印の欄は、記入しないこと。

年 月 日

酒々井町長 殿

申請者

住 所

電 話

氏 名 印

１ 紛失（破損等）した特殊標章の種別及び登録番号

２ 紛失（破損等）年月日

３ 紛失の状況（破損等の理由）

４ その他必要な事項

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄
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第４号様式（第１２条関係）

身分証明書再交付申請書

備 考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 理由には、紛失、汚損、破損及び記載事項の変更等を記入する。

３ 紛失の場合は、紛失の日時、場所及び紛失の状況を追記する。

４ 記載事項の変更の場合は、旧記載事項を追記する。

５ ※印の欄は、記入しないこと。別図（第２条関係）

年 月 日

酒々井町長 殿

申請者

住 所

電 話

氏 名 印

１ 旧身分証明書番号

２ 理 由

３その他必要な事項

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄
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別図（第２条関係）

表 面

酒々井町長

身 分 証 明 書
IDENTITY CARD

国民保護措置に係る職務等を行う者用

For civil defence personnel

氏 名／Name
生年月日／Date of birth

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約及

び１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追

加議定書（議定書Ⅰ）によって保護される。

The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and by the
protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts（ProtocolⅠ) in his capacity as

交付等の年月日／Date of issue 証明書番号／No.of card
許可権者の署名／Signature of issuing authority

有効期間の満了日／Date of expiry
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裏 面

※ 日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル）

身長／Height 目の色／Eyes 頭髪の色／Hair

その他の特徴又は情報／Other distinguishing marks or information：

血液型／Blood type

所持者の写真

／PHOTO OF HOLDER

印章／Stamp 所持者の署名／Signature of holder
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(4) 酒々井町国民保護協議会委員

No
委員区分

（国民保護法第 40条）
委員職名

１ 会 長 町 長 酒々井町長

２
第１号委員

指定地方

行政機関

国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所長

３ 国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所長

４ 第２号委員 自衛隊 陸上自衛隊第１空挺団第２普通科大隊長

５

第３号委員 千葉県

千葉県印旛地域振興事務所長

６ 千葉県印旛土木事務所長

７ 千葉県印旛保健所長

８ 千葉県佐倉警察署長

９ 第４号委員 副町長 酒々井町副町長

10
第５号委員

教育長 酒々井町教育長

11 消防長 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防長

12

第６号委員 町の職員

酒々井町総務課長

13 酒々井町企画財政課長

14 酒々井町くらし安全協働課長

15

第７号委員
指定地方

公共機関

成田赤十字病院事務部長

16 東京電力パワーグリッド（株）成田支社副支社長

17 東日本電信電話（株）千葉事業部千葉支店長

18 東日本旅客鉄道（株）千葉支社佐倉駅長

19 京成電鉄（株）京成成田駅長

20 東京ガス（株）千葉支社副支社長

21

第８号委員 有識者等

酒々井町消防団長

22 酒々井町三師会長

23 酒々井町民生委員児童委員協議会長

24 酒々井町社会福祉協議会事務局長

25 住みよい酒々井をつくる防災の会会長
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２ 関係機関の連絡先

区分 機関名 担当部署 住 所 電話番号等

県

千葉県庁

防災危機管理部

危機管理政策課

千葉市中央区市場町

1-1

勤務時間内

TEL:043-223-3563

FAX:043-222-5208

防災電話:500-7405（地上系）

012-500-7405（衛星系）

防災 FAX:500-7298（地上系）

012-500-7298（衛星系）

勤務時間外

TEL:043-223-2178

FAX:043-222-5219

防災電話:500-7225（地上系）

012-500-7225（衛星系）

防災 FAX 500-7110（地上系）

012-500-7110（衛星系）

対策本部設置後

TEL:043-223-2150

FAX:043-223-1127

防災電話:500-7318（地上系）

012-500-7318（衛星系）

防災 FAX:500-7110

012-500-7110（衛星系）

県土整備部

河川環境課

TEL:043-223-3156

FAX:043-221-1950

防災電話 500-7346

防災 FAX 500-7412

環境生活部

資源循環推進課

TEL:043-223-2758

FAX:043-221-3970

防災電話:500-7264

印旛地域振興事務

所
地域防災課

佐倉市鏑木仲田町 8-1

TEL:043-483-1111

FAX:043-483-2450

防災電話 503-721・723

012-503-721

723(衛星系)

防災 FAX 503-722

012-503-722（衛星系）

印旛土木事務所 維持課

TEL:043-483-1146

FAX:043-485-3759

防災電話 503-731

503-733

防災 FAX 503-732

印旛保健所 総務課

TEL:043-483-1133

FAX:043-486-2777

防災電話 503-741・743

防災 FAX 503-742

印旛農業事務所 指導管理課

TEL:043-483-1131

FAX:043-486-4516

防災電話 503-751

防災 FAX 503-752

tel:043-223-3156%20FAX:043-221-1950%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20500-7346%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20500-7412
tel:043-223-3156%20FAX:043-221-1950%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20500-7346%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20500-7412
tel:043-223-3156%20FAX:043-221-1950%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20500-7346%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20500-7412
tel:043-223-3156%20FAX:043-221-1950%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20500-7346%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20500-7412
tel:043-223-2758%20FAX:043-221-3970%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1:500-7264
tel:043-223-2758%20FAX:043-221-3970%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1:500-7264
tel:043-223-2758%20FAX:043-221-3970%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1:500-7264
tel:043-483-1111%20FAX:043-483-2450%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-721%E3%83%BB723%20012-503-721%20723%28%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%29%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-722%20012-503-722%EF%BC%88%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%EF%BC%89
tel:043-483-1111%20FAX:043-483-2450%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-721%E3%83%BB723%20012-503-721%20723%28%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%29%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-722%20012-503-722%EF%BC%88%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%EF%BC%89
tel:043-483-1111%20FAX:043-483-2450%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-721%E3%83%BB723%20012-503-721%20723%28%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%29%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-722%20012-503-722%EF%BC%88%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%EF%BC%89
tel:043-483-1111%20FAX:043-483-2450%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-721%E3%83%BB723%20012-503-721%20723%28%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%29%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-722%20012-503-722%EF%BC%88%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%EF%BC%89
tel:043-483-1111%20FAX:043-483-2450%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-721%E3%83%BB723%20012-503-721%20723%28%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%29%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-722%20012-503-722%EF%BC%88%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%EF%BC%89
tel:043-483-1111%20FAX:043-483-2450%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-721%E3%83%BB723%20012-503-721%20723%28%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%29%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-722%20012-503-722%EF%BC%88%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%EF%BC%89
tel:043-483-1111%20FAX:043-483-2450%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-721%E3%83%BB723%20012-503-721%20723%28%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%29%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-722%20012-503-722%EF%BC%88%E8%A1%9B%E6%98%9F%E7%B3%BB%EF%BC%89
tel:043-483-1146%20FAX:043-485-3759%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-731%20503-733%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-732
tel:043-483-1146%20FAX:043-485-3759%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-731%20503-733%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-732
tel:043-483-1146%20FAX:043-485-3759%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-731%20503-733%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-732
tel:043-483-1146%20FAX:043-485-3759%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-731%20503-733%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-732
tel:043-483-1146%20FAX:043-485-3759%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-731%20503-733%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-732
tel:043-483-1133%20FAX:043-486-2777%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-741%E3%83%BB743%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-742
tel:043-483-1133%20FAX:043-486-2777%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-741%E3%83%BB743%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-742
tel:043-483-1133%20FAX:043-486-2777%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-741%E3%83%BB743%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-742
tel:043-483-1133%20FAX:043-486-2777%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-741%E3%83%BB743%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-742
tel:043-483-1131%20FAX:043-486-4516%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-751%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-752
tel:043-483-1131%20FAX:043-486-4516%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-751%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-752
tel:043-483-1131%20FAX:043-486-4516%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-751%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-752
tel:043-483-1131%20FAX:043-486-4516%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20503-751%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20503-752
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区分 機関名 担当部署 住 所 電話番号等

県 佐倉警察署
警備課 佐倉市表町 3－17－1 TEL:043-484-0110

酒々井交番 酒々井町酒々井 898-74 TEL:043-496-3964

一部

事務

組合

佐倉市八街市酒々

井町消防組合消防

本部

警防課 佐倉市大蛇町 281 TEL:043-481-0119

酒々井消防署 酒々井町上岩橋 1168-1 TEL:043-497-0119

佐倉市、酒々井町

清掃組合
酒々井町墨 1506 番地

TEL:043-496-7511

FAX:043-496-6398

佐倉市、四街道

市、酒々井町葬祭

組合

さくら斎場 佐倉市大蛇町 790-4
TEL:043-484-0846

FAX:043-486-2304

印旛衛生施設管理

組合

汚泥再生処理セ

ンター
佐倉市宮本３３２番地

TEL:043-498-1538

FAX：043-498-0330

E-MAIL:info＠inbaeisei.jp

印旛利根川水防事

務組合
事務局

栄町生板鍋子新田乙 20

番地の 71

TEL:0476-95-8983

FAX:0476-95-7630

印旛郡市広域市町

村圏事務組合

佐倉市宮小路町 12 番

地

TEL:043-485-0397

FAX:043-486-5116

指定

地方

行政

機関

関東地方整備局

利根川下流河川事

務所

防災対策課 香取市佐原イ 4149
TEL：0478-52-6366

FAX：0478-52-9724

関東地方整備局

千葉国道事務所長
防災情報課

千葉市稲毛区天台 5-

27-1

TEL：043-285-0343

FAX：043-285-0346

関東管区警察局
広域調整部

広域調整第二課

埼玉県さいたま市中央

区新都心 2-1

TEL: 048-600-6000

FAX: 048-601-5022

東京防衛施設局 総務課
埼玉県さいたま市中央

区新都心 2-1

TEL:048-600-1800

FAX:048-601-2118

関東総合通信局 総務部総務課
東京都千代田区丸の内

1-6-1

TEL:03-5220-3708

FAX:03-5220-57980

関東財務局千葉財

務事務所
総務課

千葉市中央区椿森 5-6-

1
TEL:043-251-7211

千葉労働局 総務課
千葉市中央区中央 4-

11-1

TEL:043-221-4311

FAX:043-221-2305

関東農政局 千葉

農政事務所
農政推進課

千葉市中央区本千葉

10-18
TEL:043-224-5617

関東森林管理局千

葉森林管理事務所
総務調整官

千葉市稲毛区稲毛 1-7-

20
TEL:043-242-4656

関東経済産業局
総務企画部総務

課

埼玉県さいたま市中央

区新都心

TEL:048-600-0213

FAX:048-601-1310

関東東北産業保安

監督部
管理課

埼玉県さいたま市中央

区新都心 1-1

TEL:048-600-0432

FAX:048-601-1279

関東運輸局千葉運

輸支局
総務企画課 千葉市美浜区新港 198 TEL:043-242-7336

東京航空局成田空

港事務所
地域調整課 成田市古込字込前 133 TEL:0476-32-0983

tel:043-484-0110
tel:043-481-0119
tel:043-497-0119
tel:043-496-7511FAX:043-496-6398
tel:043-496-7511FAX:043-496-6398
tel:043-484-0846FAX:043-486-2304
tel:043-484-0846FAX:043-486-2304
TEL:043-498-1538FAX%EF%BC%9A043-498-0330E-MAIL:info%EF%BC%A0inbaeisei.jp
TEL:043-498-1538FAX%EF%BC%9A043-498-0330E-MAIL:info%EF%BC%A0inbaeisei.jp
TEL:043-498-1538FAX%EF%BC%9A043-498-0330E-MAIL:info%EF%BC%A0inbaeisei.jp
tel:0476-95-8983%20FAX:0476-95-7630
tel:0476-95-8983%20FAX:0476-95-7630
tel:043-485-0397FAX:043-486-5116
tel:043-485-0397FAX:043-486-5116
tel:048-600-1800%20FAX:048-601-2118
tel:048-600-1800%20FAX:048-601-2118
tel:03-5220-3708%20FAX:03-5220-57980
tel:03-5220-3708%20FAX:03-5220-57980
tel:043-221-4311%20FAX:043-221-2305
tel:043-221-4311%20FAX:043-221-2305
tel:043-242-4656
tel:048-600-0213%20FAX:048-601-1310
tel:048-600-0213%20FAX:048-601-1310
tel:048-600-0432%20FAX:048-601-1279
tel:048-600-0432%20FAX:048-601-1279


16

区分 機関名 担当部署 住 所 電話番号等

指定

地方

行政

機関

東京航空交通管制

部
総務課 埼玉県所沢市並木 1-12

TEL:04-2992-1181

FAX:04-2992-1925

東京管区気象台

（銚子地方気象

台）

防災管理官

銚子市川口町 2-6431

TEL:0479-23-7705

観測予報管理官

TEL:0479-22-0074

FAX:0479-23-4460

防災電話 178-721・723・725

防災 FAX 178-722・724

自衛

隊

陸上自衛隊第１空

挺団

団本部第３科

（防衛班）
船橋市薬円台 3-20-1

TEL:047-466-2141(内 236)

FAX:047-466-2141(内 228)

防災電話 632-721

防災 FAX 632-722

自衛隊千葉地方協

力本部

千葉市稲毛区轟町 1-1-

17
TEL:043-251-7151

指定

公共

機関

(独)国立病院機構 総務課
東京都目黒区東が丘 2-

5-21

TEL:03-5712-5050

FAX:03-5712-5081

(独)放射線医学総

合研究所
安全政策課

千葉市稲毛区穴川 4-9-

1

TEL:043-206-6277

FAX:043-206-4099

(独)水資源機構 総務課
埼玉県さいたま市中央

区新都心 11-2

TEL:048-600-6511

FAX:048-650-6510

日本赤十字社

千葉県支部総務

課

千葉市中央区千葉港 5-

7
TEL:043-241-7531

酒々井町分区
酒々井町中央台４－１

１
TEL:043-496-1171

原子力規制委員会
東京都港区六本木 1丁

目 9 番 9 号
TEL:03-3581-3352

日本放送協会千葉

放送局

気象・災害ｾﾝﾀｰ

企画総務

千葉市中央区中央 4-

14-14

TEL:043-203-1001

FAX:043-203-0100

千葉中央郵便局

総務課
千葉市中央区中央港 1-

14-1
TEL:043-246-0083

佐倉郵便局 佐倉市海隣寺町 2-5
TEL:043-484-1205

FAX:043-486-5927

成田国際空港(株)
安全企画グルー

プ
成田市木の根字神台 24

TEL:0476-34-5639

FAX:0476-30-1577

東日本高速道路

（株）関東支社

管理事業部事業

統括ﾁｰﾑ

東京都台東区北上野 1-

10-14 住友不動産ﾋﾞﾙ 5

号館 9Ｆ

TEL:03-5828-8642

(内 81-5547)

東日本電信電話㈱

千葉事業部

千葉事業部災害

対策室

千葉市中央区富士見 1-

12-17 ﾈｸｽﾄｻｲﾄ千葉ﾋﾞﾙ

5 階

TEL:043-445-8900

東京電力パワーグ

リッド(株)

成田支社企画総

括ｸﾞﾙｰﾌﾟ
成田市花崎町 822-1

TEL:0476-72-2407

FAX:0476-72-8210

東京ガスネットワ

ーク株式会社

千葉支社共創推

進グループ防災

担当課

中央区新千葉 1-4-3 千

葉フコク生命ビル 7階

TEL:043-243-8444

FAX:043-243-8443

tel:04-2992-1181%20FAX:04-2992-1925
tel:04-2992-1181%20FAX:04-2992-1925
tel:0479-23-7705
tel:0479-22-0074%20FAX:0479-23-4460%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20178-721%E3%83%BB723%E3%83%BB725%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20178-722%E3%83%BB724
tel:0479-22-0074%20FAX:0479-23-4460%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20178-721%E3%83%BB723%E3%83%BB725%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20178-722%E3%83%BB724
tel:0479-22-0074%20FAX:0479-23-4460%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20178-721%E3%83%BB723%E3%83%BB725%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20178-722%E3%83%BB724
tel:0479-22-0074%20FAX:0479-23-4460%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20178-721%E3%83%BB723%E3%83%BB725%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20178-722%E3%83%BB724
tel:047-466-2141%28%E5%86%85236%29FAX:047-466-2141%28%E5%86%85228%29%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20632-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20632-722
tel:047-466-2141%28%E5%86%85236%29FAX:047-466-2141%28%E5%86%85228%29%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20632-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20632-722
tel:047-466-2141%28%E5%86%85236%29FAX:047-466-2141%28%E5%86%85228%29%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20632-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20632-722
tel:047-466-2141%28%E5%86%85236%29FAX:047-466-2141%28%E5%86%85228%29%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20632-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20632-722
tel:043-251-7151
tel:03-5712-5050%20FAX:03-5712-5081
tel:03-5712-5050%20FAX:03-5712-5081
tel:043-206-6277%20FAX:043-206-4099
tel:043-206-6277%20FAX:043-206-4099
tel:048-600-6511%20FAX:048-650-6510
tel:048-600-6511%20FAX:048-650-6510
tel:043-246-0083
TEL:043-496-1171
tel:03-3581-3352
tel:043-203-1001%20FAX:043-203-0100
tel:043-203-1001%20FAX:043-203-0100
tel:043-246-0083
tel:043-484-1205%20FAX:043-486-5927
tel:043-484-1205%20FAX:043-486-5927
tel:0476-34-5639%20FAX:0476-30-1577
tel:0476-34-5639%20FAX:0476-30-1577
tel:03-5828-8642%20%28%E5%86%8581-5547%29
tel:03-5828-8642%20%28%E5%86%8581-5547%29
tel:043-211-8652
TEL:0476-72-2407FAX:0476-72-
TEL:0476-72-2407FAX:0476-72-
TEL:043-243-8444
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区分 機関名 担当部署 住 所 電話番号等

指定

公共

機関

京成バス(株) 業務課
東京都墨田区押上 1-

10-3

TEL:03-3621-2415

FAX:03-3621-2431

佐川急便(株) 労務運行管理部
京都市南区上鳥羽角田

町 68

TEL:075-691-6500

FAX:075-681-2349

西濃運輸(株)

営業企画管理室 岐阜県大垣市田口町 1
TEL:0584-82-5025

FAX:0584-82-5041

佐倉支店 佐倉市直弥 673
TEL:043-498-0600

FAX:043-498-0775

日本通運(株)

千葉支店総務課
千葉市中央区今井 1-

14-22
TEL:043-226-7600

佐倉支店 佐倉市神門 642-5 TEL:043-498-0720

福山通運(株)
社長室 CSR 推進

室

東京都江東区越中島 3-

6-15

TEL:03-3643-0292

FAX:03-3643-3730

ヤマト運輸(株) 社会貢献部
東京都中央区銀座 2-

16-10

TEL:03-3541-3411

FAX:03-3542-3887

(株)日本航空イン

ターナショナル
成田総務部 成田市古込 1-1 TEL:0476-34-3511

全日本空輸(株) 千葉営業支店
千葉市中央区新町 1000

ｾﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ 14F

TEL:043-238-9530

FAX:043-238-9543

京成電鉄(株)

京成成田駅 成田市花崎町 814
（京成成田駅＾）

TEL: 0476-22-0215
京成酒々井駅 酒々井町中川 560-1 

東日本旅客鉄道株

式会社 千葉支社

総務部安全企画

室

千葉市中央区千葉港 1

番 1 号

TEL:043-225-9136

指令室

TEL:043-225-9857

FAX:043-225-4886

防災電話 640-721

防災 FAX 640-722

佐倉駅 佐倉市六崎 235 （佐倉駅）

TEL:043-484-1210

FAX:043-484-1210酒々井駅 酒々井町酒々井 921

日本貨物鉄道株式

会社
営業統括部

東京都渋谷区千駄ヶ谷

五丁目 33 番 8 号 サウ

スゲート新宿

TEL:03-5367-7396

(株)ＮＴＴドコモ

千葉支店
企画総務部

千葉市中央区新町 1000

ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ 16F
TEL:043-301-0335

ソフトバンクモバ

イル(株)
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｷｭﾘﾃｨ室

東京都港区東新橋 1-9-

1 東京汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

TEL:03-6889-6304

FAX:03-6889-6603

tel:03-3621-2415FAX:03-3621-2431
tel:03-3621-2415FAX:03-3621-2431
tel:075-691-6500FAX:075-681-2349
tel:075-691-6500FAX:075-681-2349
tel:0584-82-5025FAX:0584-82-5041
tel:0584-82-5025FAX:0584-82-5041
tel:043-498-0600FAX:043-498-0775
tel:043-498-0600FAX:043-498-0775
tel:043-226-7600
tel:043-498-0720
tel:03-3643-0292FAX:03-3643-3730
tel:03-3643-0292FAX:03-3643-3730
tel:03-3541-3411FAX:03-3542-3887
tel:03-3541-3411FAX:03-3542-3887
tel:0476-34-3511
tel:043-238-9530FAX:043-238-9543
tel:043-238-9530FAX:043-238-9543
tel:043-484-0222%20FAX:043-484-0222
tel:043-225-9136
tel:043-225-9857%20FAX:043-225-4886%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20640-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20640-722
tel:043-225-9857%20FAX:043-225-4886%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20640-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20640-722
tel:043-225-9857%20FAX:043-225-4886%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20640-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20640-722
tel:043-225-9857%20FAX:043-225-4886%20%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%9B%BB%E8%A9%B1%20640-721%20%E9%98%B2%E7%81%BDFAX%20640-722
TEL:043-484-1210
TEL:03-5367-7396
tel:043-301-0335
tel:03-6889-6304%20FAX:03-6889-6603
tel:03-6889-6304%20FAX:03-6889-6603
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区分 機関名 担当部署 住 所 電話番号等

指定

地方

公共

機関

社団法人千葉県エ

ルピーガス協会
総務部

千葉市中央区中央港 1-

13-1 千葉県ガス石油館

内

TEL:043-246-1725

FAX:043-243-6781

MAIL:chibalpg@chibalpg.or.j

p

社団法人千葉県ト

ラック協会

交付金事業部
千葉市美浜区新港 212-

10

TEL:043-247-1131

FAX 043-246-7372

MAIL:info@cta.or.jp

印旛支部 佐倉市表町 4-2-10
TEL:043-484-8324

FAX:043-484-8325

社団法人千葉県バ

ス協会

千葉市美浜区新港 212-

2

TEL:043-246-8151

FAX:043-241-0548

社団法人千葉県医

師会
総務部

千葉市中央区千葉港 7-

1

TEL:043-242-4271

FAX:043-246-3142

MAIL:webmaster@chiba.med.or

.jp

社団法人千葉県歯

科医師
事務局

千葉市美浜区新港 32-

17

TEL:043-241-6471

TEL:043-248-2977

MAIL:chinet@cc.rim.or.jp

社団法人千葉県薬

剤師会
事務局

千葉市中央区千葉港 7-

1

TEL:043-242-3801

FAX:043-248-0646

社団法人千葉県看

護協会
事務局

千葉市美浜区新港 249-

4

TEL:043-245-1744

FAX:043-248-7246

MAIL:cna4@lily.ocn.ne.jp

千葉テレビ放送株

式会社

報道政策局報道

部

千葉市中央区都町 1-1-

125

TEL:043（233）6681

FAX:043（231）4999

株式会社ベイエフ

エム
総務部

千葉市美浜区中瀬 2-6

WBG ﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ 27F

TEL:043（351）7878

FAX:043（351）7829

千葉県道路公社 総務部総務課
千葉市中央区中央 4-

13-28

電話 043（227）9331

FAX 043（227）6360

MAIL:soumu2@chiba-

dourokousha.or.jp

tel:043-246-1725%20FAX:043-243-6781%20E-MAIL:chibalpg@chibalpg.or.jp
tel:043-246-1725%20FAX:043-243-6781%20E-MAIL:chibalpg@chibalpg.or.jp
tel:043-246-1725%20FAX:043-243-6781%20E-MAIL:chibalpg@chibalpg.or.jp
tel:043-246-1725%20FAX:043-243-6781%20E-MAIL:chibalpg@chibalpg.or.jp
tel:043-247-1131%20FAX%20043-246-7372%20E-MAIL:info@cta.or.jp
tel:043-247-1131%20FAX%20043-246-7372%20E-MAIL:info@cta.or.jp
tel:043-247-1131%20FAX%20043-246-7372%20E-MAIL:info@cta.or.jp
tel:043-484-8324%20FAX:043-484-8325
tel:043-484-8324%20FAX:043-484-8325
tel:043-246-8151%20FAX:043-241-0548
tel:043-246-8151%20FAX:043-241-0548
tel:043-242-4271%20FAX:043-246-3142%20E-MAIL:webmaster@chiba.med.or.jp
tel:043-242-4271%20FAX:043-246-3142%20E-MAIL:webmaster@chiba.med.or.jp
tel:043-242-4271%20FAX:043-246-3142%20E-MAIL:webmaster@chiba.med.or.jp
tel:043-242-4271%20FAX:043-246-3142%20E-MAIL:webmaster@chiba.med.or.jp
tel:043-242-3801%20FAX:043-248-0646
tel:043-242-3801%20FAX:043-248-0646
tel:043-245-1744%20FAX:043-248-7246%20E-MAIL:cna4@lily.ocn.ne.jp
tel:043-245-1744%20FAX:043-248-7246%20E-MAIL:cna4@lily.ocn.ne.jp
tel:043-245-1744%20FAX:043-248-7246%20E-MAIL:cna4@lily.ocn.ne.jp
tel:043%EF%BC%88233%EF%BC%896681%20FAX:043%EF%BC%88231%EF%BC%894999
tel:043%EF%BC%88233%EF%BC%896681%20FAX:043%EF%BC%88231%EF%BC%894999
tel:043%EF%BC%88351%EF%BC%897878%20FAX:043%EF%BC%88351%EF%BC%897829
tel:043%EF%BC%88351%EF%BC%897878%20FAX:043%EF%BC%88351%EF%BC%897829
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３ 国民保護法に基づく避難施設一覧

番

号
名称 所在地

電話番号

(市外局番043)

コンク

リート

造

避難所

収容人数

（人）

避難所

収容面積

（㎡）

1 酒々井小学校 酒々井 203 496-1041 ○ 432 1,730

2 大室台小学校 尾上 2-2 496-5281 ○ 467 1,867

3 酒々井中学校 尾上 141-10 496-1040 ○ 594 2,375

4 中央公民館 中央台 4-10-1 496-5321 ○ 163 651

5 プリミエール酒々井 中央台 3-4-1 496-8681 ○ 28 110

6
酒々井コミュニティ

プラザ
墨 1549-1 496-4461 ○ 147 589

7 昭和公園 東酒々井 6-6-6 - - - -

8 中央台公共用地 中央台 3-4 - - - -

9 酒々井総合公園 墨 44 - - - -

10 東京学館高等学校 伊篠 21 496-3881 ○ 431 1,723
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４ 様 式

(1) 被災情報の報告様式

年 月 日に発生した○○○による被害（第 報）

年 月 日 時 分

千 葉 県 酒 々 井 町

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域）

(1) 発生日時 年 月 日

(2) 発生場所 市 町 丁目 番 号（北緯 度、東経 度）

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要

３ 人的・物的被害状況

※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及

び死亡時の概況を一人ずつ記入

市町村名

人的被害 住家被害

その他
死 者

行 方

不明者

負傷者
全 壊 半 壊

重 傷 軽 傷

（人） （人） （人） （人） （棟） （棟）

酒々井町

市町村名 年月日 性 別 年 齢 概 況
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(2) 安否情報省令様式第１号 安否情報収集様式（避難住民・負傷住民）

安否情報収集様式（避難住民・負傷住民）

記入日時（ 年 月 日 時 分）

(注 1) 本収集は、国民保護法第 94 条第１項の規定に基づき実施するものであ

り、個人情報の保護に十分留意しつつ、上記⑫～⑭の意向に沿って同法

第 95 条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用しま

す。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の

確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情

報の収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場

合があります。

(注 2) 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行

います。また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類

する者を指します。

(注 3) 「③出生年月日」欄は元号表記により記入すること。

(注 4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。

① 氏 名

② フリガナ

③ 出生の年月日 年 月 日

④ 男女の別 男 女

⑤ 住所（郵便番号を含む。）

⑥ 国 籍 日 本 その他（ ）

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 負傷（疾病）の該当 負傷 非該当

⑨ 負傷又は疾病の状況

⑩ 現在の居所

⑪ 連絡先その他必要情報

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①～

⑪を回答する予定です回答を希望しない

が、回答を希望しない場合は、

○で囲んで下さい。

回答を希望しない

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答す

る予定ですが、回答をしない場合は○を囲

んで下さい。
回答を希望しない

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者か

らの照会に対する回答又は公表することに

ついて、同意するかどうか○で囲んで下さ

い。

同意する

同意しない

備 考
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(3) 安否情報省令様式第２号 安否情報収集様式（死亡住民）

安否情報収集様式（死亡住民）

記入日時（ 年 月 日 時 分）

(注 1) 本収集は、国民保護法第 94 条第１項の規定に基づき実施するものであり、

親族・知人については、個人情報の保護に十分留意しつつ、原則として親族・

同居者・知人からの照会があれば回答するとともに、上記⑪の意向に沿って

同法 95条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答に利用します。

また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の確認事務

のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パ

ソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。

(注 2) 親族・同居者・知人であるかの確認は申請書面により形式的審査を行いま

す。また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を

指します。

(注 3) 「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

(注 4) 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に御記入願います。

(注 5） ⑪の回答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします。

① 氏 名

② フリガナ

③ 出生の年月日 年 月 日

④ 男女の別 男 女

⑤ 住所（郵便番号を含む。）

⑥ 国 籍 日 本 その他（ ）

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 死亡の日時、場所及び状況

⑨ 遺体が安置されている場所

⑩ 連絡先その他必要情報

⑪ ①～⑩を親族・同居者・知人以外の者から

の照会に対する回答することへの同意

同意する

同意しない

備 考

⑪の同意回答者氏名 連絡先

同意回答者住所 続 柄
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(4) 安否情報省令様式第３号 安否情報報告書

安 否 情 報 報 告 書

報告日時： 年 月 日 時 分

市町村名：千葉県酒々井町 担当者名：

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

３ 「⑥国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。

４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「⑨負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の

日時、場所及び状況」を記入し、「⑩現在の居所」欄に「遺体の安置されている場所」を記入すること。

５ ⑫～⑭の希望又は同意欄には、安否情報の提供に係る希望又は同意について「有」又は「無」と記入願います。この場

合において、当該希望又は同意について特段の条件がある場合は、当該条件を「備考」欄に記入すること。

①氏 名 ②フリガナ
③出生の年

月日
④男女の別 ⑤住 所 ⑥国 籍

⑦その他個人を

識別するための

情報

⑧負傷（疾

病）の該当

⑨負傷又は

疾病の状況

⑩現在の居

所

⑪連絡先

その他必要

情報

⑫親族・同

居者への回

答の希望

⑬知人への

回答の希望

⑭親族・同

居者・知人

以外の者へ

の回答又は

公表の同意

備 考

2
3
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(5) 安否情報省令様式第４号 安否情報照会書

安否情報照会書

年 月 日

総務大臣

（千葉県知事） 殿

（酒々井町長）

申請者

住所（居所）

氏 名

下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律第９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とします。

２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地を記入願います。

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。

４ ※印の欄には記入しないで下さい。

照会をする理由

（○を付けて下さい。③

の場合、理由を記入願い

ます。）

① 被照会者の親族又は同居者であるため。

② 被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であるため。

③ その他

（ ）

備 考
被

照

会

者

を

特

定

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項

氏 名

フリガナ

出生の年月日

男女の別

住 所

国 籍

（日本国籍を有し

ない者に限る。）

日本 その他（ ）

その他個人を識別

するための情報

その他個人を識別

するための情報

※ 申請者の確認

※ 備 考
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(6) 安否情報省令様式第５号 安否情報回答書

安否情報回答書

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、

「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄に

は「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に

「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居

所」欄に「遺体が安置されている場所」を記入すること。

５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。

年 月 日

殿

酒々井町長

年 月 日付けで照会があった安否情報について、下記のとおり回答します。

避難住民に該当するか否かの別

武力攻撃災害により死亡し又は負

傷した住民に該当するか否かの別

被

照

会

者

氏 名

フリガナ

出生の年月日

男女の別

住 所

国 籍
（日本国籍を有しない者に限る。）

日本 その他（ ）

その他個人を識別

するための情報

現 在 の 居 所

負傷又は疾病の状況

連絡先その他必要情報
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５ 避難実施要領

(1) 避難実施要領

国民保護法では、住民の避難に関する措置を行うにあたり、知事が避難の指示を

行ったときは、町は、直ちに避難実施要領を定めて、避難住民を誘導することとさ

れている。

避難実施要領は、活動に当たる様々な関係機関が、共通の認識のもと避難を円滑

に行えるようにするために策定するものであり、避難実施要領により定められた避

難の経路、手段、誘導の実施方法、関係職員の配置等、具体的に避難住民の誘導を

行うに際して必要となる事項の内容は住民へ伝達することとなる。

(2) 避難実施要領のパターン

国民保護事案が発生し、住民の避難が必要な状況では、通常、時間的な余裕は全

くなく、速やかに避難住民の誘導を行うことが求められる。しかし、実際に住民を

避難させるに当たっては、避難施設や避難の手段、避難経路、誘導員の配置等様々

な事項について決定する必要があり、これらの検討を事案が発生してから始めるの

では、迅速に避難実施要領を作成することができず、誘導に至るまでにかなりの時

間を要することとなってしまう。 そこで、基本指針では、複数の「避難実施要領の

パターン」をあらかじめ作成しておくよう努めるものとされている。

(3) 避難の形態

避難を実施するにあたり考えておくべき避難の形態は、「屋内避難」、「町域内の避

難」、「町域外への避難」の３形態（以下「避難形態」という。）が考えられ、事態ご

との被害の規模、発生場所、発生時間等により、当初は「屋内避難」としつつも、

時間経過に伴い「町域内外への避難」へと段階的、複合的な避難形態となることが

考えられる。
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ア 屋内避難

屋外を移動するよりも、屋内にとどまることが安全と判断される場合の避難す

る方法であり、特に、時間的な余裕が無い場合や一時的な避難の場合等に用いる

避難の形態である。（自宅にとどまる場合を含む。）

イ 町域内の避難

危険が予測される場所から安全な場所に避難する方法であり、その場所にとど

まっていては、危険な場合等に用いる避難の形態である。

ウ 町域外への避難（県外への避難を含む。）

危険が予測される場所から安全な場所に避難する方法のうち、要避難地域が町

域を越える場合に用いる避難の方法であり、危険が予測される地域が広範囲に及

ぶ場合等に用いる避難の形態である。町は、県と連携して、避難先地域を管轄す

る都道府県又は市町村と調整を行い、避難住民を誘導する。
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(4) 「避難実施要領のパターン」作成のあたっての前提事項

ア 避難誘導までの流れ

町は、県が避難の指示を行ったときには、「避難実施要領のパターン」を参考

にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領を策定し、住民の避難誘導を

行う。

イ 国・県が示す事項

住民の避難に関する措置を行うに当たり、国及び県から以下の事項がそれぞれ

を示される。町は、指示事項にもとづき避難実施要領を策定し、速やかに住民に

伝達する。

(ｱ) 国による避難措置の指示（国民保護法第５２条）

避難措置の指示として次の事項が示される。

□ 要避難地域

□ 避難先地域（住民の避難経路となる地域を含む。）

□ 住民避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要

(ｲ) 県による避難の指示（国民保護法第５４条）

知事により、上記に加えて次の事項が示される。

□ 主要な避難の経路（国道や都道府県道等）

□ 避難のための交通手段その他避難の方法（バスや鉄道等の交通手段等）
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(5) 町の作成する「避難実施要領パターン」

武力攻撃事態及び緊急対処事態の類型の内、町域で発生する可能性のある事態と

３つの避難形態を考慮したパターンを作成するとともに、実際に時間的に猶予のな

い事態が発生したときのため、最小限の事項のみを記載する様式を作成し、以下の

とおりとする。

※ 弾道ミサイル・航空機による攻撃、交通機関（航空機）による自爆テロは類

似の事態のため①②③に整理する。

※ 原子力施設・コンビナート施設・危険物積載船等への攻撃は、町域に存在し

ないため作成しないものとする。

※ 集客施設等への攻撃は、ゲリラや特殊部隊による攻撃に類似の事態のため④

⑤⑥に整理する。

※ 着上陸侵攻は、町域外避難の場合のみ作成する。

事態の類型 状 況
屋 内

避 難

町域内

避 難

町域外

避 難

①
弾道ミサイル・航空機

による攻撃、交通機関

（航空機）による自爆

テロ

発射情報、町域の通過

町域への着弾、墜落等

のおそれがある場合、

又は攻撃直後

○

②
攻撃後、町域の一部に

影響がある場合
○

③
攻撃後、町域の全域に

影響がある場合
○

④

ゲリラや特殊部隊によ

る攻撃

町域及び周辺に発生

のおそれがある場合
○

⑤
発生後、町域の一部に

影響がある場合
○

⑥
発生後、町域の全域に

影響がある場合
○

⑦

ＮＢＣ兵器による攻撃

町域及び周辺に発生

のおそれがある場合
○

⑧
発生後、町域の一部に

影響がある場合
○

⑨
発生後、町域の全域に

影響がある場合
○

⑩ 着上陸侵攻
町域の全域に影響が

ある場合
○

⑪ 最小限様式
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６ 避難実施要領のパターン

(1) 弾道ミサイル・航空機による攻撃、交通機関（航空機）による自爆テロ

ア 事案の特徴

(ｱ) 弾道ミサイル攻撃

○ 発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特

定することは極めて困難である。さらに、極めて短時間で我が国に着弾する

ことが予想され、弾頭の種類（通常弾頭又はＮＢＣ弾頭）を着弾前に特定す

ることは困難であるとともに、弾頭の種類に応じて、被害の様相や対応が大

きく異なる。

○ 通常弾頭の場合には、ＮＢＣ弾頭の場合と比較して、被害は局限され、家

屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。

○ 留意点

・ 弾道ミサイルは発射後短時間で着弾することが予想されるため、迅速な

情報伝達体制と適切な対応によって被害を局限化することが重要であり、

屋内への避難や消火活動が中心となる。

・ 屋内避難を行わせる際には、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅

ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難させる

ものとする。

・ 着弾前と着弾後では状況が異なるため、想定される避難行動にも差異が

生じると考えられる。

・ 着弾後の避難形態については、屋内避難と、域内・域外避難が混在する。

(ｲ) 航空による攻撃

「航空機攻撃」については、「弾道ミサイル攻撃」における対処と類似の事態

と考えられる。

○ 弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知することは比較的容易で

あるが、対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定することが困難である。

○ 航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威力を最

大限に発揮することを敵国が意図すれば都市部が主要な目標となることも

想定される。また、ライフラインのインフラ施設が目標となることもあり得

る。

○ なお、航空攻撃はその意図が達成されるまで繰り返し行われることも考え

られる。

○ 通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。

○ 留意点

・ 攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を

限定せずに屋内への避難等の避難措置を広範囲に指示する必要がある。そ

の安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれが

あると認められる生活関連等施設に対する攻撃のおそれがある場合は、被

害が拡大するおそれがあるため、特に当該生活関連等施設の安全確保、武

力攻撃災害の発生

・ 拡大の防止等の措置を実施する必要がある。



31

(ｳ) 交通機関（航空機）による自爆テロ

攻撃の手段は異なるものの、施設の破壊に伴う爆発・火災等による被害が想

定され得ること、ライフライン等の被災により社会経済活動に支障が生じ得る

ことの２点において、航空機による攻撃と類似しているものと考えられる。ま

た、航空機による攻撃の対応としては弾道ミサイル攻撃と類似しており、ある

程度類似性があるものと考えられる。

○ 主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり、施設規模によって被害の大

きさが変わる。

○ 攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害も予想される。

○ 爆発、火災等の発生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライフ

ライン等が被災し、社会経済活動に支障が生ずる。

イ 弾道ミサイル・航空機による攻撃、交通機関（航空機）による自爆テロの町へ

の影響

町域に攻撃対象となる大規模施設は存在しないが、上空の通過、周辺への攻撃、

迎撃に伴う破片の落下及び撃墜された航空機の墜落等の可能性はあると考えら

れる。
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① 屋内避難（発射情報、町域の通過町域への着弾、墜落等のおそれがある場合、又

は攻撃直後）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在
屋 内 避 難

想定される事態

・ 町域及びその周辺が弾道ミサイル、航空攻撃、航空機による自爆テロ等の攻撃目標

又は飛行経路に該当する場合

・ 町域及びその周辺が弾道ミサイル、航空攻撃、航空機による自爆テロ等の攻撃直後

1 都道府県からの避難の指示の内容

１ 弾道ミサイルが発射され（おそれがあり）、県域上空の通過、着弾のおそれがあり、

住民へ屋内避難の指示

２ 航空機が接近し、県域上空の通過、航空攻撃（爆撃・航空機による自爆テロ・墜落)

が攻撃(墜落)のおそれがあり、住民へ屋内避難を指示

３ 弾道ミサイルが町域に着弾（破片が落下）し、安全が確認できるまで、住民へ屋内

避難の指示

４ 航空攻撃（爆撃・航空機による自爆テロ・墜落)が町域に実施され、安全が確認で

きるまで、住民へ屋内避難の指示

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町全域

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況

１ 弾道ミサイルの町域上空の通過、着弾

２ 航空機の町域上空の通過、攻撃の実施

３ 攻撃直後で、弾頭（攻撃）の種類は不明の場合

今後の予測・影響と措置 住民の屋内避難

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿ｍ/ｓ

2-2 避難住民の誘導の概要

要避難地域 酒々井町全域

避難先と避難誘導の方針

１ 住民への早期警報の伝達及び屋内避難の伝達

（自宅、又は近傍のコンクリート製等の堅牢な施設）

２ 情報収集

○ 弾道ミサイル

飛翔体の発射、飛翔経路、着弾位置の確認、被害範

囲・規模、ＮＢＣ兵器等の使用の有無の状況把握、火

災等２次被害の発生状況

○ 航空機

航空機の種類、飛行経路、攻撃位置の確認、被害範
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囲・規模、ＮＢＣ兵器等の使用の有無の状況把握、火災

等２次被害の発生状況

３ ＮＢＣ兵器等の使用、火災等２次被害が発生した場合

は、２次の発生状況

通常弾頭・火災の発生 → パターン②へ

ＮＢＣ兵器等の使用 → パターン②③へ

避難開始日時 速やかに

避難完了予定日時 速やかに

2-3 関係機関の措置等

措置の概要

１ 消防、警察等と連携し安全確認・情報共有

２ 町域に被害があった場合は、消防、警察等と連携し被

害の確認、救命救助活動

連絡調整先
くらし安全協働課

（酒々井町国民保護／緊急対処事態対策本部事務局）

3 事態の特性で留意すべき事項

町域及び周辺地域に攻撃・着弾又は飛散物の落下、特にＮＢＣ兵器等の使用、火災等

２次被害が発生した場合

4 住民の行動（基本事項）

屋内避難の指示を受けた場合の対応

〇 屋内にいる場合

１ ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるよう

に

する。ガラス窓等から離れる。

２ １階、又は構造がコンクリート製等の堅牢な場所に避難する。

３ 防災行政無線、テレビ、ラジオ及びネット等からの情報収集に努める。

〇 屋外にいる場合

できる限り近隣のコンクリート製等の堅牢な建物等に避難する。

5 情報伝達

避難実施要領の住民への伝

達方法

防災行政無線、防災配信メール、ＳＮＳ、インターネッ

ト、広報車、ケーブルテレビ

避難実施要領の伝達先 －

6 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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② 町域内避難（攻撃後、町域の一部に影響がある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

町域内避難

想定される事態

１ 町域の一部で弾道ミサイル、航空攻撃により被害（通常弾頭等による限定的な被

害、火災が発生した場合）が発生した場合、又はおそれがある場合

２ 町域の一部がＮＢＣ弾頭（局所的な放射性物質・化学剤の拡散）等の影響がある

場合、又はおそれがある場合

1 都道府県からの避難の指示の内容

１ 通常弾頭・破片

酒々井町〇〇の着弾地点を中心に半径○○○ｍに居住する住民の避難

２ 火災の発生

酒々井町〇〇の着弾により発生した火災発生地点を中心に周辺に居住する住民の

避難

３ ＮＢＣ弾頭（局所的な放射性物質・化学剤の拡散）等

→ パターン⑧

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町〇○

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況
弾道ミサイル、航空攻撃により局所的な被害の発生

（通常弾頭・火災・ＮＢＣ弾頭）

今後の予測・影響と措置

１ 死傷者の発生、救命救助活動・消火活動

２ 消防、警察等による弾頭の種類の特定、連携した警戒区

域の設定

３ 避難対象住民約○○世帯の立退き避難・安全確保

（避難誘導、避難所の開設）

４ ２次被害の拡大防止

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿m/s

2-2 避難住民の誘導の概要

警戒区域（要避難地域） 酒々井町○○、○○、○○、○○

避難先と避難誘導の方針

１ 消防・警察と連携し、警戒区域（避難対象区域）、避難

対象者の決定

２ 避難経路の指定、避難所の決定・開設準備

３ 防災行政無線、広報車等による指示の伝達

４ 消防団、警察と連携し、避難者の避難誘導・輸送、避難
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所の受け入れ（要配慮者を含む。）

５ 消防団、警察と連携し、警戒区域及び周辺の警戒・交

通規制（巡回、戸別訪問による退去の確認）

６ 避難対象区域外の住民の屋内避難による行動の抑制

７ 必要により、現地調整所の設置

８ 被害の影響が全域に拡大する場合 → ③へ

ＮＢＣ弾頭の場合 → ⑧へ

避難開始日時 年 月 日 ：

避難完了予定日時 年 月 日 ：

2-3 関係機関の措置等

措置の概要

〇 警 察

・ 弾頭の種類特定の調査

・ 町との避難対象区域、警戒区域の協議

・ 警戒区域とその周辺の警戒・交通規制を調整

・ 避難誘導時の交通規制・住民避難の補助

〇 消 防

・ 負傷者の救命救助・救急搬送

・ 火災発生時の消火活動

・ 弾頭の種類特定の調査

・ 町との避難対象区域、警戒区域の協議

・ 延焼火災時の消火活動

〇 自衛隊

・ 弾頭の種類特定の調査

〇 県・指定地方公共機関

・ 警戒区域内の交通機関の運休又は迂回及び住民の輸

送支援

・ ２次被害防止のための送電・ガス供給の停止等の調

整

〇 町内事業者

・ 避難対象地域の事業者の営業停止

連絡調整先 －

3 事態等の特性で留意すべき事項

事態の特性 ＮＢＣ兵器等が使用された場合、火災が拡大した場合

地域の特性 住宅密集地

時期による特性 通勤・通学時間帯による安全確保の処置

4 避難者数（単位：人）

地区名 〇〇１丁目 〇〇２丁目 〇〇区 合計
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避難者数（計） ２４０ １６０ ２１５ ６１５

うち要配慮者数 ８ ７ ６ ２１

うち外国人数 ０ ０ ４ ４

5 避難施設

5-1 避難施設

避難先地域 〇〇１丁目 〇〇２丁目 〇〇区 要配慮者

避難施設名 〇〇小学校 〇〇小学校 〇〇中学校 社会福祉施設

所在地 酒々井〇〇 尾上〇〇 尾上〇〇 上本佐倉

収容可能人数（人） ４３２ ４６７ ５９４ ２４

連絡先（電話等） 災害用携帯電話➀ 災害用携帯電話② 災害用携帯電話④ 災害用携帯電話⑦

連絡担当者 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇

その他の留意事項等 教室調整 教室調整 輸送要領

5-2 一時集合場所

一時集合場所名 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

所在地 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

連絡先（電話等）
ＭＣＡ携帯局➀

災害用携帯電話③

ＭＣＡ携帯局③

災害用携帯電話⑤

ＭＣＡ携帯局➀

災害用携帯電話③

ＭＣＡ携帯局➀

災害用携帯電話③

連絡担当者 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇

その他の留意事項等 駐車場なし

6 避難手段

輸送手段 鉄道 ・ バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ その他（町庁用車）

輸送手段の詳細

種類（車種等）
町バス、ふれあいタクシ－、救急車

事業者車両

台 数

町バス×１、スクールバス×１、

ふれあいタクシー×３、救急車×１

事業者車両×○

輸送可能人数 １往復当たり、○○名

連絡先 〇○課〇○

輸送力の配分の考え方 危険度の高い地域を優先

その他輸送手段
要配慮者 町庁用車、事業者車両

その他（入院患者等） 救急車

7 避難経路

避難に使用する経路（号線） 町道〇-〇〇、町道〇-〇〇、町道〇-〇〇

交通規制

実施者の確認 〇〇警察署、消防団

規制にあたる人数 〇〇名

規制場所 〇〇交差点、〇〇交差点、〇〇交差点

警備体制 実施者の確認 〇〇警察署
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規制にあたる人数 〇〇名

規制場所 〇〇交差点、〇〇交差点、〇〇交差点

8 避難誘導方法

8-1 避難（輸送）方法

地 区 〇〇１丁目 〇〇２丁目 〇〇区

一時集合

場所への

避難方法

誘導の実施単位 ２組 ２組

輸送手段 徒歩 徒歩

避難先 〇〇用地 〇〇公園

集合時間 － －

その他

（誘導責任者等）
〇〇課〇〇 〇〇課〇〇

避難施設

への避難

方法

誘導の実施単位 ２組 ２組

輸送手段 町バス、又は自家用車
スクールバス

又は自家用車

避難経路（号線） 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇

避難先 〇〇小学校 〇〇小学校 〇〇中学校

避難完了予定日時 － － －

その他

（誘導責任者等）
〇〇課〇〇 〇〇課〇〇 〇〇課〇〇

要配慮者

等の避難

方法

誘導の実施単位 ２組 ２組 ２組 ○組

要配慮者への支援

事項

・ 同居者・支援者を含む避難

・ 医療機器等個別の対応を行う。

・ 避難所で避難可能な要配慮者の確認

輸送手段 ふれあいタクシー×３、事業者車両

避難経路 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇

避難先 各避難所 社会福祉施設

避難開始日時 － － － －

避難完了予定日時 － － － －

8-2 職員の配置方法

配置場所 分庁舎２階第２多目的室（対策本部）

人 数
一時避難所（受付）５名、誘導７組１４名、避難所３カ所１８

名、車両同乗者６名

現地調整所 中央公民館（副町長、危機管理室等）

8-3 残留者の確認方法

確認者 〇〇課、消防団、警察

時 期 各避難所への移動開始後

場 所 警戒区域
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方 法 巡回、個別訪問（防護衣一式を支給）

措 置 残留者への退去勧告

終了予定日時 －

8-4 避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 避難所に移動後

食事場所 各避難所

提供する食事の種類 当初、防災備蓄品

実施担当部署 〇〇課、避難所担当職員

8-5 追加情報の伝達方法

防災行政無線、広報車（職員：災害用携帯電話）、ＳＮＳ、ホームページ、報道

9 避難時の留意事項（主に住民）

自宅から避難する場合の留意事項

基本事項

➀ 家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡

② 住家の施錠、電源ブレーカー、ガスの元栓を閉じる。

③ 防災備蓄品に準ずる物品、貴重品の携行、ペットの同行避難

④ 安否・避難所以外に避難する場合の確実な役場への通報

事態の特性

被害の種類により避難対象区域が変動

時期の特性

通勤・通学者等不在者への避難先の連絡

一時集合場所での対応

・ 家族の所在等避難状況の通報

・ 要配慮者等個別対応の要否

10 職員の配置
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１ 役割分担

(1) 避難誘導時は、各部各班協働して配置を行う

① 一時避難所（受付）

② 誘導７組１４名

③ 避難所３カ所１８名（避難所担当職員）

④ 車両同乗者６名

(2) 避難誘導後は、各部班の事務所掌により行う。

２ 職員の配置

(1) 対策本部：本部長（町長）・副本部長（教育長）・本部員・事務局

(2) 現地調整所：副本部長（副町長）、事務局１名、〇○課

３ 誘導に際しての留意事項

(1) 消防団、消防、警察及び県等関係機関との連携

(2) 避難対象区域外の避難者の抑制

(3) 職員間の認識共有、交代体制

４ 服 装

防災服、ヘルメット、手袋（武力攻撃事態認定時：国民保護腕章）

11 情報伝達

避難実施要領の住民への

伝達方法

➀ 防災行政無線及び広報車（避難対象区域）

② ホームページ・ＳＮＳ

③ 一時避難場所での書面の配布

避難実施要領の伝達先 酒々井町全域

職員間の連絡手段 災害用携帯電話、ＭＣＡ無線

12 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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③ 町域外避難（攻撃後、町域の一部に影響がある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

町域外避難

予測される事態

１ 町域及び周辺地域が弾道ミサイルによる攻撃により、町域全域に影響がある

場合、又はおそれのある場合

２ 航空攻撃の範囲が拡大し、町域全域に影響がある場合、又はおそれのある場合

1 都道府県からの避難の指示の内容

弾道ミサイル（航空攻撃）による攻撃（のおそれ）があり、県北西部各市町は、

○○県への住民避難。酒々井町は、〇〇県〇○町への町域外避難

（ ＮＢＣの場合 → ⑨ ）

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町（県北西部全域）

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況

〇 武力攻撃事態認定

〇 弾道ミサイル・航空攻撃よる等の攻撃により、町全

域に被害が発生（のおそれ）

今後の予測・影響と措置
〇 事態の終息は不透明であり、避難の期間は長期化の

可能性

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿m/s

2-2 避難住民の誘導の概要

要避難地域 酒々井町全域

避難先と避難誘導の方針

○○県○○町

１ ○○町の避難所への住民の避難

・ 避難者の把握、移動区分の決定

・ 避難先自治体との調整

・ 避難の誘導・同行

・ 避難先での受入れ

２ ○○町公民館に行政機能の移転

３ 避難後の行政機能の確立

避難開始日時 年 月 日 ：

避難完了予定日時 年 月 日 ：

2-3 関係機関の措置等

措置の概要
１ 県

・ 避難経路の指示
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・ 避難のための交通手段の指示

２ 警 察

・ 避難時の交通統制

・ 町域の警備

・ 残留者の避難の補助

３ 消防・消防団

・ 要配慮者の避難支援

・ 住民の避難誘導

４ 公共交通事業者

・ 住民の輸送

５ 道路管理者

・ 避難経路の誘導

連絡調整先 －

3 事態等の特性で留意すべき事項

事態の特性

（除染の必要性等）

１ 避難準備・避難の実施の所要大

２ 町行政機能の移転

３ 避難間の安全確保

４ 混乱の防止

地域の特性 酒々井町全域

4 避難者数（単位：人）

地区名 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③ 合計

避難者数（計） 4,998 1,312 3,176 5,579 3,190 2,295
約 21,000

（住民票のない者 500

見込）

うち要配慮者数 70 70 70 70 70 70 420 見込

うち外国人等の数 - - - - - - 500 見込

5 避難施設

5-1 避難施設

避難先地域 ➀地区 ➀地区 ③地区 ④地区 ④地区 ②地区

避難施設名
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館、

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

所在地 - - - - - -

収容可能人数（人）
3,000

2,500
2,000

2,500

600

2,500

3,000
3,400 2,500

連絡先（電話等） - - - - - -

連絡担当者 - - - - - -

その他の留意事項等
〇 要配慮者は、医療・社会福祉施設を調整

〇 他自治体の避難地域への希望者と対応の可否確認
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5-2 一時集合場所（避難受付場所）

避難受付場所名 酒々井小学校
コミュニティプ

ラザ

東京学館高等学

校
酒々井中学校

プ リ ミ エ ー ル

酒々井
大室台小学校

所在地 - - - - - -

連絡先（電話等） - - - - - -

連絡担当者 - - - - - -

その他の留意事項等 〇 各場所で受付を行い、移動日、移動手段の指定を行う。

6 避難手段

輸送手段 鉄道 ・ バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ その他（自家用車）

輸送手段の詳細

種類（車種等）
〇 鉄道（在来線・臨時便）

〇 観光バス

台 数
〇 延べ１３２両（１１両編成１２便）

〇 延べ４２０台

輸送可能人数

〇 鉄道１両１６０名（１１両編成１，７

６０名）

〇 観光バス１台５０名

連絡先 県輸送調整

輸送力の配分の考え方

１ 自家用車で移動可能な世帯を把握

２ 原則、地区単位で移動

３ 鉄道輸送を優先する。

その他輸送手段
要配慮者 〇 原則、バス移動

その他（入院患者等） 〇 医療・社会福祉施設車両、救急車

7 避難経路

避難に使用する経路
１ 鉄道：〇〇線―〇〇線―〇〇線

２ 道路：○○自動車道

交通規制

実施者の確認

１ 鉄道：発地駅は町職員、乗換駅は鉄道事業者、着地

駅は○○県○○町職員

２ 道路：警察、道路管理者

規制にあたる人数
１ 町職員:１０名

２ 関係機関の計画による。

規制場所
１ 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

２ 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

警備体制

実施者の確認
１ 鉄道：警察

２ 道路：警察

規制にあたる人数 〇 関係機関の計画による。

規制場所
〇 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

〇 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

8 避難誘導方法
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8-1 避難（輸送）方法

地 区 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③

輸送区分

鉄 道
○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

バ ス
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

自家用車
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

出発地

誘導の実施単位

〇 鉄道：各駅改札で受付・誘導を行う。

〇 バス：各地区受付場所で誘導を行う。

○ 自家用車：各地区受付場所で人員・車番を確認す

る。

輸送手段 出発地までの移動は徒歩

避難先 〇 受付時に避難先の再確認を行う。

集合時間 〇 各便出発１時間前までに受付

その他（誘導責任

者等）
○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課

避 難 施

設 へ の

避 難 方

法

誘導の実施単位
〇 鉄道：各便に町職員１０名が同行する。

〇 バス：各便に町職員２名が同行する。

輸送手段
○○駅到着後の移動は、○○県、○○町の支援を受け

る。

避難経路 ○○県の指定経路

避難先
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

避難完了予定日時 - - - - - -

その他（誘導責任

者等）
町職員同行者から１名を指定

要 配 慮

者 等 の

避 難 方

法

誘導の実施単位 各便に町職員２名が同行する。

要配慮者への支

援事項
配慮事項に応じた避難先の調整

輸送手段

➀ バス・自家用車

② 鉄道（支援者同行）

③ 医療・社会福祉施設車両、救急車

避難経路 県、○○県の指定経路

避難先 医療・社会福祉施設、国（県）、○○県、○○町と調整

避難開始日時 - - - - - -

避難完了予定日時 - - - - - -
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8-2 職員の配置方法

配置場所

人 数

１ 避難受付場所（６か所）：各職員１０名・福祉担当３名

２ 出発地（駅・町施設（８か所））：各職員１０名・福祉担当３名

３ 同行者：鉄道：１０名（最大１２便）、バス：２名（最大５２

０便）

４ 避難先（６か所）：各職員４名

５ 町移転先：２０名

現地調整所
１ 中央公民館

２ ○○町公民館

8-3 残留者の確認方法

確認者 町職員、警察、消防団

時 期 各地区避難者出発日から○日間

場 所 各地区避難地区

方 法 地域の巡回及び受付をしていない住民の戸別訪問

措 置 退去勧告

終了予定日時 －

8-4 避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期
１ 避難間、住民準備（防災備蓄品を準備）

２ 到着以降は、町備蓄品及び国・県に要請

提供する食事の種類 －

実施担当部署 ○○課○○

8-5 追加情報の伝達方法

防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ、各避難受付場所

9 避難時の留意事項（主に住民）

自宅から避難する場合の留意事項

基本事項

１ 原則立退き避難、残留した場合、救援・安全の確保は困難であること。

２ 各地区避難受付場所での避難登録（要配慮者の有無）

３ 自家用車の使用（避難時出発・到着の連絡、避難経路・通過点の遵守

避難時の渋滞・混乱防止）

４ 退去時、住家の施錠、電源ブレーカー、ガスの元栓を閉じる。

５ 地区単位、家族単位での移動

事態の特性

事態の進展により、緊急的な避難になることが予測されること。

一時集合場所での対応

１ 世帯単位で避難先の登録（自家用車：車番）

２ 要配慮者の有無の登録
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10 誘導に際しての留意事項（職員）

１ 役割分担

(1) 避難誘導時は、各部各班協同して配置を行う。

ア 避難受付場所（６か所）

イ 出発地（８か所）

ウ 同行者：鉄道、バス

エ 避難先（６か所）

オ 町移転準備

カ 避難確認

(2) 移転先へ町の各業務システムの移設を行う。

(3) 避難後は、原則各部班の事務所掌により行う。

２ 職員の配置

(1) 対策本部：本部長（町長）・副本部長（教育長）・本部員・事務局

(2) 現地調整所：副本部長（副町長）、事務局１名、〇○課

３ 誘導に際しての留意事項

(1) 国・県及び関係機関との連携

(2) 職員間の認識共有、交代体制

(3) 職員家族の帯同等の処置

４ 服 装

防災服、ヘルメット（武力攻撃(予測)事態認定時：国民保護腕章）

11 情報伝達

避難実施要領の住民への

伝達方法

➀ 防災行政無線及び広報車（避難対象区域）

② ホームページ・ＳＮＳ

③ 避難受付場所での書面の配布

避難実施要領の伝達先 酒々井町全域

職員間の連絡手段 災害用携帯電話、ＭＣＡ無線

12 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃

ア 事案の特徴

(ｱ) ゲリラや特殊部隊による攻撃

○ 警察、自衛隊等による監視活動等により、その兆候の早期発見に努めるこ

ととなるが、敵もその行動を秘匿するためあらゆる手段を使用することが想

定されることから、事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発的に被

害が生ずることも考えられる。そのため、都市部の政治経済の中枢、鉄道、

橋りょう、ダム、原子力関連施設などに対する注意が必要である。

○ 少人数のグループにより行われるため使用可能な武器も限定されること

から、主な被害は施設の破壊等が考えられる。したがって、被害の範囲は比

較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目標となる施設の種類

によっては、二次被害の発生も想定され、例えば原子力事業所が攻撃された

場合には被害の範囲が拡大するおそれがある。また、放射性物質等を混入し

た汚い爆弾（以下「ダーティボム」という。）が使用される場合がある。

○ 留意点

ゲリラや特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、町（

消防機関を含む。）と県、警察及び自衛隊が連携し、武力攻撃の態様に応じて、

攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後、関係機関が安全の措置を講じつつ

適当な避難地域に移動させる等適切な対応を行う。

事態の状況により、知事の緊急通報の発令、町又は県の退避の指示、又は

警戒区域の設定など時宜に応じた措置を行うことが必要である。

一般的には、比較的狭い範囲において、突発的な被害に伴い必要となる緊

急的な対応をパターンとなるが、想定する事案によっては、範囲が広域化す

る、予測・察知が可能となることも考えられる。

(ｲ) 集客施設等への攻撃

緊急対処事態としては、武力攻撃事態におけるゲリラや特殊部隊による攻撃

等における対処と類似の事態が想定されるため、ゲリラや特殊部隊による攻撃

のパターンに含めて作成する。

○ 大規模集客施設、ターミナル駅等で爆破が行われた場合、爆破による人的

被害が発生し、施設が崩壊した場合には人的被害は多大なものとなる。

○ ゲリラや特殊部隊による攻撃の「突発的に発生する可能性」、「被害が比較

的狭い範囲に限定されるのが一般的」等の特徴について、集客施設等への攻

撃に当てはまる場合がある

○ 集客施設等への攻撃手段としては、施設等に設置された爆弾がダーティボ

ムや駅等において、武装工作員等が、化学剤・生物剤を散布する事案が想定

されることも考えられ、その場合にはゲリラや特殊部隊による攻撃、化学剤・

生物剤による攻撃と特徴や対応が類似する可能性もあり得る。パターンを作

成するに当たっては、設定した事案の特徴にしたがい、適切な対応を想定す

る必要がある。→ パターン⑦⑧⑨

イ ゲリラや特殊部隊による攻撃の町への影響

町域が攻撃対象となる可能性は低いものの、鉄道４駅、自動車道、アウトレ

ットが所在し、成田空港も近傍にあることから検討・具体化を図る。
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④ 屋内避難（町域及びその周辺発生の恐れがある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在
屋 内 避 難

想定される事態

１ 町域及びその周辺でゲリラ・特殊部隊の活動が活発であり、公共施設、大規模商業

施設、交通機関が攻撃の対象とされるおそれがある場合

２ 町域及びその周辺でゲリラ・特殊部隊による攻撃の発生直後

1 都道府県からの避難の指示の内容

１ 町域及びその周辺でゲリラ・特殊部隊の活動が活発であり、大規模商業施設、交通

機関が攻撃の対象とされるおそれがあるため、住民に屋内避難を指示

２ 町域及びその周辺でゲリラ・特殊部隊による攻撃の発生したため、屋内避難を指

示

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 県北西部、酒々井町全域

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置 住民の屋内避難

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿ｍ/ｓ

2-2 避難住民の誘導の概要

要避難地域 酒々井町全域

避難先と避難誘導の方針

１ 武力攻撃事態（緊急対処事態）又は予測事態

２ テロ等に巻き込まれるのを防止するため、住民の屋内

避難

３ 事業者と連携した鉄道利用者、公共施設・大規模商業

施設来場者の安全確保

４ 情報収集

・ 県、警察からの情報

・ 鉄道、公共施設・大規模商業施設の情報

・ 不審者・不審物情報

避難開始日時 避難の指示後、速やかに

避難完了予定日時 避難の指示後、速やかに

2-3 関係機関の措置等

措置の概要 警察、消防、消防団等安全確認・情報共有
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連絡調整先
くらし安全協働課

（酒々井町国民保護／緊急対処事態対策本部事務局）

3 事態の特性で留意すべき事項

ＮＢＣ（放射性物質、化学剤、生物剤）を使用したテロ

4 住民・来場者の行動（基本事項）

屋内避難の指示を受けた場合の対応

〇 屋内にいる場合

➀ ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるよう

に

する。

② １階、又は構造がコンクリート製の堅牢な場所へ避難する。

③ 防災行政無線、テレビ、ラジオ及びネット等からの情報収集に努める。

〇 屋外にいる場合

できる限り近隣のコンクリート製の堅牢な建物等へ避難する。

5 情報伝達

避難実施要領の住民・事業者

への伝達方法

防災行政無線、防災配信メール、ＳＮＳ、インターネッ

ト、広報車、ケーブルテレビ、電話

避難実施要領の伝達先 －

6 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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⑤ 町域内避難（攻撃後、町域の一部に影響がある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

町域内避難

想定される事態

町域の一部でゲリラ・特殊部隊による攻撃による被害が発生した場合又はおそれが

ある場合（大規模商業施設、鉄道駅舎、公共施設、住宅密集地）

1 都道府県からの避難の指示の内容

１ 爆発等による限定的な被害

酒々井町〇〇の事案発生場所を中心に半径○○○ｍに居住する住民・来場者等の

避難

２ 火災の発生

酒々井町〇〇の事案発生により発生した火災発生地点を中心に周辺に居住する住

民・来場者等の避難

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町〇○

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況
ゲリラ・特殊部隊による攻撃により局所的な被害の発生

（爆発・火災）

今後の予測・影響と措置

１ 死傷者の発生、救命救助活動・消火活動

２ 消防、警察等による事案の特定と連携した警戒区域の

設定

３ 避難対象住民約○○世帯（大規模商業施設）の立ち退き

避難・安全確保（避難誘導、避難所の開設）

４ ２次被害の拡大防止

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿m/s

2-2 避難住民の誘導の概要

警戒区域（要避難地域） 酒々井町○○、○○、○○、○○

避難先と避難誘導の方針

１ 事業者、消防・警察と連携し、負傷者の救出救護、警戒

区域（避難対象区域）、避難対象者の決定

２ 避難経路の指定、避難所の決定・開設準備

３ 防災行政無線、広報車等による指示の伝達

４ 事業者、消防団、警察と連携し、避難者の避難誘導・輸

送、避難所の受け入れ（要配慮者を含む。）

５ 消防団、警察と連携し、警戒区域の及び周辺の警戒・交

通規制（巡回、戸別訪問による退去の確認）

６ 避難対象区域外の住民の屋内避難による行動の抑制
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７ 必要により、現地調整所の設置

８ 被害が全域に拡大する場合 → ③へ

ＮＢＣ弾頭の場合 → ⑧へ

避難開始日時 年 月 日 ：

避難完了予定日時 年 月 日 ：

2-3 関係機関の措置等

措置の概要

〇 警 察

・ 警察のゲリラ・特殊部隊対処に伴う協力体制

・ 爆発物等の種類の特定の調査

・ 町との避難対象区域、警戒区域の協議

・ 警戒区域とその周辺の警戒・交通規制を調整

・ 避難誘導時の交通規制・住民避難の補助

〇 消 防

・ 負傷者の救命救助・救急搬送

・ 火災発生時の消火活動

・ 爆発物等の種類の特定の調査

・ 町との避難対象区域、警戒区域の協議

・ 延焼火災時の消火活動

〇 自衛隊

・ 自衛隊のゲリラ・特殊部隊対処に伴う協力体制

・ 爆発物等の種類特定の調査

〇 県・指定地方公共機関

・ 警戒区域内の交通機関の運休又は迂回及び住民の輸

送支援

・ ２次被害防止のための送電・ガス供給の停止等の調

整

〇 町内事業者

・ 利用者、来場者の安全な場所への避難

・ 避難対象地域の事業者の営業停止

連絡調整先 －

3 事態等の特性で留意すべき事項

事態の特性
○ ＮＢＣ兵器等が使用された場合

○ 火災が拡大した場合

地域の特性 住宅密集地、大規模商業施設での発生

時期による特性
通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場

合

4 避難者数（単位：人）

地区名 〇〇１丁目 〇〇２丁目 商業施設 合計
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避難者数（計） ２４０ １６０ ３００ ７００

うち要配慮者数 ８ ７ ０ １５

うち外国人数 ０ ０ ２ ２

5 避難施設

5-1 避難施設

避難先地域 〇〇１丁目 〇〇２丁目 商業施設 要配慮者

避難施設名 〇〇小学校 〇〇小学校 プリミエール 〇〇

所在地 酒々井〇〇 尾上〇〇 中央台〇〇 上本佐倉

収容可能人数（人） ４３２ ４６７ ３１０ １５

連絡先（電話等） 災害用携帯電話➀ 災害用携帯電話② 災害用携帯電話④ 災害用携帯電話⑦

連絡担当者 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇

その他の留意事項等 教室調整 教室調整 輸送要領

5-2 一時集合場所

一時集合場所名 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ○○○○ ○○○○

所在地 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

連絡先（電話等）
ＭＣＡ携帯局➀

災害用携帯電話③

ＭＣＡ携帯局③

災害用携帯電話⑤

移動式ＭＣＡ

災害用携帯電話③

移動式ＭＣＡ

災害用携帯電話③

連絡担当者 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇

その他の留意事項等 駐車場なし

6 避難手段

輸送手段 鉄道 ・ バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ その他（町庁用車）

輸送手段の詳細

種類（車種等） 町バス、ふれあいタクシ－、救急車

台 数

町バス×１、スクールバス×１、

ふれあいタクシー×３、救急車×１

事業者車両×○

輸送可能人数 １往復当たり、○○名

連絡先 〇○課〇○

輸送力の配分の考え方 危険度の高い地域を優先

その他輸送手段
要配慮者 町庁用車、事業者車両

その他（入院患者等） 救急車

7 避難経路

避難に使用する経路（号線） 町道〇-〇〇、町道〇-〇〇、町道〇-〇〇

交通規制

実施者の確認 〇〇警察署、消防団

規制にあたる人数 ○○名

規制場所 〇〇交差点、〇〇交差点、〇〇交差点

警備体制
実施者の確認 〇〇警察署

規制にあたる人数 ○○名
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規制場所 〇〇、〇〇、〇〇、〇〇

8 避難誘導方法

8-1 避難（輸送）方法

地 区 〇〇１丁目 〇〇２丁目 商業施設 各地区

一時集合

場所への

避難方法

誘導の実施単位 ２組 ２組 ○組

輸送手段 徒歩 徒歩
事業者車両、又は自

家用車

避難先 〇〇用地 〇〇公園 ○○

集合時間 － － －

その他

（誘導責任者等）
〇〇課〇〇 〇〇課〇〇 〇〇課〇〇

避難施設

への避難

方法

誘導の実施単位 ２組 ○組 ○組

輸送手段
町バス、スクールバス、

又は自家用車
事業者車両、

又は自家用車

事業者車両、又は自

家用車

避難経路（号線） 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇

避難先 〇〇小学校 〇〇小学校 プリミエール 社会福祉施設

避難完了予定日時 － － － －

その他

（誘導責任者等）
〇〇課〇〇 〇〇課〇〇 〇〇課〇〇 〇〇課〇〇

要配慮者

等の避難

方法

誘導の実施単位 ２組 ２組 ○組 ○組

要配慮者への支援

事項

・ 同居者・支援者を含む避難

・ 医療機器等個別の対応を行う。

・ 避難所で避難可能な要配慮者の把握

輸送手段 ふれあいタクシー×３、救急車×１

避難経路 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇

避難先 〇〇小学校 〇〇小学校 プリミエール 社会福祉施設

避難開始日時 － － － －

避難完了予定日時 － － － －

8-2 職員の配置方法

配置場所 分庁舎２階第２多目的室（対策本部）

人 数
一時避難所（受付）５名、誘導７組１４名、避難所３カ所１８

名、車両同乗者６名

現地調整所 中央公民館（副町長、危機管理室等）

8-3 残留者の確認方法

確認者 〇〇課、消防団、警察

時 期 各避難所への移動開始後

場 所 警戒区域、商業施設

方 法 巡回、個別訪問（必要により防護衣一式を支給）



53

措 置 残留者への退去勧告

終了予定日時 －

8-4 避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 避難所に移動後

食事場所 各避難所

提供する食事の種類 当初、防災備蓄品

実施担当部署 〇〇課、避難所担当職員

8-5 追加情報の伝達方法

防災行政無線、広報車（職員：災害用携帯電話）、ＳＮＳ、ホームページ、報道

9 避難時の留意事項（住民、滞在者）

避難する場合の留意事項

基本事項

➀ 家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡

② 住家の施錠、電源ブレーカー、ガスの元栓を閉じる。

③ 防災備蓄品に準ずる物品、貴重品の携行、ペットの同行避難

④ 安否・避難所以外に避難する場合の確実な役場への通報

事態の特性

避難時に事案に巻き込まれる可能性あり。

時期の特性

通勤・通学者等不在者への避難先の連絡

一時集合場所での対応

・ 家族の所在等避難状況の通報

・ 要配慮者等個別対応の要否

10 職員の配置

１ 役割分担

(1) 避難誘導時は、各部各班協働して配置を行う

① 一時避難所（受付）

② 誘導７組１４名

③ 避難所３カ所１８名（避難所担当職員）

④ 車両同乗者６名

(2) 避難誘導後は、各部班の事務所掌により行う。

２ 職員の配置

(1) 対策本部 ：本部長（町長）・副本部長（教育長）・本部員・事務局

(2) 現地調整所: 副本部長（副町長）、事務局１名、〇○課

３ 誘導に際しての留意事項

(1) ２次災害（避難時の事案発生）の防止のための警戒体制

(2) 消防団、消防、警察及び県等関係機関との連携

(3) 避難対象区域外の避難者の抑制

(4) 職員間の認識共有、交代体制
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４ 服 装

防災服、ヘルメット（武力攻撃事態認定時：国民保護腕章）

11 情報伝達

避難実施要領の住民への

伝達方法

➀ 防災行政無線及び広報車（避難対象区域）

② ホームページ・ＳＮＳ

③ 一時避難場所での書面の配布

避難実施要領の伝達先 酒々井町全域

職員間の連絡手段 災害用携帯電話、ＭＣＡ無線

12 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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⑥ 町域外避難（攻撃後、町域の一部に影響がある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

町域外避難

予測される事態

町及び周辺地域でゲリラ・特殊部隊による攻撃が頻発・広域化し、町域全域に

影響がある場合、又はおそれがある場合

1 都道府県からの避難の指示の内容

ゲリラ・特殊部隊による攻撃が広域化していることから、県は、○○県への住民

避難。

酒々井町は、〇〇県〇○町への町域外避難

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町（県北西部全域）

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況
１ 武力攻撃事態認定

２ ゲリラ・特殊部隊による攻撃が広範囲で発生

今後の予測・影響と措置
事態の終息は不透明であり、避難の期間は長期間の

可能性

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿m/s

2-2 避難住民の誘導の概要

要避難地域 酒々井町全域

避難先と避難誘導の方針

○○県○○町

１ ○○町の避難所への住民の避難

・ 避難者の把握、移動区分の決定

・ 避難先自治体との調整

・ 避難の誘導・輸送同行

・ 避難先での受入れ

２ ○○町公民館に行政機能の移転

３ 避難後の行政機能の確立

避難開始日時 年 月 日 ：

避難完了予定日時 年 月 日 ：

2-3 関係機関の措置等

措置の概要

１ 県

・ 避難経路の指示

・ 避難先自治体との調整

・ 避難のための交通手段の指示
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２ 警 察

・ 避難時の交通統制、警戒

・ 町域の警備

・ 住民避難の補助

３ 消防・消防団

・ 要配慮者の避難支援

・ 住民の避難誘導

４ 公共交通事業者

・ 住民の輸送

５ 道路管理者

・ 避難経路の誘導

連絡調整先 －

3 事態等の特性で留意すべき事項

事態の特性

（除染の必要性等）

１ 避難準備・避難の実施の所要大

２ 町行政機能の移転

３ 避難間の安全確保

４ 混乱の防止

地域の特性 酒々井町全域

4 避難者数（単位：人）

地区名 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③ 合計

避難者数（計） 4,998 1,312 3,176 5,579 3,190 2,295
約 21,000

（住民票のない者 500

見込）

うち要配慮者数 70 70 70 70 70 70 420 見込

うち外国人等の数 - - - - - - 500 見込

5 避難施設

5-1 避難施設

避難先地域 ➀地区 ➀地区 ③地区 ④地区 ④地区 ②地区

避難施設名
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館、

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

所在地 - - - - - -

収容可能人数（人）
3,000

2,500
2,000

2,500

600

2,500

3,000
3,400 2,500

連絡先（電話等） - - - - - -

連絡担当者 - - - - - -

その他の留意事項等
〇 要配慮者は、医療・社会福祉施設を調整

〇 他自治体の避難地域への希望者と対応の可否確認
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5-2 一時集合場所（避難受付場所）

避難受付場所名 酒々井小学校
コミュニティプ

ラザ

東京学館高等学

校
酒々井中学校

プリミエール

酒々井
大室台小学校

所在地 - - - - - -

連絡先（電話等） - - - - - -

連絡担当者 - - - - - -

その他の留意事項等 〇 各場所で受付を行い、移動日、移動手段の指定を行う。

6 避難手段

輸送手段 鉄道 ・ バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ その他（自家用車）

輸送手段の詳細

種類（車種等）
〇 鉄道（在来線・臨時便）

〇 観光バス

必要な台数
〇 延べ１３２両（１１両編成１２便）

〇 延べ４２０台

輸送可能人数

〇 鉄道１両１６０名（１１両編成１，７

６０名）

〇 観光バス１台５０名

連絡先 県輸送調整

輸送力の配分の考え方

１ 自家用車で移動可能な世帯を把握

２ 原則、地区単位で移動

３ 鉄道輸送を優先する。

その他輸送手段
要配慮者 〇 原則、バス移動

その他（入院患者等） 〇 医療・社会福祉車両、救急車

7 避難経路

避難に使用する経路
１ 鉄道：〇〇線―〇〇線―〇〇線

２ 道路：○○自動車道

交通規制

実施者の確認

１ 鉄道：発地駅は町職員、乗換駅は鉄道事業者、着地

駅は○○県○○町職員

２ 道路：警察、道路管理者

規制にあたる人数
１ 町職員:１０名

２ 関係機関の計画による。

規制場所
１ 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

２ 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

警備体制

実施者の確認
１ 鉄道：警察

２ 道路：警察

規制にあたる人数 〇 関係機関の計画による。

規制場所
〇 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

〇 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

8 避難誘導方法



58

8-1 避難（輸送）方法

地 区 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③

輸送区分

鉄 道
○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

バ ス
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

自家用車
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

出発地

誘導の実施単位

〇 鉄道：各駅改札で受付・誘導を行う。

〇 バス：各地区受付場所で誘導を行う。

○ 自家用車：各地区受付場所で人員・車番を確認す

る。

輸送手段 出発地までの移動は徒歩

避難先 〇 受付時に避難先の再確認を行う。

集合時間 〇 各便出発１時間前までに受付

その他（誘導責任

者等）
○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課

避 難 施

設 へ の

避 難 方

法

誘導の実施単位
〇 鉄道：各便に町職員１０名が同行する。

〇 バス：各便に町職員２名が同行する。

輸送手段
○○駅到着後の移動は、○○県、○○町の支援を受け

る。

避難経路 ○○県の指定経路

避難先
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

避難完了予定日時 - - - - - -

その他（誘導責任

者等）
町職員同行者から１名を指定

要 配 慮

者 等 の

避 難 方

法

誘導の実施単位 各便に町職員２名が同行する。

要配慮者への支

援事項
配慮事項に応じた避難先の調整

輸送手段

➀ バス・自家用車

② 鉄道（支援者同行）

③ 医療・社会福祉施設車両、救急車

避難経路 県、○○県の指定経路

避難先
医療・社会福祉施設、国（県）、○○県

○○町と調整

避難開始日時 - - - - - -
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避難完了予定日時 - - - - - -

8-2 職員の配置方法

配置場所

人 数

１ 避難受付場所（６か所）：各職員１０名・福祉担当３名

２ 出発地（駅・町施設（８か所））：各職員１０名・福祉担当３名

３ 同行者：鉄道：１０名（最大１２便）、バス：２名（最大５２

０便）

４ 避難先（６か所）：各職員４名

５ 町移転先：２０名

現地調整所
１ 中央公民館

２ ○○町公民館

8-3 残留者の確認方法

確認者 町職員、警察、消防団

時 期 各地区避難者出発日から○日間

場 所 各地区避難地区

方 法 地域の巡回及び受付をしていない住民の戸別訪問

措 置 退去勧告

終了予定日時 －

8-4 避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期
１ 避難間、住民準備（防災備蓄品を準備）

２ 到着以降は、町備蓄品及び国・県に要請

提供する食事の種類 －

実施担当部署 ○○課○○

8-5 追加情報の伝達方法

防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ、各避難受付場所

9 避難時の留意事項（主に住民）

自宅から避難する場合の留意事項

基本事項

１ 原則立退き避難、残留した場合、救援・安全の確保は困難であること。

２ 各地区避難受付場所での避難登録（要配慮者の有無）

３ 自家用車の使用（避難時出発・到着の連絡、避難経路・通過点の遵守

避難時の渋滞・混乱防止）

４ 退去時、住家の施錠、電源ブレーカー、ガスの元栓を閉じる。

５ 地区単位、家族単位での移動



60

事態の特性

事態の進展により、緊急的な避難になることが予測されること。

一時集合場所での対応

１ 世帯単位で避難先の登録（自家用車：車番）

２ 要配慮者の有無の登録

10 誘導に際しての留意事項（職員）

１ 役割分担

(1) 避難誘導時は、各部各班協同して配置を行う。

ア 避難受付場所（６か所）

イ 出発地（８か所）

ウ 同行者：鉄道、バス

エ 避難先（６か所）

オ 町移転準備

カ 避難確認

(2) 移転先へ町の各業務システムの移設を行う。

(3) 避難後は、原則各部班の事務所掌により行う。

２ 職員の配置

(1) 対策本部：本部長（町長）・副本部長（教育長）・本部員・事務局

(2) 現地調整所：副本部長（副町長）、事務局１名、〇○課

３ 誘導に際しての留意事項

(1) 国・県及び関係機関との連携

(2) 職員間の認識共有、交代体制

(3) 職員家族の帯同等の処置

４ 服 装

防災服、ヘルメット（武力攻撃(予測)事態認定時：国民保護腕章）

11 情報伝達

避難実施要領の住民への

伝達方法

➀ 防災行政無線及び広報車（避難対象区域）

② ホームページ・ＳＮＳ

③ 避難受付場所での書面の配布

避難実施要領の伝達先 酒々井町全域

職員間の連絡手段 災害用携帯電話、ＭＣＡ無線

12 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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(3) ＮＢＣ兵器による攻撃

ＮＢＣ兵器の攻撃は、弾道ミサイル・航空機による攻撃、ゲリラ・特殊部隊によ

る攻撃と複合した避難実施要領となるが、本項の避難実施要領は、特にＮＢＣ兵器

の特性を考慮した事項について、作成する。

ア 事案の特徴

(ｱ) 共 通

○ ＮＢＣ兵器の攻撃手段は、弾道ミサイル（弾頭）、航空機による爆撃ゲリラ

や特殊部隊による攻撃（爆発物（ダーディボム）・散布）等多様な手段を有す

る。

○ ＮＢＣ兵器が使用された場合は、避難対象地域の拡大や、避難期間の長期

が予測される。

○ ＮＢＣ兵器の検知及び除染のにあたっては、専門の知識、資機材が必要と

なる。

(ｲ) 化学剤による攻撃

○ 一般に化学剤は、地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気

より重いサリン等の神経剤は下をはうように広がる。また、特有のにおいが

あるもの、無臭のもの等、その性質は化学剤の種類によって異なる。

○ 神経剤等即効性のものは主に人員を即時に殺傷することを目的としてい

る。一般に殺傷能力の点では優れるが、環境中に放たれてから分解されるま

での時間が短く、加害の持続効果はあまりない。マスタードガスのような遅

効性のものは、即効性のものより一般に殺傷能力の点では劣るが、環境中で

の分解に時間がかかるため、長時間散布地域一帯を汚染する効果がある。

○ 留意点

化学剤による攻撃が行われた場合、又はおそれがある場合は、攻撃が行わ

れた場所、又はおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い

屋内の部屋又は風上の高台など汚染のおそれのない安全な地域に避難する

ものとする。

○ 化学剤の散布現場における警戒区域の設定のイメージ
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(ｳ) 生物剤による攻撃

○ 生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、また発症す

るまでの潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布されたと判

明したときには、既に被害が拡大している可能性がある。

○ 生物剤による被害は、使用される生物剤の特性、特にヒトからヒトへの感

染力、ワクチンの有無、既に知られている生物剤か否か等により被害の範囲

が異なるが、ヒトを媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合には、二次

感染により被害が拡大することが考えられる。

○ 留意点

・ 生物剤による攻撃が行われた場合、又はおそれがある場合は、攻撃が行

われた場所又はそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性

の高い屋内の部屋又は感染のおそれのない安全な地域に避難するよう指

示するものとする。

・ 具体的な対策は、新型インフルエンザ感染症の対応に類似した対応とな

る。

(ｴ) 放射性物質による攻撃

○ 放射性物質による攻撃はミサイルや爆撃等による核爆発及び放射性物質

を散布することにより放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾（ダーテ

ィボム）の爆発等がある。

○ 核爆発は、熱線、爆風、放射能、電磁パルス等による直接の被害を受ける

地域と核爆発に伴う直接の被害は受けないものの、放射性降下物からの放射

線による被害を受けるおそれがある地域がある。

○ 留意点

放射性物質による攻撃が行われた場合、又はおそれがある場合は、攻撃が

行われた場所又はそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性

の高い屋内の部屋又は感染のおそれのない安全な地域に避難するよう指示

するものとする。

イ ＮＢＣ兵器の攻撃による、町への影響

町域が攻撃対象となる可能性は低いものの、放射性降下物の拡散、生物剤によ

る感染拡大などの間接的な被害の可能性はあるため、検討・具体化する。
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⑦ 屋内避難（町域及びその周辺発生の恐れがある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在
屋 内 避 難

想定される事態

１ 町域及びその周辺で 攻撃手段 により、ＮＢＣ兵器（化学剤・生物剤・放射性

物質）の攻撃があった場合、又はおそれがある場合

２ 周辺地域でＮＢＣ兵器の攻撃があり、町域に間接的な被害があった場合、又はお

それがある場合

３ 町域及びその周辺で、生物剤の攻撃により、感染者が発生した場合、感染拡大のお

それがある場合

1 都道府県からの避難の指示の内容

１ 町域及びその周辺でＮＢＣ兵器（化学剤・生物剤・放射性物質）の攻撃があったた

め（おそれがあり）、住民への屋内避難を指示

２ 町域及びその周辺で、生物剤の攻撃により、感染者が発生し、感染拡大を防ぐため

、住民への屋内避難を指示

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 県北西部、酒々井町全域

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置 住民の屋内避難

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿ｍ/ｓ

2-2 避難住民の誘導の概要

要避難地域 酒々井町全域

避難先と避難誘導の方針

１ 武力攻撃事態（緊急対処事態）、又は予測事態

２ 住民の屋内避難

３ 公共施設・大型集客施設来場者の安全確保

４ 医療体制の確立

４ 情報収集

・ 県、警察からの情報

・ 被害情報（攻撃手段・ＮＢＣ兵器の種類・地域）

避難開始日時 避難の指示後、速やかに

避難完了予定日時 避難の指示後、速やかに

2-3 関係機関の措置等

措置の概要 警察、消防、消防団等安全確認・情報共有

連絡調整先
くらし安全協働課

（酒々井町国民保護／緊急対処事態対策本部事務局）
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3 事態の特性で留意すべき事項

突発的な攻撃による避難時の被爆、汚染、感染

4 住民の行動（基本事項）

屋内避難の指示を受けた場合の対応

〇 屋内にいる場合

➀ ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるよう

にする。

② １階、又は構造が堅牢な場所で避難

③ 防災行政無線、テレビ、ラジオ及びネット等からの情報収集に努める。

〇 屋外にいる場合

① 上着をはおり、マスクの着用やハンカチでおおう等物質の肌への付着・吸入を

防ぐ。

② できる限り近隣のコンクリート製の堅牢な建物等に避難する。

5 情報伝達

避難実施要領の住民・事業者

への伝達方法

防災行政無線、防災配信メール、ＳＮＳ、インターネッ

ト、広報車、ケーブルテレビ、電話

避難実施要領の伝達先 －

6 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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⑧ 町域内避難（攻撃後、町域の一部に影響がある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

町域内避難

想定される事態

１ 町域の一部で 攻撃手段 により、ＮＢＣ兵器（化学剤・生物剤・放射性物質）

の攻撃があった場合

２ 町周辺でＮＢＣ兵器の攻撃があり、町域の一部に被害があった場合

1 都道府県からの避難の指示の内容

ＮＢＣ兵器（局所的な放射性物質・化学剤の拡散・感染症の発生）等

１ 酒々井町〇〇の事案発生場所中心に半径○○○ｍの警戒区域内に居住する住民の

避難

２ 酒々井町〇〇の事案発生場所から風下に設定した警戒区域内に居住する住民の避

難

３ 酒々井町〇〇の感染者発生地域の近傍に設定した警戒区域内に居住する住民の避

難

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町〇○

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況

１ 局所的な放射性物質・化学剤の拡散等の被害の発生

（ダーティボム・化学剤）

２ 生物剤による感染者の発生直後

今後の予測・影響と措置

１ 死傷者の発生、救命救助活動

２ 消防、警察等による種類の特定、連携した警戒区域の設

定

３ （生物剤）感染者及び関係者の隔離

４ 避難対象住民約○○世帯（事象所）の立ち退き避難・安

全確保（避難誘導、避難所の開設）

５ 被爆・汚染・感染地域の応急除染

６ ２次被害（被爆・汚染・感染拡大）の防止

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿m/s

2-2 避難住民の誘導の概要

警戒区域（要避難地域）
酒々井町○○、○○、○○、○○

（発生地域、風下区域）

避難先と避難誘導の方針

１ 消防・警察と連携し、警戒区域（避難対象区域）、避難

対象者の決定（ゾーンニング）

２ 避難経路の指定、避難所の決定・開設準備
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３ 防災行政無線、広報車等による指示の伝達

４ 消防団、警察と連携し、避難者の避難誘導・輸送、避難

所の受け入れ（要配慮者を含む。）

５ 消防団、警察と連携し、警戒区域の及び周辺の警戒・交

通規制（巡回、戸別訪問による退去の確認）

６ 避難対象区域外の住民の屋内避難による行動の抑制

７ 被害者の医療救護、避難者の健康診断

８ 被爆・汚染・感染地域施設の応急除染

９ 必要により、現地調整所の設置

10 国・県との調整

避難開始日時 年 月 日 ：

避難完了予定日時 年 月 日 ：

2-3 関係機関の措置等

措置の概要

〇 警 察

・ ＮＢＣの検知

・ 町との避難対象区域、警戒区域の協議

・ 警戒区域とその周辺の警戒・交通規制を調整

・ 避難誘導時の交通規制・住民避難の補助

・ 応急除染活動

〇 消 防

・ 負傷者の救命救助・救急搬送

・ ＮＢＣの検知

・ 町との避難対象区域、警戒区域の協議

・ ＮＢＣの応急除染活動

〇 自衛隊

・ ＮＢＣの検知

・ ＮＢＣの応急除染活動

〇 県・指定地方公共機関

・ ＮＢＣの検知機材・除染資器材の貸与

・ 医療救護活動

・ 警戒区域内の交通機関の運休又は迂回及び住民の輸

送支援

〇 町内事業者

・ 避難対象地域の事業者の営業停止

連絡調整先 －

3 事態等の特性で留意すべき事項

事態の特性
１ 突発的な発生による被爆・汚染・感染者の発生

２ 被爆・汚染・感染の拡大
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地域の特性 気象の影響（風下地域）

時期による特性
通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場

合

4 避難者数（単位：人）

地区名 〇〇１丁目 〇〇２丁目 ○○区 合計

避難者数（計） ２４０ １６０ ２１５ ６１５

うち要配慮者数 ８ ７ ６ ２１

うち外国人数 ０ ０ ４ ４

5 避難施設

5-1 避難施設

避難先地域 〇〇１丁目 〇〇２丁目 〇〇区 要配慮者

避難施設名 〇〇小学校 〇〇小学校 〇〇中学校 社会福祉施設

所在地 酒々井〇〇 尾上〇〇 尾上〇〇 上本佐倉

収容可能人数（人） ４３２ ４６７ ５９４ １５

連絡先（電話等） 災害用携帯電話➀ 災害用携帯電話② 災害用携帯電話④ 災害用携帯電話⑦

連絡担当者 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇

その他の留意事項等 教室調整 教室調整 輸送要領

5-2 一時集合場所

一時集合場所名 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ○○○○ ○○○○

所在地 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

連絡先（電話等）
ＭＣＡ携帯局➀

災害用携帯電話③

ＭＣＡ携帯局③

災害用携帯電話⑤

移動式ＭＣＡ

災害用携帯電話③

移動式ＭＣＡ

災害用携帯電話③

連絡担当者 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇 〇〇課○〇

その他の留意事項等 駐車場なし

6 避難手段

輸送手段 鉄道 ・ バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ その他（町庁用車）

輸送手段の詳細

種類（車種等） 町バス、ふれあいタクシ－、救急車

台 数

町バス×１、スクールバス×１、

ふれあいタクシー×３、救急車×１

事業者車両×○

輸送可能人数 １往復当たり、○○名

連絡先 〇○課〇○

輸送力の配分の考え方 危険度の高い地域を優先

その他輸送手段
要配慮者 町庁用車、事業者車両

その他（入院患者等） 救急車

7 避難経路

避難に使用する経路（号線） 町道〇-〇〇、町道〇-〇〇、町道〇-〇〇

交通規制 実施者の確認 〇〇警察署、消防団
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規制にあたる人数 ○○名

規制場所 〇〇交差点、〇〇交差点、〇〇交差点

警備体制

実施者の確認 〇〇警察署

規制にあたる人数 ○○名

規制場所 〇〇、〇〇、〇〇、〇〇

8 避難誘導方法

8-1 避難（輸送）方法

地 区 〇〇１丁目 〇〇２丁目 〇〇区 各地区

一時集合

場所への

避難方法

誘導の実施単位 ２組 ２組 ○組

輸送手段 徒歩 徒歩 事業者車両

避難先 〇〇用地 〇〇公園 〇 〇

集合時間 － － －

その他

（誘導責任者等）
〇〇課〇〇 〇〇課〇〇 〇〇課〇〇

避難施設

への避難

方法

誘導の実施単位 ２組 ２組 ○組

輸送手段
町バス、スクールバス、

又は自家用車
スクールバス

又は自家用車

事業者車両又は自家

用車

避難経路（号線） 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇

避難先 〇〇小学校 〇〇中学校 〇〇中学校 社会福祉施設

避難完了予定日時 － － － －

その他

（誘導責任者等）
〇〇課〇〇 〇〇課〇〇 〇〇課〇〇 〇〇課〇〇

要配慮者

等の避難

方法

誘導の実施単位 ２組 ２組 ２組 ○組

要配慮者への支援

事項

・ 同居者・支援者を含む避難

・ 医療機器等個別の対応を行う。

輸送手段 ふれあいタクシー×３、救急車×１

避難経路 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇 町道〇-〇〇

避難先 〇〇小学校 〇〇中学校 〇〇中学校 社会福祉施設

避難開始日時 － － － －

避難完了予定日時 － － － －

8-2 職員の配置方法

配置場所 分庁舎２階第２多目的室（対策本部）

人 数
一時避難所（受付）５名、誘導７組１４名、避難所３カ所１８

名、車両同乗者６名

現地調整所 中央公民館（副町長、危機管理室等）

8-3 残留者の確認方法

確認者 〇〇課、消防団、警察
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時 期 各避難所への移動開始後

場 所 警戒区域、商業施設

方 法 巡回、個別訪問（防護衣一式を装着）

措 置 残留者への退去勧告

終了予定日時 －

8-4 避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 避難所に移動後

食事場所 各避難所

提供する食事の種類 当初、防災備蓄品

実施担当部署 〇〇課、避難所担当職員

8-5 追加情報の伝達方法

防災行政無線、広報車（職員：災害用携帯電話）、ＳＮＳ、ホームページ、報道

9 避難時の留意事項（住民、滞在者）

避難する場合の留意事項

基本事項

➀ 家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡

② 住家の施錠、電源ブレーカー、ガスの元栓を閉じる。

③ 防災備蓄品に準ずる物品、貴重品の携行、ペットの同行避難

④ マスクの着用、家族の健康状態の把握

⑤ 安否、健康状態、避難所以外に避難する場合の確実な役場への通報

事態の特性

避難時に被爆、汚染、感染の可能性あり。

時期の特性

通勤・通学者等不在者への避難先の連絡

一時集合場所での対応

・ 家族の所在等避難状況の通報

・ 要配慮者等個別対応の要否

・ 家族の体調不良者があった場合の通報

10 職員の配置

１ 役割分担

(1) 避難誘導時は、各部各班協働して配置を行う

① 一時避難所（受付）

② 誘導７組１４名

③ 避難所３カ所１８名（避難所担当職員）

④ 車両同乗者６名

(2) 避難誘導後は、各部班の事務所掌により行う。

２ 職員の配置

(1) 対策本部 ：本部長（町長）・副本部長（教育長）・本部員・事務局
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(2) 現地調整所: 副本部長（副町長）、事務局１名、〇○課

３ 誘導に際しての留意事項

(1) ２次災害（避難時に事案発生）の防止のための警戒体制

(2) 消防団、消防、警察及び県等関係機関との連携

(3) 避難対象区域外の避難者の抑制

(4) 職員間の認識共有、交代体制

４ 服 装

防災服、ヘルメット、手袋、屋外行動者（防護衣・マスク・フェイスシールド）

（武力攻撃事態認定時：国民保護腕章）

11 情報伝達

避難実施要領の住民への

伝達方法

➀ 防災行政無線及び広報車（避難対象区域）

② ホームページ・ＳＮＳ

③ 一時避難場所での書面の配布

避難実施要領の伝達先 酒々井町全域

職員間の連絡手段 災害用携帯電話、ＭＣＡ無線

12 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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⑨ 町域外避難（攻撃後、町域の一部に影響がある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

町域外避難

予測される事態

町域及び県（県北西部）にＮＢＣ兵器（化学剤・生物剤・放射性物質）の攻撃に

より、被害が発生した（拡大した）場合

1 都道府県からの避難の指示の内容

県（県北西部）へのＮＢＣ兵器（放射性物質・化学剤の拡散、生物剤による感染

拡大）等による攻撃により、被害が発生（被害の拡大）し、県は、○○県への住民

避難。酒々井町は、〇〇県〇○町への町域外避難

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町（県北西部全域）

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況

１ 武力攻撃事態認定

２ ＮＢＣ兵器（放射性物質、化学剤の拡散、生物剤に

よる感染拡大）の使用

今後の予測・影響と措置
事態の終息は不透明であり、避難の期間は長期化の

可能性大

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿m/s

2-2 避難住民の誘導の概要

要避難地域 酒々井町全域

避難先と避難誘導の方針

○○県○○町

１ ○○町の避難所への住民の避難

・避難者の把握、移動区分の決定

・避難先自治体との調整

・避難の誘導・同行

・避難先での受入れ

・避難者の検査・除染・健康診断

・移動車両の除染

２ ○○町公民館に行政機能の移転

３ 避難後の行政機能の確立

避難開始日時 年 月 日 ：

避難完了予定日時 年 月 日 ：

2-3 関係機関の措置等

措置の概要 １ 県
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・ 避難経路の指示

・ 避難のための交通手段の指示

・ 検査所・除染所・健康診断の設置と要領

・ 医療救護体制

２ 警 察

・ 避難時の交通統制、警戒

・ 町域の警備

・ 住民避難の補助

３ 消防・消防団

・ 要配慮者の避難支援

・ 住民の避難誘導

４ 公共交通事業者

・ 住民の輸送

５ 道路管理者

・ 避難経路の誘導

連絡調整先 －

3 事態等の特性で留意すべき事項

事態の特性

（除染の必要性等）

１ 避難準備・避難の実施の所要大

２ 町行政機能の移転

３ 避難間の安全確保（検査・除染）

４ 混乱の防止

地域の特性 酒々井町全域

4 避難者数（単位：人）

地区名 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③ 合計

避難者数（計） 4,998 1,312 3,176 5,579 3,190 2,295
約 21,000

（住民票のない者 500

見込）

うち要配慮者数 70 70 70 70 70 70 420 見込

うち外国人等の数 - - - - - - 500 見込

5 避難施設

5-1 避難施設

避難先地域 ➀地区 ➀地区 ③地区 ④地区 ④地区 ②地区

避難施設名
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館、

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

所在地 - - - - - -

収容可能人数（人）
3,000

2,500
2,000

2,500

600

2,500

3,000
3,400 2,500

連絡先（電話等） - - - - - -
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連絡担当者 - - - - - -

その他の留意事項等
〇 要配慮者は、医療・社会福祉施設を調整

〇 他自治体の避難地域への希望者と対応の可否確認

5-2 検査所

検査所名 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

所在地 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

連絡先（電話等） ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

連絡担当者 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

その他の留意事項等 〇 県の統制を受ける。

輸送手段 鉄道 ・ バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ その他（自家用車）

輸送手段の詳細

種類（車種等）
〇 鉄道（在来線・臨時便）

〇 観光バス

台 数
〇 延べ１３２両（１１両編成１２便）

〇 延べ４２０台

輸送可能人数

〇 鉄道１両１６０名（１１両編成１，７

６０名）

〇 観光バス１台５０名

連絡先 県輸送調整

輸送力の配分の考え方

１ 自家用車で移動可能な世帯を把握

２ 原則、地区単位で移動

３ 鉄道輸送を優先する。

その他輸送手段
要配慮者 〇 原則、バス移動

その他（入院患者等） 〇 医療福祉機関車両、救急車

7 避難経路

避難に使用する経路
１ 鉄道：〇〇線―〇〇線―〇〇線

２ 道路：○○自動車道

交通規制

実施者の確認

１ 鉄道：発地駅は町職員、乗換駅は鉄道事業者、着地

駅は○○県○○町職員

２ 道路：警察、道路管理者

規制にあたる人数
１ 町職員:１０名

２ 関係機関の計画による。

規制場所
１ 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

２ 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

警備体制

実施者の確認
１ 鉄道：警察

２ 道路：警察

規制にあたる人数 〇 関係機関の計画による。

規制場所
〇 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

〇 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

8 避難誘導方法
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8-1 避難（輸送）方法

地 区 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③

輸送区分

鉄 道
○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

バ ス
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

自家用車
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

出発地

誘導の実施単位

〇 鉄道：各駅改札で受付・誘導を行う。

〇 バス：各地区受付場所で誘導を行う。

○ 自家用車：各地区受付場所で人員・車番を確認す

る。

輸送手段 出発地までの移動は徒歩

避難先 〇 受付時に避難先の再確認を行う。

集合時間 〇 各便出発１時間前までに受付

その他（誘導責任

者等）
○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課

避 難 施

設 へ の

避 難 方

法

誘導の実施単位
〇 鉄道：各便に町職員１０名が同行する。

〇 バス：各便に町職員２名が同行する。

輸送手段
○○駅到着後の移動は、○○県、○○町の支援を受け

る。

避難経路 ○○県の指定経路

避難先
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

避難完了予定日時 - - - - - -

その他（誘導責任

者等）
町職員同行者から１名を指定

要 配 慮

者 等 の

避 難 方

法

誘導の実施単位 各便に町職員２名が同行する。

要配慮者への支

援事項
配慮事項に応じた避難先の調整

輸送手段

➀ バス・自家用車

② 鉄道（移動可能で支援者同行）

③ 医療・社会福祉施設車両、救急車

避難経路 県、○○県の指定経路

避難先 医療・社会福祉施設、国（県）・○○県・○○町と調整

避難開始日時 - - - - - -
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避難完了予定日時 - - - - - -

8-2 職員の配置方法

配置場所

人 数

１ 避難受付場所（６か所）：各職員１０名・福祉担当３名

２ 出発地（駅・町施設（８か所））：各職員１０名・福祉担当３名

３ 同行者：鉄道：１０名（最大１２便）、バス：２名（最大５２

０便）

４ 避難先（６か所）：各職員４名

５ 町移転先：２０名

現地調整所
１ 中央公民館

２ ○○町公民館

8-3 残留者の確認方法

確認者 町職員、警察、消防団

時 期 各地区避難者出発日から２日間

場 所 各地区避難地区

方 法 地域の巡回及び受付をしていない住民の戸別訪問

措 置 退去勧告

終了予定日時 －

8-4 避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期
１ 避難間、住民準備（防災備蓄品を準備）

２ 到着以降は、町備蓄品及び国・県に要請

提供する食事の種類 －

実施担当部署 ○○課○○

8-5 追加情報の伝達方法

防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ、各避難受付場所

9 避難時の留意事項（主に住民）

自宅から避難する場合の留意事項

基本事項

１ 原則立退き避難、残留した場合、救援・安全の確保は困難であること。

２ 各地区避難受付場所での避難登録（要配慮者の有無）

３ 自家用車の使用（避難時出発・到着の連絡、避難経路・通過点の遵守・

検査所・除染所での検査・除染、避難時の渋滞・混乱防止）

４ 退去時、住家の施錠、電源ブレーカー、ガスの元栓を閉じる。

５ 地区単位、家族単位での移動

６ マスクの着用、検査所・避難所での検査・健康診断
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事態の特性

事態の進展により、被爆、汚染、感染のおそれがあること。

一時集合場所での対応

１ 世帯単位で避難先の登録（自家用車：車番）

２ 要配慮者の有無の登録

10 誘導に際しての留意事項（職員）

１ 役割分担

(1) 避難誘導時は、各部各班協同して配置を行う。

ア 避難受付場所（６か所）

イ 出発地（８か所）

ウ 同行者：鉄道、バス

エ 避難先（６か所）

オ 町移転準備

カ 避難確認

(2) 移転先へ町の各業務システムの移設を行う。

(3) 避難後は、原則各部班の事務所掌により行う。

２ 職員の配置

(1) 対策本部：本部長（町長）・副本部長（教育長）・本部員・事務局

(2) 現地調整所：副本部長（副町長）、事務局１名、〇○課

３ 誘導に際しての留意事項

(1) 国・県及び関係機関との連携

(2) 職員間の認識共有、交代体制

(3) 職員家族の帯同等の処置

４ 服 装

防災服、ヘルメット、防護衣、マスク、フェイスシールド、手袋

（武力攻撃(予測)事態認定時：国民保護腕章）

11 情報伝達

避難実施要領の住民への

伝達方法

➀ 防災行政無線及び広報車（避難対象区域）

② ホームページ・ＳＮＳ

③ 避難受付場所での書面の配布

避難実施要領の伝達先 酒々井町全域

職員間の連絡手段 災害用携帯電話、ＭＣＡ無線

12 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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(4) 着上陸侵攻

ア 事案の特徴

○ 一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になるとともに、その期間

も比較的長期に及ぶことが予想される。また、敵国による船舶、戦闘機の集結

の状況、我が国へ侵攻する船舶等の方向等を勘案して、武力攻撃予測事態にお

いて住民の避難を行うことも想定される。

○ 船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を有す

る沿岸部が当初の侵攻目標となりやすいと考えられる。

○ 航空機により、侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸送機が離着陸可能な

空港が存在する地域が目標となる可能性が高く、当該空港が上陸用の小型船舶

等の接岸容易な地域と近接している場合には特に目標となりやすいと考えら

れる。

○ 留意点

・ 要避難地域が広範囲になるとともに、その期間も比較的長期に及ぶことを

前提に対処する必要がある。また、敵国による船舶、戦闘機の集結の状況、

我が国へ侵攻する船舶等の方向等を勘案して、可能な限り武力攻撃予測事態

において住民の避難を行うことが重要である。また、様々な関係機関と綿密

に調整した上で、大規模な住民避難を迅速に行うことができるよう想定する

必要がある。

・ 事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域から先行して避難させる

必要がある。

・ 大規模な住民避難が行われることに伴う混乱発生の防止に努める。

・ 警察と連携し、住民の避難に伴い、避難経路の確保と秩序だった避難のた

め、適宜交通規制を行うものとする。・ 可能な限り早期に広範な地域の住民

を避難させる必要があることから、住民の避難のための輸送力の確保に努め

るものとする。

イ 着上陸侵攻の町への影響

○ 町域が侵攻目標になる可能性は低いが、県内には、船舶による上陸点、空港

が所在し、部隊の通行、展開の可能性はある。

○ 着上陸侵攻に前後し、弾道ミサイルの攻撃、ゲリラ・特殊部隊による攻撃な

どにより、一時的「屋内避難」「町域内避難」の指示が考えられるが、それぞれ

前項の避難実施要領を活用する。

本項では、着上陸侵攻の特性を考慮し、町域外避難のみを作成する。
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⑩ 町域外避難（攻撃後、町域の全域に影響がある場合）

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

町域外避難

予測される事態

町域及び県が着上陸侵攻により、町域外への避難の必要性がある場合

1 都道府県からの避難の指示の内容

武力攻撃（予測）事態着上陸侵攻により、県は、○○県への住民避難。

酒々井町は、〇〇県〇○町への町域外避難

2 事態の状況、関係機関の措置

2-1 事態の状況

発生時期 年 月 日 ：

発生場所 酒々井町（県全域）

実行の主体 酒々井町

事案の概要と被害状況

武力攻撃（予測）事態が認定され

県（町全域）が戦闘地域（後方地域）となり、避難を

する必要性がある。

今後の予測・影響と措置
事態の終息は不透明であり、避難の期間は長期化の

可能性大

気象の状況 天候：＿＿ 気温＿＿℃ 風向＿＿ 風速＿＿m/s

2-2 避難住民の誘導の概要

要避難地域 酒々井町全域

避難先と避難誘導の方針

○○県○○町

１ ○○町の避難所への住民の避難

・避難者の把握、移動区分の決定

・避難先自治体との調整

・避難の誘導・同行

・避難先での受入れ

・移動車両の除染

２ ○○町公民館に行政機能の移転

３ 避難後の行政機能の確立

避難開始日時 年 月 日 ：

避難完了予定日時 年 月 日 ：

2-3 関係機関の措置等

措置の概要

１ 県

・ 避難経路の指示

・ 避難のための交通手段の指示

・ 医療救護体制
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２ 警 察

・ 避難時の交通統制、警戒

・ 町域の警備

・ 残留者の避難の補助

３ 消防・消防団

・ 要配慮者の避難支援

・ 住民の避難誘導

４ 公共交通事業者

・ 住民の輸送

５ 道路管理者

・ 避難経路の誘導

連絡調整先 －

3 事態等の特性で留意すべき事項

事態の特性

（除染の必要性等）

１ 避難準備・避難の実施の所要大・長期化

２ 町行政機能の移転

３ 避難間の安全確保

４ 混乱の防止

地域の特性 酒々井町全域

4 避難者数（単位：人）

地区名 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③ 合計

避難者数（計） 4,998 1,312 3,176 5,579 3,190 2,295
約 21,000

（住民票のない者 500

見込）

うち要配慮者数 70 70 70 70 70 70 420 見込

うち外国人等の数 - - - - - - 500 見込

5 避難施設

5-1 避難施設

避難先地域 ➀地区 ➀地区 ③地区 ④地区 ④地区 ②地区

避難施設名
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館、

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

所在地 - - - - - -

収容可能人数（人）
3,000

2,500
2,000

2,500

600

2,500

3,000
3,400 2,500

連絡先（電話等） - - - - - -

連絡担当者 - - - - - -

その他の留意事項等
〇 要配慮者は、医療福祉施設を調整

〇 他自治体の避難地域への希望者と対応の可否確認

5-2 検査所
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検査所名 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

所在地 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

連絡先（電話等） ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

連絡担当者 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

その他の留意事項等 〇 県の統制を受ける。

輸送手段 鉄道 ・ バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ その他（自家用車）

輸送手段の詳細

種類（車種等）
〇 鉄道（在来線・臨時便）

〇 観光バス

台 数
〇 延べ１３２両（１１両編成１２便）

〇 延べ４２０台

輸送可能人数

〇 鉄道１両１６０名（１１両編成１，７

６０名）

〇 観光バス１台５０名

連絡先 県輸送調整

輸送力の配分の考え方

１ 自家用車で移動可能な世帯を把握

２ 原則、地区単位で移動

３ 鉄道輸送を優先する。

その他輸送手段
要配慮者 〇 原則、バス移動

その他（入院患者等） 〇 医療福祉機関車両、救急車

7 避難経路

避難に使用する経路
１ 鉄道：〇〇線―〇〇線―〇〇線

２ 道路：○○自動車道

交通規制

実施者の確認

１ 鉄道：発地駅は町職員、乗換駅は鉄道事業者、着地

駅は○○県○○町職員

２ 道路：警察、道路管理者

規制にあたる人数
１ 町職員:１０名

２ 関係機関の計画による。

規制場所
１ 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

２ 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

警備体制

実施者の確認
１ 鉄道：警察

２ 道路：警察

規制にあたる人数 〇 関係機関の計画による。

規制場所
〇 鉄道：〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、〇〇駅、

〇 道路：○○ＩＣ、○○ＩＣ

8 避難誘導方法

8-1 避難（輸送）方法

地 区 西部地域 南東部地域 北部地域 中心部① 中心部② 中心部③

輸送区分 鉄 道
○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯

○○名

○〇世帯
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バ ス
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

自家用車
○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

○○名

○〇世帯

○○台

出発地

誘導の実施単位

〇 鉄道：各駅改札で受付・誘導を行う。

〇 バス：各地区受付場所で誘導を行う。

○ 自家用車：各地区受付場所で人員・車番

を確認する。

輸送手段 出発地までの移動は徒歩

避難先 〇 受付時に避難先の再確認を行う。

集合時間 〇 各便出発１時間前までに受付

その他（誘導責任

者等）
○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課 ○○課

避 難 施

設 へ の

避 難 方

法

誘導の実施単位
〇 鉄道：各便に町職員１０名が同行する。

〇 バス：各便に町職員２名が同行する。

輸送手段
○○駅到着後の移動は、○○県、○○町の支援を受け

る。

避難経路 ○○県の指定経路

避難先
➀小

②小
➀中

③小

③公民館

体育館

文化ﾎｰﾙ
○○高校 ②中

避難完了予定日時 - - - - - -

その他（誘導責任

者等）
町職員同行者から１名を指定

要 配 慮

者 等 の

避 難 方

法

誘導の実施単位 各便に町職員２名が同行する。

要配慮者への支

援事項
配慮事項に応じた避難先の調整

輸送手段

➀ バス・自家用車

② 鉄道（支援者同行）

③ 医療福祉機関、救急車

避難経路 県、○○県の指定経路

避難先 医療福祉機関国（県）・○○県・○○町と調整

避難開始日時 - - - - - -

避難完了予定日時 - - - - - -

8-2 職員の配置方法

配置場所

人 数

１ 避難受付場所（６か所）：各職員１０名・福祉担当３名

２ 出発地（駅・町施設（８か所））：各職員１０名・福祉担当３名

３ 同行者：鉄道：１０名（最大１２便）、バス：２名（最大５２

０便）

４ 避難先（６か所）：各職員４名

５ 町移転先：２０名
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現地調整所
１ 中央公民館

２ ○○町公民館

8-3 残留者の確認方法

確認者 町職員、警察、消防団

時 期 各地区避難者出発日から２日間

場 所 各地区避難地区

方 法 地域の巡回及び受付をしていない住民の戸別訪問

措 置 退去勧告

終了予定日時 －

8-4 避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期
１ 避難間、住民準備（防災備蓄品を準備）

２ 到着以降は、町備蓄品及び国・県に要請

提供する食事の種類 －

実施担当部署 ○○課○○

8-5 追加情報の伝達方法

防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ、各避難受付場所

9 避難時の留意事項（主に住民）

自宅から避難する場合の留意事項

基本事項

１ 原則立退き避難、残留した場合、救援・安全の確保は困難であること。

２ 各地区避難受付場所での避難登録（要配慮者の有無）

３ 自家用車の使用（避難時出発・到着の連絡、避難経路・通過点の遵守・、

避難時の渋滞・混乱防止）

４ 退去時、住家の施錠、電源ブレーカー、ガスの元栓を閉じる。

５ 地区単位、家族単位での移動

６ 避難所での検査・健康診断

事態の特性

事態の進展により、避難前・避難時に被害が発生する可能性あり。

一時集合場所での対応

１ 世帯単位で避難先の登録（自家用車：車番）

２ 要配慮者の有無の登録

10 誘導に際しての留意事項（職員）

１ 役割分担

(1) 避難誘導時は、各部各班協同して配置を行う。

ア 避難受付場所（６か所）

イ 出発地（８か所）

ウ 同行者：鉄道、バス

エ 避難先（６か所）
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オ 町移転準備

カ 避難確認

(2) 移転先へ町の各業務システムの移設を行う。

(3) 避難後は、原則各部班の事務所掌により行う。

２ 職員の配置

(1) 対策本部：本部長（町長）・副本部長（教育長）・本部員・事務局

(2) 現地調整所：副本部長（副町長）、事務局１名、〇○課

３ 誘導に際しての留意事項

(1) 国・県及び関係機関との連携

(2) 職員間の認識共有、交代体制

(3) 職員家族の帯同等の処置

４ 服 装

防災服、ヘルメット（武力攻撃(予測)事態認定時：国民保護腕章）

11 情報伝達

避難実施要領の住民への

伝達方法

➀ 防災行政無線及び広報車

② ホームページ・ＳＮＳ

③ 避難受付場所での書面の配布

避難実施要領の伝達先 酒々井町全域

職員間の連絡手段 災害用携帯電話、ＭＣＡ無線

12 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：



84

(5) ⑪ 最小限様式

避 難 実 施 要 領
酒々井町長

月 日 時 分現在

1 警報の内容

（事態の現状及び予測、住民等に周知すべき事項）

2 避難の指示

（要避難地域、避難先地域、関係機関が講ずべき措置の概要、避難の方法等）

3 避難の方法に関する事項（法第 61 条第 2 項第 1 号

要避難地域

要避難者数

うち要配慮者数

避難先地域

一時集合場所及び集合方法

集合時間

避難経路

避難手段

避難開始日時

4 避難の実施に関し必要な事項（法第 61 条第 2項第 3 号）

避難施設

名 称

所在地

連絡先

避難に当たっての留意事項

（携行品・服装等・避難誘導中の食料等の支援）

追加情報の伝達方法

5 避難住民の誘導に関する事項（法第 61 条第 2項 2 号）

職員の配置場所・人数

職員間の連絡方法

要援護者の避難誘導方針

残留者の確認方法

6 緊急時の連絡先

酒々井町

国民保護／緊急対処事態対策本部

電 話：

ＦＡＸ：
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